
様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・ 氏名  山口 典子

使 途 項 目

整 理 番 号

事務・事務所費

1

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

NTTフ

NTTフ ァィナ

(お客様控)

|お客様名
山口 典子 様

お客様番号      ・

|

923■

収
入
印
紙
階
付
＝
―
―

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  4,738円

事務所使用状況報告書のとおり

(按分率の根拠)

事務所 2024年 2月 分インターネット使用料及び電話代

住所  ′堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 口典子

(そ の他 )
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

とム 、と7 チ

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

. .011641 と

'∂

ユ/≠年イr月 ,チ 日
様  消費税額等 rθ %

現  金
金 額

〉
・トキ =3/'9θ

'

但 し 〕∂ユ午界Sη ガジグ又命ィ代Ytて
小切 手

手形 ．Ｆ
・

上記の金額正に領収しました
一

一
４

，

一
ヽ

■

１

．

，
、
一

人

　

紙
　
中

収 善
'Iム

i株
〒542‐0012     . I
大阪市中央区谷町7… 1‐44Vヽ NCE谷町ビ
TEL 06‐ 6764-5987 FAX

養鎌番号 T712

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 2

領 収 書等貼 付欄 (複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  26,400円   (按分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他 )

ブログ更新作業代 2024年 3月 分
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1蜘 口典子 様

売上 日2024年 03月 25日

〒542-0012大阪市中央区谷町7-卜44

TANCE谷 町ビル 3階 ア トム株
TEし 06-6764-5987 FAX

振込先 :三井住友/富 田林支
ゆうちょ銀行 日座記号番号

/当 座

担当 :

登録番号 T712000H00838

PAGE      l

伝票No.00005544

譲  求 議

擦   等金   額鶏 鵬 勘 炉 ィF君譲 轟 名 単  価織  巌

2024年 3月 分ブログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

〔課税10,0%税抜額】

〔課税10,0%消費税額 I

1

禁  30,000霊

30,000       30,000

30,000

3,000

3
オ指
ψ

000 33,0001
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様式第 11号 (第 6条関係 )

本 典子 様

但し、堺
として

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 '議員氏名  山口 典子

Ⅲ

領 収 証

山

内訳

税率 税抜金4預  消費イ党額

10%  ¥70,000 ¥7,000

8%

2024年4月 30日

株式会社ヒューマンドリーム

大阪市中央区安土町2丁 目3番 13号

TELi06-6210-3169ぐけ

登鏑韓野据脂T1120001131698

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

使 途 項 目 事務・事務所費

領 収 書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

3整 I子と番 号

80 %   61,600円   (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記穀のとおり

(そ の他 )

事務所家賃  2024年 5月 分 (共益費含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 3-/27堺 ドリームビル 201号室
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卜 氏ヽ t,.い

料金お支払いのお腹 tヽ

REQUEST FOR PAYMENT
時下、益tご清米のこ||→吾ぴ申し上げます。

分三三隷 亀盈竜1韓鎮期露]ヨ撃報3醒

お支払場所

お 支 払い方 法 の ご案 内

a払込票によるお支払いにっぃて

夏
露翻 ≦湛融ね話岳!己艶盆置演亀壌孔残

ヨツプまでお持ちください。
×万―、重複払いとなった場合は、翌月以離のご畜求分に充当させていただく娼合があり

ま曳

Hタ レジットカードによるお支払いについて

ドコモショッ女 Webど リングの料金お支払いサイトでのお支払いにクレジットカードをと
利用いただけま現

HPay― casy(ヘ イジー)に よるお支払いについて

Webビ リングの料金お支払いサイトや、お近 くのPay― easy(ベ イジー)対 応AT M、
インターネット′てンキングを利FBして、お支払いいただけま魂
お支払いには、下記の「収 4は綴BG番功  「お客様番号」「確認番号」の入力が必要です。

※現金による10万円を超えるお支払いはできません。
※と利用条件など詳しくは、該当の金融機関へお問い合わせください。   ・

※口座振雷手続きをお申し込みされている堀合は、手続きが完了するまでの問 (,～ 2か月)は、
弊社の議求輯により、お支払いいただきますので、と了承垣いま魂

社用コード 139100 0 62 04782 00 S 24 S

コンビニエンスストア、 ドコモショップ      
｀

※コンピニ手ンスストアでのお支払いの場合、ユ面の払込票が必要です。

毒i三:::才 ;:書皇ぞζttζ:g笠号:そ:彗ξ:こ暑魯真怠骨言ζ尋三魯ュi室事!ヽ

ます。
※請求書に記載のお支払期限を過
料等)」 の料金回収代行分を除く
ただきます。

ぎてお支払いいただいた場合、上記の料金 (r他社利用分 OSP利用
)に最大年145%の割合で計算した廷滞利息を別途講求させてい

00-5893-4595

2024年  2月 ご請求分

お客様と請求番号
BILLINC NUMBER

と 請 求
MO岬1 0F

年 月
ISSUE

と 請 求 金 額
TOTAL AMOUNT

06105
認

号

確

番

お客様

番 号
02

収納機関

番 号

す 。い寧 と払 tヽ 済 みのに おと
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T590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

拝啓 益 々

平素

今回 内容は
過不足 にご

ドリームビル

山本 典子 様

訳】

〔検針結果】

りそな

普 通

)とエーマンドリーム

御請求書

まヽす。

申ヽし上げます。

発行 日 2024年 04月 17日

仰タイセイシュアーサービス

T534-Oo21
大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20
タイセイビル8階
TEL 1 06-6921-8111

敬 具

00201

5,500円

77,000円

円

一
0

手

77,000円 0円0円 77,000円

不 65,000

共益費 月次(2024年 5月 分)

1,500

5,000

6,500円―

500円

,

70,000円 7,000

水道 2924年 02月 12日 2o24年04月 13日 0∝蝦

I

脚ヒューマンドリーム
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党 。市民クラブ

会派の名称・議員氏名  山口 典子

使 途 項 目 事務 。事務所費

整 理 番 号

領収書等貼付相 (複数枚の貼付は、不可)

西日本

山口 典子 糠

単6.382‐

お問合せ先 (無料)

0800‐ 3386550

Ⅲ田
! 

葎 :翼i“ |

1筆  kl!

裏

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

80 %  5,089円

事務所使用状況報告書のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他)

事務所 2024年 4月 分インターネット使用料及び電話代

住所  r堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 日典子
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響 共歳 尊Iたと,■ ‐
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2024年 4月 17自発行

差

“

,Nrtフ テイナンス (株 )

しヽます。 ( 1/

郵便区内特別

―
X

華 ドう

聖聖豊fU

革 、

里豊雪fu

学
業

一締ｉ船
漁
一発

iロ

社
Vザebでのお問しヽ合わせ先

一輯
024042101044715794

日頃、NTTフ ァイナンスをご利用いただきまして誠にありがとう
下:この料金を請求させていただきますので、内容を十分と確認のうえ、

12477

とざいます。

1無 ト

5ページ)

渉 l. ● Iri rぜIV
さ

'IIII｀

デ■牛}||■■;■ ■
Ⅲ ■  I I ⅢI

【NTTフ ァィナンスからのお知らせ】
半** NTTグ ループ各社ご請求金額
NTT西 日本分ご請求額

NTTフ ァイナンス分こ請求額

(合計)

***

5,471円
891円

6,362円  詳細については、 「ご請求内訳」をご覧 ください。

*** NTTフ ァイナンスからのお知らせ ***
奇数月のと請求額が5,OOO円 未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ 月まとめてこ請求しております。
※複数回線まとめてのご語求や、料金回収代行サービスをと利用の場合等は、毎月こ謂求しております。

***NTT西 日本からのお知らせ***
フレッツ光の割引サービス (光 もつともつと割、Web光 もっともっと割、ど―んと割、ど一んと学割、光はじめ割)は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をこ希望されない場合はNTT西 日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中 (自 動延伸後を含む)に本割;lサービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割弓1適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西 日本フレッツ公式サイト 〔http://f10ts― w com/Wari/]で ご確認ください。
*NTT西 日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTフ ァイナンスヘ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切 り取 り、当社指定のコンピニエンスス トア、金駐機日g、 ゅぅちょ銀行・観 嚇 、 トコモショップヘ払い込みをお願いいた します。
Cut ofF the'報 ip bゴ ぐい′Υ and use n when paying the char9“ Dt Of'e of our det19nated conveniettce stores,a ttnan〔 ia inst確甑ion′ a pOst Ofttc,3 dO(cmo shopi

請 求 年 月

(MONTH OF ISSUE)

2024年  4月 ご請求分

お 客 様 乙 訂 求 番 号
(81ヒ とING NUMBER)
客 様 番 号

(CUSTOMER NUMBER)

'9‐ 0■ISle



(お客様番号こ4請求内訳

TAX
税区分

合  算

合  算

合 算

内
OF C

等
E BREA 〔発

本
俗懇をも森孝了Fス

提供事業者が
)WN

訳
A
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D

諸 詳  細

1騨聾|14ⅢⅢ■ⅢⅢ工||||チ■|!岬IⅢ輩攣・1lⅢⅢ■

I「
|― | ||||:淋唾鍛雛I泳言二■甚末名トォ|

IⅢ Ⅲど111

ポイスワープ使用科

フレッッ

綜馨選螂略単 ii―
|

外の解約

エ

ります

のご請求となります。

(携帯電蓋等への通話料)
ひか ,電話

tll II I!1手

'ユ

■.::.

■ IⅢ ⅢⅢⅢ

.IIIII■
| : |  |・

■H韓苺編■観|(昔計Ⅲ

なります。

■||||IⅢ II.|● ァ

Ii riヽど、と,| モ〉

3月  1日 ～ 3月 31日

i魂騰11■Frt■よ――
riと ,|,|

―
官峯主示2母金合計*rlo,今
!■― |・ |■

|●
|||―  .I―

(小計)

lu半■群逮:゛轄筆4郵11上
3月  1日～ 3月 31日

●韓■す韓:→翻騨 1報1上
3月  1日 ～ 3月 31日

ril予 iiユ■

'11-■

i

内訳金額 (円 )

AMOUNT(YEN)

■i―■lii4呻I

5
41Ⅲオ11111‐ ||||

3,1

4-

5,471

金 額 (円 )
8Y CA[ω RYⅣ叫

内 訳 項 目
CH無6[8RBttDOWN

|〉iふ工:iギi澪導モ|:ギ■I

Ⅲl=ユ主ⅢlⅢ
:“11営,I

1勢■■輯 摯 |い戦:|.5′
471

◇NTTフ ァイナンス

71

6´

◇合計

!やヽ

iⅢⅢェ

サ‐ビス料に加え、電話リレーサービス料として 1番号あたり1 1円 (税込)力 F含 まれています。
電話リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者拐会の本一ムページをご確露下さい。
h t t p s : //ノ /｀V｀V～Y   t c a   O r   j P//t e l e p hO n e r e l a y__s e r v i c e__s u p

pOrt/Qa/′

4月利用料分から2024ユニパーサルサービス料他には、2023年
まで

」30 ″H 12



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名  山口 典子

使 途 項 目

6

電話料金等払込受領圧
西日本●利用分

;CWS,1),お
答韓

!

ご請求先氏名

山口 典子 機

お客荘番号

N「Fフ ァイナ

0800-3335550

(無料)

核 分 率 (接分による支出の場合に使用)

80 %  4,901円   (按分率の根拠)

事務所使用状況報告書のとおり

(そ の他 )

事務所 2024年 5月 分インターネット使用料及び電話代

住所  ′堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 口典子

31



■ ∬蝶機i儀議I若JI醗メi
590■ 0946
塀市塀区熊野町東3丁 2-27

「｀
 ́ す|  | |:| 1111 .=‖ !| OW■竜爵

〒108-O075果尿働潜堅清南1-2-70

発行年月日 2o24年  5月 ie白 発行

発行会社 差出:NFTラ ティナンス (株 )

ぉ畔 牛 智 群 晦 郁 ζ心o僚締

【還付先】
〒eeC  大阪1市驚車区奉之富■●6

離齢1静騨鞠酬J

一尋一一↓一一筆一一当華『一峯□幸勲〓『一『一一当一鞘一一摯華一峯一一筆〓却一尋

ド

ロ

塀

山
リームビル

典子 様

201号

郵臣区内持μ』

一
X

=室
望、

=里
室ロ

ー ロ

おおと03

-ロ

ー
※

Webでのお間い合わせ先

111・ 1・ lll'こ 1=:]IIII:IIhII中 IIIEl,Ili:IB'1・ I::I]・ I:・
]IItilalIII]:I

冊H‖剛‖ⅢⅢ帥川棚‖M
08108024052101041366416

日頃、NTTフ ァイナンスをと利用いただきまして誠にありがとうございます。
下記の料金を請求させていただきますので、内容を十分ご確認のうえ、

-99'S
社周ョード

します。 ( 1/ 5ページ)

【NTTフ ァ イ ナ ン ス か ら の お 知 ら せ 】 一 T=■ 一 ■ ■ ‐ ■ ■ ■ ■
二 ‐ 二 ‐ 一 二 i_二 与 ‐ 一 一 二 ‐ 二 i_一 __ニ ェ ii_ュ ___

*** NTTグ ループ各社ご請求金額 ***
NTT西日本分ご請求額                 5,217円
NTTフ ァイナンス分こ謂求額                910円
(合計)                        6, 127円  詳細については、「ご請求肉訳」をこ覧ください。

半** NTTフ ァイナンスからのお知らせ ***
奇数月のこ謂求額が5,OOO円 未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ月まとめてこ請求しております。

※複数回線まとめてのご請求や、料金回収代行サービスをこ利用の場合等は、毎月ご請求しております。

***NTT西 日本からのお知らせ ***
フレッツ光の割弓|サービス (光 もつともっと割、Web光 もつともつと割、ど―んと割、ど―んと学割、光はじめ割)は割引契約

期間滴了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をこ希望されない場合はNTT西 日本へご連絡が必要です。

割引適用期間中 (自 動延伸後を含む)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。

なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。

詳しくはNTT西 日本フレッツ公式サイト [http://flets― w.cOm/Wari/]で こ確認ください。

*NTT西 日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTフ アイナンスヘ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切つ取り、当社指定のコンピニエンスストア、金融機F)尋、ゆうちよ銀行・郵便局、 ドコモショップヘ払い込みをお願いいたします。
Cコ t offthe u p bel。 しヽ7っnd uge l when Pa)n9the chっ 「9eF at One cF our de09netedこ onven迪 けce stores,a inascむl nstttυ とOn,sp。 ,t ofttce,D dOCOい o shOp.
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請 求 年 月

(MONT日 OF ISSUE)

2024年  5月 ご請求分

ф有

と

お
(BILLING NUMBER)
客



と語ま内訳 舘客締号

TAX
税区分

含  耳

含 算

含 界

心
ロ

ｉ算
　
　
軍

議
ｉ

ｒ

ｏ

i 
■巡機こ|‐ 雑上
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様式第 11号 (第 6条関係 )

リ 凛 写

領 収 書 等 貼 付 用 紙

質身々、ギャ1.て

大阪市中央区谷町7‐ 1-44

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

‐  012209
コθブγtt r月 望が日

様   消費税額等    ノと
'%

現  命

小切手

手形

一証―
法

金 額 S'′ 汐θθ一

但し   づけ■狩 4写 ノちダ
ノ

上記の金額 正に領収しました

入

　

紙

．一　
収

　

印
　
一

ｔ
■
●

ｒ
，

ｒ

ｒ
！ド

ｉ

一

一
，

⑤アⅢム株式会
〒542‐ 0012

鞘

9γ

イ

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 6

領収 書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

８０
　
に容内

・
　

新更

%  26,400円   (核分率の根拠)

ついて、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他 )

ブログ更新作業代 2024年 4月 分

34



PAGE      l

布氏勇軍No.ooo05728

山口典子 様

売上日2024年04月 25日

〒542-0012大阪市中央区谷町7-卜44

TANCE谷 町 ビル 3階 ア トム株式
TEL 06と 6764-5987 FAX

振込先 :三井住友/富田林支
ゆうちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登録番号 T7120001100838

サ fi',i

0
2024年 4月 分プログ更新

※駆 韓 料は、韓 熟 徴 燭 と数 .し ます。

〔課税10.0%税抜線】

【課税10.0%消歳機糠ユ

aO,000       30,OOO

30,騨甲

:40eo

:筵 30,000圏
.

3, 3e,0001
持
鞘

35



様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子  様

内訳

税率  税抜金額  消業税額

10%  ¥70,000 ¥7,000

8%

領 収 !書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 Ⅲ碁員氏名  山口 典子

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

領 収 証

但し、堺ドリームビル201号室 6 分賃料・共益費
として上記の金額正に領収致しました。

2024年 5月 28日

株式会社ヒューマンドリ

大阪市中央区安土町2

TEL:06-6210-316919  .

登録番号:Tl120001131698

80 %   61,600円   (核分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記裁のとおり  _

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号

(そ の他 )

事務所家賃

事務所所在地

2024年 6月 分 (共益費含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室

36



〒590-0946

大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

堺ドリームビル

山本 典子 様

発行 日 2024年 05月 15日

伽タイセイシュアーサービス

T534-0021
大阪府大阪市都島区都島本通 1丁 目4-20

タイセイビル 8階
TEL : 06-6921-8111

敬 具

00201

6:500 71,500

Ⅲ耳P9“口|

5,500円

御請求書

す。

i■ 11'

70,000

月次 (2024年 6月 分) 65,000円

月次(2024年 6月 分 )

脚ヒューマンドリーム

37
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様式第 11号 (第 6条関係 )

証

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称

自由民主党・市民クラブ

・議員氏名 山口 典子

J″ 瞬ゝ

011を控4o
♪θユγ年ど、虚す日

井 5・

デニ,∂ ∂θ…

但し   かρ
'γ

金揃|

||        '  !|こ

1収  入 !:

●          |

I印  紙 :
tli;▼

:■ ■il・ ■

子す日 フフ7

様 消費税額等

現  金

小切手

手形

%

7千
FTィ 代

｀
`Iて プ

上記の金額正に領収しました

`脇

⑮アトム
T542‐ 0012

1‐44
FAX

T7i20001

使 途 項 目 広報 。広聴費

整 理 番 号 8

領収 書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  26,400円   (按分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(その他 )

プログ更新作業代 2024年 5月 分

38



PAGE      l

伝票No,00005861

山口典子 様

2024年 5月 分ブログ更新

※振込手数料は、お審撫表担てお願い致し.ます。

【課税10.0%税抜額1  .
【課税10,0%消 費税額I

売上日2024年 05月 25日

〒542-0012大阪市中央区谷町7-1-44

TANCE谷 町 ビル 3階 ア ト

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-

板込先 :三井住友/富 田 当

ゅうちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登録番号 T7120001100838

30,000       3Q,000

30,000

3,000

鞍 _塁 ‐.
30,000雹豊 _見 上理 盤 十

一
生 鉤

腿

39
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・測亀員氏名  山口 典子

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 9

領収書等貼付繍|(複数枚の貼付は、不可)

―
尋払込受領置
と利用分

山口 典子 様

024年  6月

問合せ先 (無料)

0800‐ 9935550

按 分
・

率 (按分による文出の場合に使用)

80 % . 4,808円

事務所使用状況報告書のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他)

事務所 2024年 6月 分インターネット使用料及ひ
゛
電話代

住所  ′堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 口典子

40



1障琳奪|(西日本書不げ用秀)

590● 0946
塀市場区熊鮮町東3丁 ?-27
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浄il熟∫li,(19尋濫
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帝
i魚 Ij:I上十

蜘

1嚢美
≡≡詈1
曇 甲
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垂
田

一 x

一
一 ※

薫:
歳喜ェロ

ー
め

―===W華

=〓
言慟

―‐=と
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里聖豊 (E

‐==□

=零=Cl
と==ロ
著 騒 再 Ч

豊 聖 豊
ヤ→

一
m

―

  (〕

―
X

Webでのお闘い合わせ先

騨 Bttf

〔NTTフ ァィナンスからのお知らせ】

10%対象請求額 (税込 ) 5, 120円  うち消費税等非対象等請求額
※各社のご利用料金・利用期間の詳細については、「ご謂求内訳Jを と確認くださぃ。

891円  こ請求額合計

)光もっ

://fl

いをお願いします。 ( 1/ 5ページ)

465円
6, oll円

と学割1光はじめ割)は割引契約
が必要です。

する場合があります。

13345

Tフアイナ

逮 |

適格諸求書発行事業者名 :N TTフ アイナンス株式会社 (登録番号 :T801o4 01005011)

‐_!iliェ _ 帝〒‐‐‐,‐ …‐工ニェ■■_=_―__=‐ ‐

奇数月|のさ轟暴最1暴ζ市きa憲島案露据ゑ
毒を

1垂着分
?1雪輩月に底各基底1違西こ露撃と:ぞチ重事:

***NTT酉 日本からのお知らせ ***

ど―ん

峯筆じ♀二まζ!で
こ確認くださぃ。

繹脇鴛胤鞘 熱懇 ―轟鵡 緒請驚臨も解蒲解鶏貯お願い

年 7肩  1日 (角 )i専OP4

請 求 年 月
(MONTH oF ISSuE)

41
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こ4請 求肉HR●客様番号

税区分
TAX

含  折

Δ
コ

エ

れ
を

み

算

本瞬
本
ロ

il i:|■ 1111ヽ
「`
1lⅢ it■t子 |1普Ⅲ卜|!lfttri)●

1月  1日年 5月 31ロ

II:ヤ 韓準:守鋲麹脚鞭翻静越1騨欝熱撃月
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発行手数料

ii■
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フ

外の解約は解約金がかかります

I了講菅蒔盤|;=■ゴ
il!Fi=著

登与

は072-225-1562

o藩碑導'中
0イ養i■ i
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6111Ⅲ喜れIS蔵とェ再|  ■
5月  1日～ 5月 31日  1番号分

尭は

'め

轟■l   i l

ひか
'電
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M 隼利用料
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Ⅲ

"果

雄沖孝|‐■||'|・ li lギ ∵■rti卜 IⅢ

です。

台芽嚢帯|,書Ⅲ支
'0961

内訳金額 (円 )

AMOUNT

50

6′ oll

4651

,〉 ↑2●

CHか RGE

内 訳 項 目 金 額 (円 )

3Y CA■60RY帥け

や聯r納浄綽寿

i■ |,■■ ■!■

il l■
―

―

|■ i■ 11i■
:

‐
4'｀

卜`1くⅢ下|||IⅢ
′
|ギギltⅢ Ⅲ

ⅢⅢ`
'「

◇NTT西日本分 (小計)

◇NTTフオイナンス

391

6,011
◇合計

―
  ;〉 年2

Oi58

5′ 120

主 ′く―

るため
サービス料に加え、電話リレーサービス料として 1番号あたり1 1円 (税込)力 :含 まれています。

電話リレーサービス料については~般社団法人電気通信事業者協会のホームページをご確認下さい。

httpS:/′ //WWW tCa O「  jp/telephonerelay_serviCe_sup

サュニバー利用料分から202ユニパーサルサービス料他には、2024年 4月 月

Ort/qa/
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様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子 様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党 `市民クラブ

会派の名称・議員氏名  山口 典子

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

領 収 証

―
響魯騨畑H■

跛量ふ縄 ヒ撃属豪渓景泉辱料
・共益費

内訳

税率 税抜金額 消驚税額

10%  ¥70,00o ¥',6oo

8%

2024年 6月 28日

株式会社ヒューマンドリーム

大阪市中央区安土町2丁 目3番13号

TEL:06-6210-316919

登録番号:Tl12000H31698

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 10

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %   61,600円   (接分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記戦Iの とおり

(そ の他 )

事務所家賃

事務所所在地

2024年 7月 分 (共益費含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室

43



可
‐590-0946

大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

発行 日 2024年 06月 17日

いタイセイシュアーサービス
〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル 8階
TEL : 06-6921-8111

敬 具

70,000

御請求童
日

います。

申ヽし上げます。

【ご請求内訳】

堺ドリィムビル

山本 典子 様

13日 6月 12日 0

家賃 月次 (2024年 7月 分) 65,000円― 6,500田
基鮎

1

共益費 月次 (2024年 7月 分) 5,000円 500円 5,500円

7,000 77,000円

りそな

力)ヒユーマンドリーム

帥ヒューマンドリーム

44



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

領収書等貼付 (複数枚の貼付は、不可)

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 12

熊野地域会館 用申込書兼領収書

使用 日時 :

上記の通 り熊 い の で、 定 び にを使 し

注意事項厳守の上、会館使用料を添えて申し込みます。

申込者 |

円

上記金額、会館使用料として領収 しま した。

熊野地域会館運営委員会
葬儀が入りました場合は、使用料の返金σ)み にて取 り消しさせて頂きます。ご了承下さい

夜 間

(18:00～ 22:00)

午前

(13:00～ 17:00)(8:00～ 12100)

@
だF1 7 )フ  ガ

日 曜年    月

沐 ワ ツ 〕矛移訂団体名称

TEL
泌 ワ 摯 〉責 任 者

弗 1爆監―:麹箋蒻71事を'盛「″3 f ttT>″下平/.住  所

名フイ吏用 目的 使用人数

使
用
受
付
印

取
扱
者

(そ の他 )

市政報告会会場借上料  (熊野地域割 l寓)

3,000円 ′
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様式第 11号 (第 6条関係 )

金 T領

但

領 収 書 等 貼 付 用 紙

2

の

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 ●巌員氏名 山口 典子

No.

上 記 正 に領 収 い た し ま した

T2‐ 12

‐: 叫又入印紙

弟 ク月み| 日

亀
一

弁
一

使 途 項 目 広報 ◆広尊費

継 理 番 号 13

領収書寄貼付稿 l複数枚の貼付は、不可)

II見  金
|

資 税額 等小 切

税 %率手

一

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(そ の他)

市政報告会会場構上料 安井地増詩館

5,000円′

46
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書
1等 貼 付 用 紙

会派の名称・

自由民主党 ,市民クラブ

山口 典子

|

広報・広聴費!使 途 項 目

毯 理 番 号
|

14

領収1轄審貼付樽|(複数枚の貼付は、不可)

町

市北 町 1丁 9-2
1

!電
話 :072-250-2167  レデ#2

魂読牽詩督菟言1督 ;0とる認志→袈062

7PL 紙カッフ°27:l古
810P2       336

7PL  津氏  カッフ・270m1 20P     258

イトウエンオーイオチャリ忌4なきIL 5      *830

‐ ‐ |‐ i…r‐:‐「‐ :生〒

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

収領
一

(そ の他)

市政報告会用 飲料水、紙コンプ代
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様式第 11号 (第 6条関係 )

― ■ ―̂'i

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称

領  収  証

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

即 嘩

rど 年・テ/月 を
t/日

―|,■   モノ ,鍛

ミ 金 額

ト

メ
・θ

内   訳

但 し il帯 r

上記 の 金 額 正 ,

'|つ

″ 了|イ :▼ 十工肝
こ領 収 い た しま した

J

榎校区け
管 理 委 員

堺市堺区向陵西町

税 抜 金 額

消費税宿負等 ( %)

‐́・‐■葛璃と工Ⅲ…一ヽ 髪 __一 ノ>ヽ

広報 。広協農使 途 項 目

整 理 番 号 15

領収書等貼付!籍 (複数枚の貼付は、不可)

川又  入

FP 紙

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(その他)

市政報告会会毒椿上料 けやき会鶴|

2,000円
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・

自由民主党・市民クラブ

山日 典子

使 途 項 目 広報・広議費|

!盤理番号 17

HE話 :072-250-2167    レジ+2

1事業者登録番号

2024年 07月 24日

T181097581

(水)12:37

7PL紙カリつ
°
270ml 10P

C168x  2

7PL  4氏   カリフ・270m1 20P
e258x  2

イトウエンオーイオチヤリョ
'チ

ヤとし
516

411打‖!|;シ゛
e166x  6
Q20X  6

袋特大生枚

*996
-120

5

¥1,853)
-120)

-120

商

値
品代金
引合計
税率 8%対象

按 分 率 (按分による支出の場合に使用

(そ の他)

市政報告会用 飲料水、紙コップ代
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様式第 11号 (第 6条関係 )

金 額

但 し

領 収 書
―
等 貼 付 用 紙

要
:― 祟―多

∋ヨ′∂90T
,F'/界 丁岬ア

｀
ちダ

｀
冤4† イベとt′(

上記の金額正に領収 しました

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

012 ρl_2

D02/年 7月
ユF~日

様 消費税額等   /▼ %
現 金

小切手

手 形
!                          i

腺

ゴ
41

「
一

■
・Ｉ

キ
ｉ
Ｉ

子

ｉ
■
″

‥

■

■

■

,

入li又 るアト.基:繰1糞
―
会

〒542‐ 0012

印  紙 大阪市中央区谷町7‐1‐ 44 TANCE谷町ビ)

TEL 06‐ 6764‐5987 FAX 06‐ 6764…5988

養鎌春号 T71 00

使 途 項 目 広報 。広車費

18整 理 番 号

領収書等貼 は 、貼付 不可 )

按 分 率 (核分による支出の特合に使用)

80 %  26,400円   (按分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(その他)

プログ更新作業代 2024年 6月 分
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様式第 11号 (第 6条関係 )

整 理 番 号

山本 典子  様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

大阪市中央区安土町2

TEL:06-6210-316919

登衡醇彗号:Tl120001131698

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・叢員氏名  山口 典子

19

領 収 証

芋77ie韓學す.
但し、堺ドリームビル201号室8月 分賃料。共益費
として上記の金般産に領収致しました。

税抜金額  消費税額 2024年7月 31日

10% ¥70,000 ¥7,000 株式会社ヒューマンド

内訳

税率

8%

嶺 分 率 (嶺分 によるヌ出の場合 に便用 )

使 途 項 目 事務 。事務所費

80 %   61,醐 円  (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(その他)

事
―務所家賃

事務所所在地

2024年 8月 分 (共益費含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27堺 ドリームビル 201号室
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T590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東 3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

堺ドリームビル

●

発行 日 2024年 07月 15日

いタイセイシェアーサービス
〒534-0021           '
大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル8階

TEL : 06-6921-8111

敬 具

00201

■
求

まヽす。

申ヽし上げます。

山本 典子 様

0円 77,000円77,900円

家賃 月次 (2024年 8月 分) |! 1  60,999田 !専 0や

共益費 5,000円 500月次 (2024年 8月 分)

一　

一

一　

一

:|!_li―

70,000円 7,000 円
'   77,000円

|

りそな

普通

力)とユーマンド)―ム

帥ヒューマンドリーム

52
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使 途 項 目

整 理 番 号

様式第 11号 (第 6条関係 )

証

悽 収1書 等 貼 付 用 紙

会派の名称

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

012229

翌″狩 ∂月ノ ロ
1嵐 ワ

~
狭 多 様 消費税栖等 /ι

‐1 %

現  金

小切手

手 形

金 額

但 し

じP′ ρθ♂一

事つうY昇 71 ゲ`クノ
゛
電1年 1べ YtT ノ

上記の金額正に領収しました
ヤ|■■ャ●■

…
1与

収  入 : 心アIふ1繰1裁!会

印  紙
〒542‐0012

大阪市中央区谷町 7‐1‐44VヽNCE谷町ビ

TEL 06‐ 6764‐ 5987

養嫌春号 T71
FAX

200 110

按 分 率 (按分による支出の綺台|こ使用)

更新内容について、一部政務活戯以外の穏苧も含むため

80 %  26,400円

(そ の他 )

プログ更新作業代 2024年 7月 分
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山口典子 様

2024年 7月 分プログ更新  ・

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

【課税10,0%税抜額】

【課税10,0%消費税額】

PAGE

売上 国2024年 07月 25日 伝票No.00006192

〒542-0012大阪市中央区谷町7-1-44

TANCE谷 町ビル 3階 ア トム株式会社

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

振込先 :三井住友/富 田林支店/当 座

ゆ うちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登録番号 T712000■ 00888

30,000       30,000

30,000

3,000

000一奪

一
._盈Ⅲ…世P坐―避|

3,

!雹

翻
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名  山口 典子

使 途 項 目 事務 ,事務所費

整 理 番 号 21

西

オ

硼

,' | れ,嬬
―

0800-3885350

(無料)

接 分 革 (按分による支出の場合に使用)

80 % 4780円   骸 分率の根船

事務所使用状況報告書のとおり

(そ の他)

事務所 2024年 8月 分インターネット使用料及び電誦代

住所  堺市堺区熊野l口疎 3-2-27堺 ドリームビル 201暑室 宛名 :山 口弊子

55
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■   離競 |(酉日本と利用分)

590=0946
塀市塀区熊野町東3丁 2‐ 27

塀 ドリームビル 201号
山口 典子 様

lillI:I:川・・・III11litilI]IIIII=IBII'lIIBIBIIIIBIII・ ・IIB山 l11]II

ⅢⅢ‖剛‖‖酬脚剛悧酬悧
024082101044782884 12134

日頃、NTTフ ァイナンスをと利用いただきまして諏にありがとうとざいます。
下記の料金を粛求させていただきますので、内容を十分3腟路のうえ、お支払い期限ま

沼■4母
〒103‐ 0075東京都港醒 南1-2-フ 0

2024年 8月 17菖発行

差出:NTTフ ァィナンス (株 )

東京都港区港南ユー2-70
0300-333555o(潮 )

大阪市城東区森之宮 1-6
-11l Nと C森の宮ビル6F
M20021111004 12134 12887 00」
BI Dll〔101,10      24080301J

1/ 3ペーン)

462円
5,976円

O

一攀

美

ド

∞

口

側

『

※

一理華轟蕪墾霊璽議一妻要一

一尋一一尋華勲一「〓一奉幸『華一幸『幸『一「〓華ｎ一一一摯一一一一一睾一章聾華≒

Webでのお画しヽ合わせ売

発行年月日

発行会社

お間合せ先

【還付先】

ィ536
-0025
社用コード

をヽお願いします。 (

お 知 Ⅲ

【NTTフ ァィナンスか

適格語求書発行事業者名

らのお知らせ】

NTTフ ァイナンス株式会社 (登録番号 :T8010401005011)
10%対象請求額 (税込)          5,085円  うち消費税等
非対象等講求額                 891円  こ請求額合計

※各社のご利用料金・利用期間の詳細については、 「ご請求内訳」をこ確認ください。

*** NTTフ ァィナンスからのお知らせ **キ
奇数月のこ譜求額が5,000円 未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ 月まとめてこ語求しております。
※複数回線まとめてのご語求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月こ語求しておりますЭ

***NTT西 日本からのお知らせ***
フレッツ光の割引サービス (光 もつともっと割、Web光 もつともっと割、ど―んと割、ど―んと学割、光はじめ割)は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西 日本へご連絡が必要です。
割引適用期間中 (自 動延伸後を含む)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西 日本フレッツ公式サイト [附 ttp://flets― w.cOm/Wari/]で こ確認くださぃ。*NTT西 日本語求額のうち、料金回収代行分はNTTフ ァイナンスヘ請求事務を委託しています。

お 支 払 期 限

(DUE DATE)

292.4年  9月  2日 (月 }

ご 議 ギ 基 鎮
(TOTAと AMOUNTl

5, 976円

請 求 年 月

(MONTH OF ISS∪ E)

2024年  8月 ご請求分

客 様 と 請 求 番 号
(81LLING NUMBER)

お 客 様 番 号
(CUSTOMER卜 lUMBERⅢ

お

00-5093-4395

斌絲 緊常鍬発1畜艦 承ュ護紫風各:♂4ゴ
釜融

?竃帝e紀尾鬼ξ隷1亀記録忌もSF員監忌f題瑠ボ鑑戸お廓` れ`ます。



●

内訳 金額 (円 )

AMOUNI(YEN〉
賄 求 内 訳 等 鮮 細 〔寃審む廷も念孝手Fス提供車業者が)D ETAIに S OF CHARGE BREAKDOWN

3,7001  ilむ
繊0

891

5,976

|,oeィー

０

一

〇

５

ｉ

一５

4・62

,す 0こう

/1cer

500
.珈 111

3

◇NTT西日本分 IJヽ計)

歩|デ0とうi

◇NTTアィィナン

891

5,976

◆

◇合計 :

111:::キ
|111:督0とil攣部埼獅ヽ ′拶0必手靖fl,F

外の解約は解約金がかかります

デ言
. I苗

ん 1湾 0,コ t議営脅
は072-225-1562

'打

 〕
f爵

～ 7月 131日

7月  1日～ す角:こ 1‐ 日

サ月 I白え サ月3!工日

7月  1日 ～ 7月 31日  1番号分

のヒ`備検セ′r,Iま す.

本賄求脅等の発行にかかわる各種費用に

なけなす。  .
本齢求をコンピユエンスストア・各種金

融鴨瞬でお支払llい オ_｀だ〈爆合の手数料

です。

昔算差示う料金合計文す0961

合 計

イ 契約番号

ひ か

'■

薦 1と事料)

発行手数料

収触手数卜+

ユニパーサルサービス料他

it機常亀盛尊へめ通器斜〉

―
十

:■
十 ■ Ⅲ

'イ : | !―  | ‐
''

7月  1日 ～ 7月 31日

消費視等相当観 (含肘l

ヤIヽ世I)

OCNttw i t hフ レッツ利用村等

ヽ中十ョAl回収代行)と利漁分i

主||■ li'

フレッツ 光ネクスト

光はじめ割:

もかり竜露船淋犠補髄猜構
ぷイスフープ使用料

内 駅 項 目 金額 (円 )

CHARG[8R:メしにつげ測 8Y

エバーサルサービス料他には、2024年 4月 利用料分から2025年 3月利用卜1分 まで、エエパーサ

サービス料に加え、電r舌 リレーサービス料として1番号あたり1 1円 (税 込)カユ含まれています。

電話リレーサービス料については一般社回法人電気通信事業者協会のホームページをご確認下さい。

https://www, tcaす or.jp/telephoneret愚 力_SerViCe_sup

T′

台

非 対

■ * く‐ナルサエ ス傘|につ↓―ヽで,本 t

ユニ′ヽ―サルサービス料は,あ .ま れく日本4囲ⅢⅢⅢⅢてユニィ

)ルサ‐ヒ′⌒ やヽ■T工館の加入電お奪)の雛供善確保する|

にご負担いたたく料金rす。なお、一般
'ま

団,去人電気瀬幅手!

心口
　
一今ａ　
▲封
　
　
　
　
卜『一　　
　
　
心田

ort/ a/ り (番 .号 再生鱒)力 t公表さⅢしていま`



|

事務・事務所費使 途 項 目

様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党 。市民クラブ

会派の名称・議員氏名  山口 典子

整 理 番 号

山本 典子  様

領 収 証

¥17酔ェ9‐8ST

22

内訳

税率

但し、堺ドリームビル201号室 9月 分賃料・共益費・
2024.6.13～2024,8,10検針水道代として上記の

金額正に領収致しました。

税抜金額  消費税額

10%  ¥72,717 ¥7,271

8%

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

2024年 8月 31日

株式会社ヒューマンドリ:エム t=
大阪市中央区安土町2丁 目3番 13碧

TEL:06-6210-3169Tり

登鏑帝番t号 :Tl120001131698

(その他)

事務所家賃  2024年 9月 分 (共益費含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東3-2-27堺 ドリームビル201号室

58



T590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

●

発イ子日  2024年 08月 14日

榊タイセイシュアーサービス

T534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル8階

TEL : 06-6921-8111

敬 具

御請求書

堺ドリームビル

山本 典子 様

.・Iと臨 i:打

―
ⅢⅢ、

【ご請求内訳】

共益費

〔検針結果

'

500

0

71,500 円 :

::,,500四 !

2,988円 |

10日 : 9r

72,988円 7,000 μl' 79,988

2,988円
i

6,500

月次 (2024年 9月 分 )

65,000円

2,988円

5,000円

2024年06月 13南 ～ 2024年 08月 10日水道検針料
:

1

榊ヒューマンドリーム

59
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様式第 11号 (第 6条関係 )

―
観 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・

自由
―民主党・市民クラノ

山口 典子

使 途 項 目

収1善等 輌 不可 )付 貼付は領 貼

NT

テ

NT Tフ ア

ｉ亀
電
蜃
霊
母
電
騨
ｒ
ｒ
■注

井縛
考颯涙

按 分 率 (按分による支出の尋台卜に使用)

80 %  4,808円

事務所使用状焼毅告書のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他)                        .
事務所 2024年 7月 分インターネット使用料及び麟 織 |

住所  堺市堺区熊野町黙 3-2-27堺 ドリームビル 201号室 宛名 :山 ロー典子
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利用停上のお知 らせ

NOTICE FOR SUSPENS10N

先にNTTフ アイナンスよりご請求いたしましたお客様の表面と講求金額につきま

して、 このままお支払いの確認がとれない場合には、NTT西日本の契約約款の規

定に基づき、下記と利用停止日にやむを得ずNTT西日本提供サービスのと利用

を停止することがありますので、予めご了承ください。(お 支払いの確認がとれるま

での1罰 tよ 、理 ・ひかり覇 ・インターネットサー きなく ります。)

※丼金回収代行分(注)は、利用停止の対象にはなりま常ん。

※表面の

中のサー 9

fよ、列tよにせ
=u馬

で
※他にもお寅工蔑 合は、雑羅 してと利用を停止することが

あります。

2024年  8月 22日
西日本電信電話株式会社

590-0946
大阪府塀市場区熊野町東 3丁
2-27

塀 ドリームビル 201号
山口 典子 様

IIIBIIII卜
BIWEIIIIEEIIIIBBIBIIhi・

IIIBI:・ I=liIIこ
:‖ ]・

BI]11,III:こ ユI

鮒‖‖脚Ⅲ脚|‖MM脚剛
924084603003507550

湘

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

OHT冒 フアイナンス
《お関い合わせえ)NTTファイナンス株式会社
〒536‐0825 大阪市城東区蘇之宮1-6-111
NLC 料金セン!タ ー

Webでの再金Ц

霙

一れ群
―
爾Υ号篤100s

2024年  9月  4日ご利用停止日
SUSPBNSION Dだr
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み

Ｄ

ぅ

，

，

料金お支払いのお願い
REQ【lEST FOR PAWMENT

時下、益々と済栄のこととお喜び申し上げます。
さて、先に当社よつと■求いたしましたお客上の下Eご 賄求金額 (NTT西 日本と利用

分)に つきまして、2024年  8月 22日現在、お支払いの建Eがとれておりません。
お支払いがお済みでない埼合は、下配お支払場所へ至急お支払いいただきますよう頼 い象します。

お支払場所

お支払い方法のご案内

■払込 票にようお支払いについて

二面の破Btを切,取って、コンピユ■ンスストア、ドヨモシ留ップまでお持ちくだきい。
来銀行、邸

「
用等の金は儀劇ではお取fていできません。

※万一、重視払いとなった鳩合は、翌月以降のと瑣求分t売当させていただく塙台がで
ます。

■クレジットカードによるお支払いについて

ドヨモショッ次 Webビ リングの料金お支払いサイトでのお支払いにクレジットカーヽイ

利用いただけます。

HPay― casy(ベ イジー)に よるお支払いについて

Webビ リングの料金お支払いサイトや、お近 くの Pay― easy(ベ イジー)対 応 ATト
インターネットパンキンクセ利手Bして、お支払いいただけますよ

策箋4践潔課赳譜黙見し篠警露だ岬
番号ザ嫉力お理転

※と利用条件など群 しくは、該当の金融捏園へお問い合わせください。

55718

※口座長を手4きをお申し込みされている場合は、手隆とが完了するまでの間 (1～2か月)花

弊社の構 求Iにょり、お支払いいただきますので、と了承願います。

い ま

60 08

ヨンビニエンスストア、ドコモショップ

専ニヨ:::子::を三謹藍捧と,:与鞠 監義雲Υ曳
※Hユ書に だいたも合、上巳の料金 (「他社利用分

)L最大年145%の割合で計算した廷滞利患を別途躊求させてい科等)Jの料金回収代行分を除く
ただきます。

00-5893-4595

2024年  7月 と請求分

61011岡

お客様生‐騎求番号
BILLINC NUMBER

と 離 求 年 月
Ml)ド I■ OF ISSUE

TOT
薦

ＡＬ
金
ＭＯ

求
Ａ

額
UNT

露

号

確

番

韓

番 号
56102

収納機関

番 号

合 に 卒tヽ

62



ご請求内訳書 (西 日本ご利用分)

590-0946
堺市堺区熊野町東 3丁 2-27

堺 ドリームビル  201号
山口 典子 様

IBIBIBIIIBBIBEEIIIB::〕 IlllBIBIIIBIBIIIBIIBIBIIIIB・ IIBEllBIBBIBIIBII

Orl■竜跡
〒108-0075棘都港区構薄 ユー2-70

翻

発行年月 日 2024年 12月 20日 発行

発行会社  差出 iWTTフ アイナンス (株 )

東京与苗区港南1-2-70
お問合せ先 0800-3835550 (無 料)

〔遺付先】
〒538
-0025

大阪市融津区森之官1-6
-111・ 再LC森の官ビル6F

8513A01140001… 000250

1/      2ペ ージ)
性」脚!J‖ !」‖輿u辮J」」

覺―督徹聯ギ 請 求 年 月
(MONTH OF ISSUE) (FO穐ILttAttU絡 )

2024年  7月 ご講求分 6,011円

お    知     ら    せ

ITTフ ァ イ ナ ン ス か ら の お 知 ら せ 】 一 一 一 ― ― 一 ― す ― 一 ― 一 ― 一 ― ― 一
二 …

…
Ⅲ … … 五 ‐ _工 ___一 _二 rと ―

=‐
■ 一 i

適格請求書舞行事業者名 :NTTファイナンス株式会社 (登録番号 :T8010401005011)
10%対象請求額 (税込)          5, 120円  うち消費税等            465円
非対象等請求額                 891円  ご請求額合計          6, 011円

※各社のご利用料金 ,ご利用翔間の詳細については、「ご請求内訳」をご1薩認ください。
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講求年月 2024年  7月 ご請求分お客様電話器 L二 等

22/

第

算

　

算

　

算

算

・率

算

　

算

　

算

ごi古 求内訳  (お客様番号

内 訳 項 目 金 額 (円 )

9臥NE DREAKDltt UY CATttORY(V酬 )

内F沢金額 (円 )

AMOUWT (YBN)
語 求 内 訳 等 詳 細 〔奄容む楚も行4手Iス

提
4∵守

者が〕
|

税区分

nFTAriミ   `IP  cilARCE  BREAK00,N ,AX

3, 700
-620

500

100
500
272

3

150

50

465

5, 120

891

6,011

フレッツ 光ネクス ト M 準利用料

光はじめ割

ひかり電話 (基本料)

ひかり電話対応れ議機用料

ポイスワープ使用料

6月  1日 ～ 6月 30日

2025年 10月 ～2025年 12月 以

外の解約は解約金がかかります

6月  1日 ～ 6月 30日 1聴 弓・

は072-225-1562
6月  1日 ～ 6月 30日

6月  1日～ 6月 3 0 FI

6月  1日～ 6月 30日

6月  1日 ～ 6月 30日  1番号分

のご請求となります。

本請求書等の発行にかかわる各種費用に

なります。

本請求をコンピユエンスストア・各種金

融機関でお支払いいただく踏 イの手数料

です。

合算表示の料金合計X10%

ひかり電話 (携
―

への通話料)

ユニバーサルサービス料仙

発行手教料

収れ手数料

消費税等相当額 (合計)

(′Jヽ副・)

OCNttw i thフ レッツ利用料等

NTTコ ム (回収代行)ご利用分。

*

合計

くNTTフアイナンスからのお知らせ>

O上記*印はサー七rス艤 に代わつて、ご請求させて いただきます。

ユニパーサルサービス料他には、2024年 4月 和I用料分から2025年 3月 和,用料分まで、ユエパーサル

サービス料に加え、繊 リレーサービス料として 1番号あたり1, 1円 (税込)が含まれています。

電話リレーサービスト

'に

ついては一般社団法人電気通信事業者協会のホームページを
=構

韓下さい。

httpsi//www しca. Or. ,p/telephonOrelay_9ervice_sup
port/qa/                                64

***ユ ニパーサルサービス料についてキ**
ユニバーサルサーモrス料は、あまねく日本全国においてユニパー

サルサービス (NTT東画の加入電話等)の機学を確保するため

にご負担いただく料金です。なお、一般社団法人電気通信事業者

路舎から1番号あたりの費用 (番を1珀働 が公表されています。



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

叢  取 書

よ 9攻 ‐)
¥1叫 、)θ ∂‐と

但 シィ じ簿搬モ4電イガk)宅紺
上記金額正 に領収致 しま した

興経
i現

        金

小切手

自由民主党◆市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

令和ど年 ′月 0日

帝
帝

一

| 〒590-0957堺 市堺区

TEL(072)22
FAX(072)223

登録番号T6120102006596

使 途 項 目 広報・広穂舞|

241整1理 番 号

領収書等貼付
―
頼 (複数枚の貼付は、不可)

税率
10%

禽露森)/喰

'ο

9

纏 た,T

按 分 率 (核分による支出の蝸合に使用)

8091 11,440円 (按分の根拠)

市政報告書に撃ずる

(そ の他 )
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御 見 積1蓄
令和6年6月 27日

山口典子 様

下記の通り御見載もり申し上げます

¥14 300-

有1限会
―
社―ミ

〒590‐ 0957 堺市堺区

TEL(1072)22
FAX(072)22

名口
田 数  量 | 単  価 霞金

市政報告&健幸づくり 安井地域会館 100枚 11:3 0,01Oi

1

,
士

:

計▲
ロ

1 0 0 0

消   ―蔵:   税 ,

００
「

・
３

・

総 合
―
計!金 1標 4 3 10!,0

梯 考



1納1品 薄
―

6年 7月 10日

No,

山 口 典 子 様 雲経ミナーカタ1印1掃士
〒5,00957堺市堺区中之町西2丁2番 3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

担

100 枚1市政報告&健幸づくり 安井地域会館

れ!b    イ守村丈   iI     ととイ立i‖ `11'1

,

67



お客様コードNo

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

請  求  書

6年  8 月 31 日 締切 分 (30)

墓埋 一
ナ

〒5900957堺 市堺区

TEL(072)
FAX(072)

野
三菱∪FJ銀行 堺

紀 陽 銀 行 堺

有限会社ミナカタ

No,  1-1

登録番号 T6120102006596
※明細欄は税】U金額です。

1市政報告&健幸づくり 安井地域会館

消費税等10°/o

l〔合    計〕

13,000

1,300

14,300

緑4サ建 金
!・ !編

!徹降纂1構裁薔 御 入 金
‐
頼|

¥14,3000000

今回御請求額

6/7/10

|

:

||

,



介護予防講座
■ ― |

続 棗

Facebook

市数報告&健幸づくり

山□典子事務所
・
¶

盈1観勢懃撃
!等

韓10時～I書購 吟

驚舞地域会賭

で
ユ

■|

ところ :

い  .

―
11111:l!!!!IIIII.

一一し一

② :

４

．ど
ｒ
ァ

[プロフイール

辻野 和策 (つ じのかザみ)

大阪府堺市在住

1965年生まれ

1984年 大阪府立三田丘再管学校卒業
1988年 表良女子大学文学部教育単科体青学を攻卒業
2017年 療良女子大学人間文

|ヒ
萌究科大山行轟科学導攻スポーツ

科学コース博士前畑韓禅修了(書士)

2017年～ 株式会社ホリスティッタヘルス研究会代表取締役
2022年 ～ 一般社団法人幸せな身体づくり協会tt衰理

'受 14:?023.3.8第 1回 石露する女性リーダー表形
(フルーローズ衰彰)

メディア :ミ ヤネ屋、キャスト、(璃園地方)出演他

◆堺市性難力対策施策

◆こどもまんなか社会の実現 |

金働き方改革とわたしたちの
これからについて

◆堺の発展のための生成AIを知る!

―
◆職策資料 堺|の中小企業の

DX・ GX推進に向けて
―
◆女.性の保康・医療

|◆牛活者としての外国人を受け入れるた0年
11

■◆堺のこどもたちの唐嘉所をどう作るか?

●や.ク ールシティ堺の実現に向けて   :
i◆わたしたちの個人権i報と

サイパー空間の安全について   i

つじの

■・″歩|イ

:

→

露

堺ドリームビル2019室
norikoo2@Josel.∞ 。,注

―
中 |四騨

―

努山口典学 .咀
hitp:〃wwwinorikO‐ yと

'1,p

■
十

翼

■”攀
・

|||||||||||||||1重
|||十11111111111'||||||||||||||十 11ii!与

煙
田TELSFAX/072-225〒 1562. E― ma‖ :

しヽます。



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・

自由民主党・市民クラブ

山口 典子

霞 ・審
一

・収
一

令和渉年ダ月,日

よ ユヽ
ヽ

¥/γ、δ?フ ァ
但 涙定イヴ:く り笠考
上記金額正 に領収致 しま した

曇緩

ヽ
｀

現  金

小切手
,沙 ,

/ 0ク

帝
‐

一

〒590-0957堺 市堺区中

TEL(072)22
FAX(072)223

ア登録番号T61

:

広報 。広尊舞|使 途 項 目

笠:理 番 号 25

貼付構
―

貼付は、不可)領

瑠 一」「革
ュ一

Jず
一一一撃

核 分 率 (按分による支出の■合に使用)

80,` H,440円 (按分の根拠)

市政報告書に華ずる

70



御 見 穣 書

下ヨ己の通り御見機もり申し上げます

¥14′300-

令和6年6月 27日

宥
!霞―会1社|ミ

〒690‐0957 堺 市堺 区中之町

TEL(072)223-
FAX(072)223- 72781

山口典子 様

市政報告&健幸づくり 熊野地域会館

口
叩 名 数  ―

景| 単  価 金 額

100枚 0'010

!

―ヽ

ぢ|

〈
口 計 11:3 010 10

一費
一

,肖
一
税 ,0

総 合 計 金
―
額| 1 4 :03



納 書
―

6年 7月 10日

口
Ⅲ No.

山 口 典 子 様

摘 要:

一

_燕 基
一 一 一 ■ ■ ∵ 挙 す 帝 て 下

'TTTTW帝

甘 幸 f言 言

鄭ミナカタ.卸
1再1

〒59田957堺市堺区中之町西2丁2番3号

TEL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

――
Pとど里二豊4=下

君訂死商言E南庁酢I三二τ5Eに うヽ,モi,'|こ|三七ここ五妄ほう::こ|げ碇F二

市嗅報告,健幸づくり 熊野地ナ成会館 100 枚

稿  I(|! 独  :ど れII    rlitイ i

72



お客オ議コードNo

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

請  求  書
6 年 8 月 31 日 締切 分 (30)

郵 ミす力

‐ 1- 1

〒590-0957堺市堺区中

No

2006596

TEL(072)22
FAX(079)22

※

前理響稀線触| .4飼

'1入
金 1額|| 紳 越|■||1額 : ||―1撥:HI― と 1鷺→

0 0 ¥14,300
i

0 0

6/7/10 市政報告&健幸づくり 熊野地ナ茂会館

消費税等10%

【合    計】

100 13,000

1,300

141300



介護予防講座
■ ― ,

穣 票

ヒi麹そ―うす
夕箆癖:す

自民党・市民クラ

■ 山□典子事務所
検 索

Facebook

，
７
【
‐，

卜卜
」

ヽ
装
岳
盛
電

と

[プロフィール

辻野 和美 (つじのかザみ)

大阪府堺市在住

1965年生まれ

1984年 大阪府

1988年 奈良女

とこiる■i

専
髯肇

懇 |

立三田丘落皓学校卒業  つ じの か ず み 先生

手大学文学部数管学科体菅学暮攻卒業

:Ⅲ 韓 "'甲 '■

■

111,II手

策1施策

どもまんなか社会の実現 !

とわ.た したちの
これからについて

ための生成AIを知る I

塀の1中小企業の

GX推進に向けて

i医療

しての外国人を

どもたちの底増所をどう作

シティ
ー
野の実現に向けて

した,9観人

"報

と
―空間0安全につtヽて

LTキ
^Vlrイ

f
仕

４

ぅど
′
′

2017年 奈良女手大学人間文化研究科人間行動科学響攻スポーツ

科学コース博士前期際程修了(停士)

2017年～ 株式会社ホリスティックヘルス研究会代表取締役

2022年 ～ ‐般社団法人幸せな身体づくり協会代表理事|

受 IⅢ :2023,3.8第 1回 活`苗する女性リーダー表彰
(ブルーローズ嚢彰)

メディア :ミヤネ屋、キャスト、(田西地方)出演他

貯 ト
中
洋

，

蘭お顆いします。

noriko‐ y‐ vi,p



様式第 11号 (第 6条鶏係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・ 氏名 山口 典子

使 途 項 目 広報・広聴費|

睦 理 番 号 26

オ
1領

:

泳

IIII!litl:                                                                                                         :千 il!!:iil: 

―

口玖 洋  糠 :

令不□と年′月ヴ日

墓緩 ナ

―
      |ミ ニ

¥/くたし)'∂

上記金額正に領収致 しました

現  金

小切手

‐
Ч _

一

〒590‐0957堺市堺区中

TEL(072)223
FAX(072)223

登録番号T6120102006596

絨の)'4,T税率

10

専暴 /t)9C″

按 分 率 (按分による支出の給 に使用)

80% ■,440円 (按分の根拠)

市政報告書に準する

(その他 )

75

,



御 見 積 善
―

下記の通り御見れもり申し上げます

¥14′300-

書疑会社|ミす

令和6年6月 27日

〒590‐0957 堺市堺区中之

TEL(072)223-
FAX(072)223-

山口典子 様

語

【
軍
旧
ウ

名□
田

・量
．

数 単  価 1額 |金

市政報告 &健幸づくり けやき会館 100枚
一〇．０

一

一・
・
０

・・

芋

1

1

`

ξ

|

計▲
口 11:3. 0 ・０

一

lo

税・費
・

肖
,

1

】

3 0 0

総 合 計.金  額 4 3:010



L[1口 典 子 様

納 品 聾

6年 7月 10日

担 当
=

鄭ミす|カタ1印li副
|

No,|

〒590対957堺市堺区中之町西2丁2番3号

十EL(072)223-6886番
FAX(072)223-7278番

納品致しましたので

枚けやき会館‐
市政報告&健幸づくり

摘

77



お客オ議コードNo

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

請  求  書

6 年 8月 31 日 締切 分 (30)

郵 ミすカ
ー

No.  1~1

〒590-0957堺 市堺区

TEL(072)2
FAX(072)2

樹
※明鵡 t撃帆200659「

三菱UFJ叙行 堺支店

紀 陽 命晨行 堺支店 普通

有限会社ミナカタ印昂」

6/7/10 市政報告&健幸づくり けやき会館

消費税等10%

【合    計】

100 13,000

1,300

14,300

I

御 入前

¥14,3000 000

今回御請求額



Ｌ
身
と

・

介護予防講座
ミニ :

0

様 素

検 泰

Facebook

ψ軽く体操できる汀F装で
ご参加くた|さと―|!

[ブ Clフ ィール

辻野 和羮 (つ じのかすみ)

大阪府堺市在住

1965年生まれ

1984年 大阪府立三田丘1溝管学校卒業
つじのかずみ先生

.:

策

どもまんなか社会の実現 !

声
―
弾■とわたしたちの

れからについて

生成AIを知る |

の

どもたちの1居場所をどう作

―ルシティ堺の実現に向けて

と

ついて

ます。

む
′

・

1988年 表良女手大学文学部敦青学科体育学も攻卒業
2017年 奈良女手大学人間文化研究科人間行動科学B攻スポーツ

科学コース博士前期潔程修了(毎士)

2017年 ～ 株式会社ホリスティックヘルス研究会代表取涌役
2022年～ 一般社団法人華せな身体づくり協会代表理事
受 糞 :2023.3,8第 1回 活環する女性リーダー表彰

(ブルーローズ表影)

メディア :ミヤネ屋、キャスト、(関西地方)出演他

一
一十
一一一ｉ一一一一一十一‘

:医態

や転
Ｘ

■器■鞠鰺

■

友追申Bむ願い



様式第 11号 (第 o条関係 )

鎮 収 善「等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 e戯員氏名 山口 典子

使 途 項 目 資料購入費

整 理 番 号 27

1無印輿品
:擬 収 証

イオンモール堺北花田
TEL 072‐ 252-2444

登録番号 :T5013301012443
良いは、1薄から。

。
e09。      ・    Co。 ・

秋のゆらぎ肌にやさしく寄 りそう
米ぬか発酵液 配合の スキンケア。

天轟 I」宙こI響習
62kitahanade

011980     1′ミ       1,980
夜、寝る前に読みたい字宙の話

幸せにつ淫
お如 瞭 i凹 0

01,100 1芹ミ 1,100
六人でなく で す

上継:

キ轟
ト

( V513591着強構

第

按 分 率 (按分によ
' 票耳

'(
マ イバ ッヽ

強
葛
静

ル
残
グ

106494

0

有

中は
フ501 0ア53 11 03日、

(そ の他)           ‖1‖

書籍代 5,550円  2024年 9月 3日

80



様式第 11号 (第 6条関係 )

霞 収 書 等 貼 付 用 紙

自由民主党・市民クラブ

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 事務 。事務所禁!

盛 理 番 号
|

29

領収書等貼付構 (複数枚の貼付は、不可)

ネ3買 |「 Iナ1糾 ,1ト

文具の    |

爾 翻 粘
.甲諄推寛1鶏 .:8身定休日:日曜・ネ兄目

2024-09-26 15142
192004

卜
計

一
象
税
金

ノ
対
内
現

,ヽ メモ 中長類  ¥429
10.0%   ¥429

¥39
¥429

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(そ の他)

文具代 (ノ ー ト)2024年 9月 25日

81
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様式第 11号 (第 6条関係 )

金 額

上記の金額正に領収 しました

領 収 Ⅲ 等 貼 付 用 紙

Pa ′θ∂下

⑮アトム
〒542‐ 0012

自由民主党・市民クラブ

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

0■
‐222 4

曰 衆 多 様
ノじ),十年″月デ7日

消費税額等   /θ 96

但し つθつ学昇P爾 フジグ
i7孝

字下半して

現 金

小切手

手形 |〆

収  入

印  紙 大阪市中央区谷町7‐ 1‐44TANCE谷町ビ′

使 途 項 目 広報・広聴費

整 理 番 号 30

領収本等貼付織 (複数枚の貼付は、不可)

扱 者 印

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

80 %  26,4(X)円   (按分事の根拠)

更新内容について、一部政務清軸以外の記事も含むため

(その他)

プログ更新作業代 2024年 8月 分

82

,



PAGE      l

伝票No,00006363

山口典子 様

_売上 日2024年 08月 25日

〒542-0012大阪市中央区谷町7-1-44  1
TANCE谷 町ビル 8階 ア トム株式会社 :

TEL 06-6764-5987 FAX

振込先 i三井住友/富 田 当座

ゆうちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登録番号 T7120001100838

||||||||||||||||||||||||

喜螂

2024年 8月 分プログ更新

※板込手数料は、お客様負担でお願い致します。

〔課税10,0%税抜額】

I課税10,0%消費税額】

30,000       30,000

30,000

3,000

毯― 感  80,000題 31P!?錘 33,000.

83
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

領収書等貼付1熱 (複数枚の貼付は、不可)

領 収 証

山本 典子  様

但し、堺ドリ

として金額正に領収致しました。

内訳

税率 税抜金額  消童税額

10% ¥70,000 ¥7,000
ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ中■的占れ中占―占占中中中工■と占中ぃ中エエ_…

“

■市輛由れ四出と i.

8%

2024年 10月 7日

株式会社ヒューマンドリーム ●

大阪市中央区安土町2丁目3善 13号

TEL:06-6210-3169個

登録番号 :Tl120001131698

を

デ

構 分 率 (様分による支|||の 場合に使用)

事務・事務所費使 途 項 目

整 理 番 号 ヨド

AO % 61,(300 四

事務所 (使用)状況報告書F記載のをおり

(横分車の根初し)

(そ の他 )

事務所家賃

事務所所在地

10月 分 (共常ヽ費・水道代含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室

84



T590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東32-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

力)ヒユーマンドリーム

麦%子 日   2024年 09月 16日

l材,タイセイシュアーサービス

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル 8卜皆

TEL : 06-6921-8111

琴雷汚符箸纂尉紫懸硼 島誠にありがとうございます。|なっております。
過不足のないようにご入金下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

御請求書

敬 具

70,000 円 7,000 77,000円

|||||||||||||||||||

堺ドリームビル 00201

0円 77,000円 0円 77,000円

(2024年 19月 分). 6ぅ 500円0月 71,500
共益費́ 月珠(2024年 10月 分) 5,000「 500円 5,500円

りそな 船場

普通

酬ヒューマンドジーム

85



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名

様

T↑ 、
ィ t 

´
T

| ふ

'・

・・・ ●・
|・il   〔:!.lJ!“ .と:!!‐

`:!!iと

:!!‐fi,1蠣‐,F   

「

■」
   甲■ ‐

,pブ /年 rθ月7日
消1税顧守  /9で  ,

山口 典子

一・↓
工一一

証

伊

金 額

し

1‐孝キ・■‐ェ

:収
 入ュ

11と鷲

ヽ`

現  金

小切手       ―      .

手形          fF   .
θD Y ノ

上記の金額正に領収しました

心アトム1株式会
〒542‐ 0012

大阪市中央区谷町7‐ 1‐44 TANCE谷 町ビ

TEL 06‐ 6764‐5987  FAX

号 7 12000

広報 。広聴費使 途 項 目

どエ1隷理 番 号

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  26, 400   円  (按分準の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他)

プログ更新作業代 (9月 分)

86



山口典子 様

2024年 9月 分プログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

I課税10.0%税抜額】

【課税10,0%消費税額】

PAGE

売上 日2024年 09月 25日 
―
  伝票No.ooo06469

〒542と 0012大阪市中央区谷町7-1-44
TANCE谷 町 ビル 3階 ア トム

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

振込先 :三井住友/富 田林支店
ゆうちょ銀行 日座記号番号 :

担当 :

登録番号 T712000■ 00838

科飛10.0%
1 30,000       30,000

30,000

3,000

30,900■   3,0001  3舟100o11
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 1事壇を■薯鶏所舞

整 理 番 号

=θ領収書等貼付!欄.(複数枚の貼付は、不可)

電翼用益等払込受領証

西日本と利用分

お客様

¥8,288-

0800-3335550

狭 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80  %  4,966  円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他 )

事務所  9月 分インターネ ット使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 3-227 堺 ドリームビル 201号室 宛名山口典子



調 示雷 (西 日不と利用分)

59o― o946
堺市堺区熊野町東3丁2-27

語督
り
亜拿
ピ
黎 201号

I:|・ 1:III:HIBI,:11lIIIIIII=iti:BBIコ
I]1lhilil:!iHユ IIB:!IBI:こ :11:Dll

轡遭
フ
町垂社齢

〒109‐ oo75東京簡隋頸茎潜囀1-2-フ o

‖
4曼1よ既!‖」‖甘処J卿

錢

一義華『一『一摯一勁一一筆一等　０６０３２

Vyebでのお囚しヽ台わせ先

発行年月日

発 行 会 社

お円今せ先

【運付先】
T536
-O025
社用コード

2024年 9月 17日ア発行
進出:NTTフ ァィナンス (抹 )

東京都港区港南ユー2-rO     I
0800-3335550(無が斗)

大阪市城東区荼之宮 ユー6

酔i燃∫ギ藤転盈ラ靴;。 1111
Tフ ァイナンス し りと`と

【NTTフ ァィナンスからのお知らせ】――
適格請求書発行事業者名 :NTTフ ァィナン
10%対象請求額 (税込)

非対象等請求額
※各社のご利用料金 うと利用期間の詳細

~~~フ ~マ ー ‐ ~~‐ 工 _工 i一 :‐二 i〔二 i__=‐
==ri― ,― __T― ― ‐ ― ― ―

ス株式会社 (登録番与 :T801o4010o5011)
野,301甲 :う ち消費税等            482円

903円 こ請求鎮合計 6,208円
にっいては、「と請求内訳」をご確認くださぃ。

え 、
します。 1/ 5ページ)

知 せ

*** NTTフ ァィナンスからのお知らせ **準
奇数月のと請求額力=5,Ooo円未満の場合は、豆月分の偶数月に2ヶ月ま|めてこ請求しております。※複数回線まとめてのご請求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月こ語求しております。

***NTT西 日本からのお知らせ ***

這▼ギ係ヨ茸無1と ,ヽま輩 こ●報 ふ:∴`謎稗寵i静芦Iil甜監 iり妃F界輩|て鵜 hl:覇いはれますc

IR塁き忍、I下豊告翼災こ通懲泉慧竪ネ李!ま

じめ割)は割引契約
れた場合、解約金が発生する場合があります。
,金は発生いたしません。
ets― w,cOn/wari/]で ご確認くださぃ。
ンスヘ請求事務を委託しています。

お 支 払 期 限
(DUЁ DATE)

2024年  9月 30日 (月 )
6, 203円 .

請 求 年 月
(MONTH OF ISSUE)

2024年  9月 ご請求分
898■00‐

89



田

2024年  9月 ご請求分
請 求 年 月

MONTH OF ISSUE
00-5895-4595お客 様 と請求 番号

BIILING N世 wBER

と諸裁内試 鶴客様警号 )

税区分
TAX

算

算

△口
　
心ロ

宮 算 |

算
・
算

算

算

ふ
Ｆ
【
さ【
　
ム
騨
　
かロ

合 算

合 算

井対第導

デ1対象奪

訳 等 詳 細 〔棄審顧たも念孝手,ス提供事業者が〕F

内数
謂

8月  1日 ～ 8月 31日

2025年 10月 ～P025キ 12月以

外の解約は解約金がかかります

8月  1日 ～ 3月 31日 電話器号

は072-225-1562
3月  1日 ～ 8月 31日
8月  ユ日～ 8月 31日

8昂  1日 ～ 3月 31日

8月  1日 ～ 8月 31日  1番号分

9■講求となります。

本請求書等の発行にかかわる各種費用に

なります。

本調求をコンピニエンスストア 各ヽ種金

融機関てお支払いいただく場含の手数料

です。

合算表示の料金合計×ユO%

7月調求分の延滞利息です。

発行手数料

〕皮熱子虫科

■ 契約番号

Jかり鴛番―建増∬,I

OCNttw i t Ⅲフレッツ利用料等

Ⅲ■●五ユ(回疑代行

'蔀
静・

遷滞利息

増,攀蒋嶺華鎌倫欝

口彗)

フインツ :差■クスト M∫ 隼利用料

光はじめ観

●か,欝赫機齢常■
ポイスワープ使用料

■力Ⅲ9=蓋 (横帯
=語

等への適蓋村)

ユニ′く―サルサービス斜他

内訳金額 (円 )

AMOUNT(YEN〉

０

０

　

０

　

０

０

・０

・

０

・２

　

０

　

０

０

４

７

６

一　

Ｓ

　

Ｊ

‐，

・２

一

′
　
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

３

　

　

　

　

　

．

.891

12

3

150

50

482

う,耳0,

付酎CμARGE 8R:AIDOいIN 8Y臥円50RY

肉 訳 項 目 金額 (円 )

◆Nl■百豪本■rll角弁―

5′ 305

OWTT軍口李分 (′珊 )

.      5″
と0う

903
◇ N

◇含言ヤ

5◆00‐

サ″ナ■ビス (,こ rT業雪の〕Π入重蓋等)

■|■ |

なおヽ,ただにと貧色じ

日事全巨におtitユニ)ヽ■■■パこナをサ■ビス料嵌サィビス料に加え、電話リレーサービス料としてl番号みたり1. 1門 (税込)力
g含 まれています。

リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者協会のホームページを■確認下さい。
https://www. tca.or. jp/telephOneretay_service_su

ス料他には、 月年 352O2利用料分から月44年2O2ビルサー車 ′

a/port/

工 ′

90
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・ 山口 典子

請求明細

契約日

承ユB碁母

ご契約有名

― 証受膊B

義 基i簑

取扱日付印

2010年 10月 19日

20,9年 lo月

山本 典子

1扉 ドリーム ピル 201

塀市堺区榊野町東3-2-27

il=r.=● IIli  V191ooo
は、ご輿約日から1年経過亨る毎に発生いた

演

一
イ

ー

ト

ｒ
●

収
入
印
紙
不
要

印

　

紙

卜ｔ
ｉ
，
‐
‐
，　

・‐．　
一“

■
1

1

嘔

ゞ
ヽ
B

接 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 % 8, 000 円  (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

101000円
ター峠〕

収納代行  
―

=要
りF」ファク

事務・事務所費

領収書等貼付撮||(複数枚の貼付は、不可)

使 途 項 目

1撃1理 番号 |

事務所継続保証委託料

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室

( の他 )
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目

整 理 番 号

領収書等貼付欄|(複数枚の貼付は、不可)

胡1収 証
堺北花田店

TEL 072-248‐ 6586

2024年 10月 23日 (ホ )19略%分    ‖7200

978179177674000030Y2200

1,ク文化とフIとスれ        子2,200
07M79497420180095ヤ 1800

7ェミニスト、ゲーとやつてる      単1,000

2,点

綿
小計       V4,000

半4]400
半400)

平4,100 消費税   学41111)

半4,F」 o0

平100'  

現盆

お的り
|■ャサ帯 ,■■Ⅲ十■■ⅢⅢⅢtiti→

熊
園
」
ｒ

”

麟

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

4% 400  円  (按分率の根拠)

(その他 )

。オタク文化 とフェミニズム

・ フェミニス ト、グームやってる 書縛卸I入
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様式第 11号 (第 6条関係)

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 1鏃員氏名 山口 典子

領 寝 証

山本 典子  様

リーム

として金額正に領収致しました。

10%  ¥70,000 ¥7,000

2024年 10月 28日

株式会社ヒューマンドリ卓ム

大阪市中央区安土町2丁目3番13号

TEL:06-6210-31691ttl   i

登録番号:Tl120001131698

8%

使 途 項 目 事務・事務所費

1縦 理番 号 ，■
一．θ

ｐ
，

領収警等貼付欄 (複 貼付は、不可)

按 分 率 (挨分による支出の場合に使用)

(按分率の根拠)
80 % 61,600 円

事務所 (使用)状況報告書に記栽のとおり

(その他 )

事務所家賃

事務所所在地

11月 分 (共益費i水道代含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室
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可…590-0946

大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

過不足 よヽうにご入金下 まヽすよう

ご請求内訳】

果

発行 日 2024年 10月 15日

伽タイセイシュアーサービス

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル8階

TEL : 06… 6921-8111

敬具

求

まヽす。

申ヽし上げます。

00201堺ドジエムビル

山本 典子 様

7

71,500

500「 5i500F[,990‐田月次 (2024年 11月 分)共益費

7,009円 77,000円70,000 円

C 0円2024年二i nl月 ,兄 ロ ■ 0水道 加24年 ORI月 10ロ

船 場りそな

普 通

ヒューマンドリーム
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様式第 11号 (第 6条関係 )

一証

領 収 書 等 貼 付 用 紙

＼u.撃 子 様

会派の名称・鉄員氏名 山口 典子

0.二333 5

D%ゆ学年/√ 月「 1伯

消費税額等   /r｀  96

TANCE谷町ピザレ3F

金1議
、う' て,てkγ 一‐く フ 現 金

小切手

ダしゲ
l.

,走 とヽ r 手形          /―
ジ

′

上記の金績正に領収しまし

一一
オ
　
紙
　
一一

収

　

印

■
，

■
ヽ

■
ヽ
一
一

昏‐7:
〒542‐Oo12

FAX

T712000

使 途 項 目

韓

韓 落

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

80 %  26,400 円  (按分率の根拠)

(そ の他 )

ブログ更新作業代 (10月 分)
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PAGE

日2024年 10月 25日    
‐
伝票No.ooo06786

12大阪市中央区谷町 7-1-44
TANC谷 町ビル 3階

山口典子 様

即坐鉦工9月 倉プログ夏浙―

._ .,X源摯手輩料―|ま、

【課拠10,9μ―税抜額】

止課税li9,9%.泊 費弘額―l.___

ア トム株式会社 本社
TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

ゆうちょ銀行 口座記号番号

担当 :

登録召争号 T7120001100838

“

ゃ軽| 80,

，
‐コ働
―
ド
ー
Ｆ
叫
一

〇

　

　

　

　

〇

〇

　

　

　

〇30,

●
付
「

，
１
１

１
１

１

００

影癸10,0,`

‐`本
:

Ｌ
「
“
卓
．．一
５
……‐！

,

与

6

S

|

穆 30I I

lヽ

―

・・
・

・・

，

，

９

〇

一

10

30,900 33,
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様式第 11号 (第 6条関係 )

渉ヽ

.イア歩F げ

イ,ノィェィ,オ

領
　
止
沖

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 `簸員氏名

収   証

様

No,

★

但

'と

抜金額

lrii:iliiititiitilii‐

・・練
i,,;,  

「|・・
'―

工Ⅲいいヽ・・・・・・ロエ=‐Ⅲ…
|=i甲 IⅥ

れ山由とと_.4聖 .ⅢⅢЧ中ⅢⅢ由………中噂颯LLⅢⅢⅢ申喩(|

訳内

激 /イ
年 //月 メ ∠ 日 上記正に領収いたしました

ジャパシ
591‐ 8003

大阪府堺市北区船堂町2T
TEL 072‐ 255…3361  FAX

整 理 番 号

貼付権 | (複数枚の貼付は、不可)
領

娑 分 率 (按分による支出の場合に使用 )

政務活動 (50%)の他に、政党活動 (25%)、 私的利用 (25%)を含むため

50 % 49, 680  円  (按分率の根拠)

・車検代 宛名 山口典子
。140,000円 のうち99,360円 を按分 (男け紙参照)

(その他 )
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Page,     1/1
伝票No,  816
令和o6年 11月 25日

〒‐

大阪府堺

山本 典子 様

下記の通り御請求申し上げます。

登録番号 董鱗踏鷲棚縁:

書求請

1-1355
"PAN刀

・エミΠ 〒591-8∞3

・1層副旧 〒580‐ 0026

TEL:072-25S-3361

1鴻攣 B喜機|. 登録番‐弓・:T38100359844
入庫年月日:令和06/14/25

魂鶴融盛革瀬勘騨
=|車両型式 :4AA‐MM63S 型式B類別 ,19044‐ 0009

原助攣型章中 :    1拠軒韓事|―■1苺韓撃療|

1麹 口I:櫛麟11疼

1騨 41il!
「☆」は

作 業 ・ 部 品 技術料

洗浄料金 (エンジンルーム&シ

◇検査の結

)

|IFil■ ―||― ||―.:,.Ⅲ Ⅲ 11,1-||:

1子
=∵

III

ワイパーゴム(左右)

学 期 岬 ||:il工
=|■

il言ⅢI■ iii
1,300

4,0 1

単 価 金 額

部品/技術*1.月 計ヽ

部品/技術料 値引

部品′技術料 合計

2じ ,800
‐10〕 803

14,997

75,330

751330

Ш

【非課税】整備′諸費用 合計

【課 下党】整備′諸費用 合計
10%対象   lo3,327  1o%消費税

140,000整備合計額

預り金合計

26,340

103,327

10,333

140,000金求 領請
の除 は、下 記 ロ 座までお願しヽしヽたします 口座名義人

8

三菱UF」銀行 岸和田支店 店番780普通
|||||



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

オ
Ｔ
”
卜，Ｉ
〔年
は
■
～
■
や
●

電騒料金等払込受額震
西日本む利用分

企
い
、

”
，
な
い
て
ヽ
だ
■
い

`CVSAl)と→

ご請求先氏名

山口 輿子 様

2024年 10月 ご請求分

お客操番号

金額(円 )

平7, 234-

N「Tフ アイナンス頑

貴取人

0800-3336550

(無料)

代
、

く
ヽ
Ｖ

日

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80  %  5,787  円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠)

(その他 )

事務所 10月 分インターネ ット使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 併2-27 堺 ドジームビル 201号室 宛名山口典子
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園 請求警 (西日本菅不U用分)

590T0946
堺市塀区熊野噂東3T2-27

堺ドリームビ,レ ?01号
山日 典子 様

1,卜 |IIII:]卜・BI11lII!IIIB]HI:こ
I:Ilililli:IIIHI`BIilttII'all

鬱
郵使区内特刷

' M町韓臓
〒108‐ OOフ5果爪都港区港南 1-2-フ O

2024年 lo月 17ヨ 発行

差出 :NTTフ ァイナンス (抹 ,

蒸京都湾区造南ユー2-70
0800-3335550(無 斜)

大阪市城東区森之官 1-6
-11ユ  NLC森 の宮ビル6F
M201121121004 11289 11242 00 J
81 11001191 0          24100310J

します。 ( 5ページ)

一~~業

~~~‐
キ

ー ー 色

―一-0
菫H撃〔0

-R」
―……Cl

=造=匡
l

―
O〕

1中
HEロ ー

i■とこ9
iエエ_心

!〓==J
幸 ャ!

甲中…い

|===り

―
X

報
1卿!跳!1醜』!JJ‖

轍

一碧撃勢一一碧華『華・一幸・封一尋・　・蜘中

Webでのお問い台わせ売

発行年月日

発 行 会 社

おI倒合せ先

【置付先】
T536
-0025
社,]コ ード

f タイナ

INTTブアイナシスか
適持隷 奮発行事業者名

だ

らのお知らせ〕
INTTフ ァイナンス株式会

(税込) 6

料金 。と利用期間の詳細について

議触

奇聾月のと語)に額力=5〕 OOO円未満の場合は、翌月分の

彗鶏撮伝亀暮曇患:墓膏こ議嚢※森歎嵐線まとめてのご講求や、料金回収代行サービスを(

111}

しております。

しております。

576円
7,234円

***NTT西 日本からのお知らせ***
フレッツ光の割号|サービス (光 もつともっと剖、Web光もつともつと割、ど―んと割、ど―んと学割、光はじめ割〕tま割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へこ連絡が必要です。
割引適用期間中 (自 動延伸後を含屯P)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日六フレッツ公式サイト [http://flets― wo cOn/Wari/]で ご確認ください。
辛NTT西日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTフアイナンスヘ請求事務を委託しています。

↓下①部分を切つ取り、当社甚定のコンピ三ニンスストア、金敵機関、ゆうちょ銀行′郵便局、 ドコモショップヘ払い違みをお願いいたします。
Ctr o「 !he Jip So●v ttnd υ,et、

～
hen pe耳おgJヽ と●■i与ぃ う` 6● o ryJ ⅢurづeS9れ うに3 caれ Чヒ・l守 ,te支 0中ヽ0'命剌ュ、cl nべ ltufun′

“

Pc′Si訂れ(e.,的 てolう oF｀ 口
'

お 支 払 期 限
(DじE DA羽り

31日 (本 )2024年 10確:こ イ薦|?024年 10月 r請求分

請 求 年 月

(MONTH OF ISiUF)

e-9‐
:o(00と 54
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ヽ...岳i,,、 t`胆:ⅢⅢ Ⅲ Ⅲ ⅢⅢ
ltun4t“lⅢⅢⅢ

“
坤 Ⅲ 即 :れ占h“質缶口‖IB卿 ,il lれ

“

00-58ラ ャ…4595

2/

2しz4年 10月 ご請求分

5ページ)

と請求内訳 (お 客様番号

J

請 求 年 月
MONTH OF ISSUE

お客 様 ご請求番 号
81LしlNG NUMBER

TAX
分

算

・募

△口
含

含 算

算
．
算

算
．
罪

さ口
　
△口
　
ふコ
　
本ｏ

有 罪

含 算

〔棄審議疑森ネ手Fス提供事業者が〕OFDETAI B

筆  詳  細請  求  内

9月  ユ日～ 9月 30日
201?5年 10月～:?025年 12月以
外の解約は解約金がかかります

9凋  1日 ～ 9月 30日  電話番号

は072-225-1562
9月  1日

～ 9月 30日
9月  1日～ 9月 30日

9月  1日～ 9月 30日
9月  1日～ 9月 30日  1番号分

のこ請求となります。

本語求書等の発行にかかわる各種費用に

なります。

本請求をコンピニエンスストア・各種金

融機関でお支払いぃたたく埒含の手数料
です。

合算表示の料金合計×1096

含 離

1 契約番号

びかりヽ 露 〈基本料)

■納手数村

oiCヽ光,111フィウツ刊演料等
Tヽfコム (自故A寺,■糾崩秀。

|

浦賃gと等相当頚綸ゆ

研叶ヽ) . ・

ブレラッ 養兌.ケえ卜 M 早利用料

差はしめ割

耕縦錦奪使用十
・1■

|
■か,爛晴1倅

't路

孝へつ通避ド,

単■rt‐サ″サ‐誓み料l也 →
:        l    i   l

猪毎手数料

内訳金額 (円 )

.   AMowNI(YFN)

150

891

7′ 234

〉

500

50

576

6ゥ 343

3,700
-620

300!
500

1′ 134 ‐
13

螺 i脇 8爾緞
◇黄Tr西菌本と下電腕秀

6″ 343

◇凶TT西日本分 (小計)

0テ343

◇騨TTアテイ!チ

891

計一備
一

45

イ″サ‐イム (NTT泰百の加入寧競響
F■ユ導いたたく斜金です.をお、■般社団連大電気通健事業書

'表

4( ―
 (エてゝ

子

目にお

■|手

日本食

!ヽて
「

Y挙掛年|―

サービス料に加え、電話リレーサービス料として 1番号あたり1. 1円 (税込)が含まれています。
電話リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者協会のホームページをご確認下さい。
httpS:ノ /ノ/WWW_ tca.Ori jp/telephOnerelay_service_su

22ら科分か月4年 4O2ビ まで、月

ort

101

41128911212



使 途 項 目 事務 。事務所費

整 理 番 号 つ

一

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

1轟露再蚕j五重真市
Λ

，
＝
よ
た
に
ゆ
ウ
‘

西日本と利用分

更
ム
い
Ｏ
Ｌ
令
ｔ
”
り

，
ら
、
い
で
く
だ
本

(命競 』,む・0嗚凋)→お客様

2024年 11月ご繭慕分

平8,572‐

金額(円 )

ス切雪』百西
受取人

N「Fフ ァイナン

`お問合せ先 (括拿半)

0000-3335550

領 lD【 日 船 卿

_工 入 Fp摂 貼 付 輌

按 分 率 (按分による支出の場合に使用 )

80  %  6,857  円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他 )

事務所 11月 分インターネ ット使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室 宛名山口典子

様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 善 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

102



醒
一

市基雷 (白 四不ご芥lJ用分,

5【  ―o946
塀帯堺区熊野町東3丁 2-27

琶督
り
夏拿

ビ
態 201号

ili`卜 III・ 中 =I:I::1:IEIall・ IBIBI!IIIIII:卜 IIII]・ II:BttEIIIIhil

〔郵便区内ヽ …」

04730

うとざいます。
お黄弘▼

7'イオンス幹共碧牲(登録番号
'     7,681円

鸞Tカイナ双ェ■
NTTフ ァィナンス株貧会社

キ
・・ ・ Ⅲ

〒108‐ OoFo雰義蓋碗菫登罰菊
‐1-2-フ o

2924年 1,1月 17日発行
差
―
liド

.T丁ファィチンス(株 )

も最爵ぎる理菊ξζ50蜘

諄穂酵藤靴新蠣盈1辮

∪

一尋幸『一卦一一卦一奉一一筆一尋

幸碧一勢４科４コ一抑一『崇勲一勲一］華〔当華〔ゃ一『一一導華一一当章勲一尋

世岬卿岬幽鯉J即

Webて・の3間しヽ合わせ先

ら

発行年角角
発行套社

■岬るせ売―

蝶Ⅲ差】
T530
‐0025
社篇う―ド

鵠 脇

〔NTTファィナンスか
適格請求書発行事業者名 :N
10%対象請求類 (税込)

非対象等請求類
※各社のご利用料金 。

*** NTTフ ァィナンスから
奇数月のご請求額が5,OoO円
※複数回線まとめてのと請求や、

T80
うち消費税等

・ !1せ
―

104010

ます。 (

05011)

1/ 3ペー

お 支 払 期 限
(DUE DATE)

2924=12月  2H(月 )

■ ■‐ 千 甘 =ィ =,_十 一 ‐ … … =

1        891円  ご請求額合計
と手ll用理1癬め1韓額につヒ,ヽ (11、 「こ請求内訳」をご確認ください。

鰯臨 Fl逸
鈍

再伝る各曇患1違吾Ξ喜嚢し瑠数

69‐3!円

3.572円

***NTT西日本からのお知らせ士*羊

フレッツ光の割引サービス (光もつともうと割、Web光もっともっと割、ど―んと割、ど―んと学割、光はじめ割)は割引契約
期間浦了時に契約が自動廷伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へこ運絡が必要です。
割引適用期間中 (自動延伸後を含む)に本書1」弓lサービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。

峯ゼk忍翼〒甲辮 7ξうム雲露塀1宇粍智ヤ守ぞ亨♭歩警甲壱ぞで各帯々とき言ク稗ari/]でと確認ください。*NTT西日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTファィナンスヘ請求事務を委託しています。

こ下の部分を切り取り、当社指定のコンビ=工漁れ今4吾ェ;傘磁袋甲亀紀重童モ奮F算言→葺:算屈itド
要モショップヘ払い込みをお顕いいたします。(■ ●frthe」 i,teり、v and jie■ 、vhぐ n,aン「4 thを I'lHF`牛 れ

uiiO詢,3,o5i Of魚い.e dot′ :ヽれ O Sh_へ ,

と 請 求 拿 鞭
(TOTALAMOwNl,

蓋  求
(M9NTH

年  月
OF ISSりけ
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と D  ` ノ′

税区分
TAX

告 1算

含 算

合 算

合 算
|

弁対み響

算

算

・算

一算

ム」
　
（ュ
　
かｏ
　
（［

合 算

彗請―求内 (お客様番号

2024年 11月 ご請求分F IS5UEM OHT
請 求 年 月

細〔期を1岳率ξデ
ス騨鶏

T〕

内求装
備 等  詳

tiO■ 2■ 225-lSc2
-Ⅲ

O揮Ⅲl●
～■,F,i「日

ユ0月  1日
～
10月 31日

iO角  r首■io月 さ1日

10月  1日～10月 91日  I番号分

|つ1華キ:r,■ ||
本講求書等の発行にかかわる各種貢用に

■,|ますr i
本a靖球を

=ン
r二■ンスストア・各芭全

―
謹総園でお支払|ヽ

い■

=(1島

含あ手数料

ですj

―書秦や牟半金静来10%

建本科〕

■ 楽約香号

電鑑

2021筈 10,～字。|

1解1鷲管第:I

月2ユ

ミ垂番弓

年5

ます

自

ツ千11局料等

奪利用分こ

ツ7h

く口取rヽ行〕

光 予

Ttiム
OCN

オト

じめ割

レ ン 隼利用料M光ネク

1消費碗毎増当ヨ棄(合計

'

(′】ヽ計) 
―

ユニ′|―ナルナーrス料他

発行手数ボ|

収イ龍手数料

10月  1日
～

10月 3■ 自

内訳金額 (円 )

AM9里JI(YEN).

891

B,572

7″:ol:1

●69尋

00-589S-4595お客様 と請 求番号
BIと にlNG NUMB[R

内訳項 目 金鎮 (円 )
CHAR6[8廷 Nttw剥 3Y ttIGORY゛硼

◇NTT西日本ご利用分

7′ 681

◇NTT西日本分 (小計)

7,681

◇NTTフ ァイナ

891

8,572
◇合計

595◆0

■ キ ぶ

ぃますとが公表さ

サービス料に加え、電話リレーサービス料として1番号あた,1. 1円 (税込)力ξ含まれています。
リレーサービス料については一般社団法人電気通信軍業者協会のホームページをと確認下さい。

htipSiノ//｀ ′`ww. tca.or. jp/telephOnerelay_,serwice__suP

35

a/t/pO

ビス料他には、 年 4 まで、ユニパーサ

104
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不可)

領 収 証

山本 典子  様

内訳

税率

ドリームビ

として金額正に領収致しました。

12月

2024年 11月 27日

券瀦套様 ■■マン

TEL:9■ぅ2甲13.169斡 |

登録番号:T■ 2000■ 31698

税抜金観1 消真税額

Ю % ¥70,00o ¥7,000

8%

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 % 61, 600 円  (按分率の根拠)

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(そのl也 )

事務所家賃

事務所所在地

12月 分 (共益費・水道代含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビ,レ a01号室
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T590-0946
大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

ドリームビル

山本 典子 様

普通

ヒユーマンドヅーム

御請求書

12月 分)

発行 日 2024年 H月 15日

仰タイセイシュアーサービス

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20
タイセイビル8階
TEL : 06-6921-8111

敬具

00201

Tl

5,000 円 5,500碍 i

円

500

月次 (202 6i500円分 65,000

共益費

・
i=|二,i'1■ 70,000円 7,000円

鍋

HⅢ

″メ

リーム
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様式第 11号 (第 6条関係)

領 収 書 等 貼 付 用 紙

証
4!!

稔

金:銀、 V争ぢ′浄r,一

但し つ‐
'与

■イ| イ貯「
とヽtて 手形

上記の金額正に領収しました

収   入

〒542-0012    .
大阪市中央区谷町7‐ 1‐44
TEL 06‐ 6764-5987 FAX

TANCE谷町ビザレ3F

塗鎌春号 T7120

013336 _

デlr,'7年 /イ 月,Pが 日

様   消費税額等    /1'%

会派の名称・ 氏名 山口 典子

1)″ 、   ヽ
'

現  金

小切手

―ガ

一
■

■
■
■
■
■
●

■

，
一■
一
・

愚|″ ト
紙印

使 途 項 目

―

〔:挙 当ゞ♂
恥

按 分 率 (核分による支出の場合に使用 )

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

80 % 26, 400   円  (按分率の根拠)

(その他 )

プログ更新作業代 (11月 ノ刀
｀
)
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PAGE      l

伝票No,Ooo06787

2

:〕

η

t;

(,

7

9

:,

10

山口典子 様

ュ29?4午
l.lユー金―■■■動 ._|―

お客様負担でお願い致し

.… 1課理型.0%.碑独篠】i―

_u理―Ψ:9拶.坤費税観,

売上 日2024年 H月 25日

542-0012大阪市中央区谷町 7-1-44
TANC谷 町 ビル 3階

ア トム株式会社 本社        |
TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

ゆうちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登録番号 T712000H00838

3,000:

30,000

手
ユ

t

1即IP04
；
、
１
ｌ
ｔ
，
ｉ
こ
１
，
一・エイ

‐ｔ

　

　

，
Ｉ
フオ
・一
ｉ

ｔ

ｔ

一
‥‐

3o

…
ｉ
　
・■
一■
　
ＩＩ
●　
子エ

一一
　

　

　

＆
・

ｉ一　

　

　

一修

0
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使 途 項 目 資料購入費

整 理 番 号

領収書等貼付綿 (複数枚の貼付は、不可)

数鞭
:藤

租犠 .

角劉年12月23日 (月 )20時10分    P31餌

攣1,6(Xl

早238側 消費税

学2,800

平2,860
平260)
V280〕

一

酷
棚
一

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(按分率の根拠)
%  1,760 円

(そ のl也 )

現代思想 書籍購入

様式第 11号 (第 6条関係 )

官〕買収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・麟員氏名 山口 典子

使 途 項 目 事務 θ事務所舞
―

1盤 :理 番 号 ど
fi・` ↓

領収書等貼付娼|(複数枚の貼付は、不可)

024年 12月

Nrrフ アイナン

0800‐ 9935580

(括料)

核 分 率 (按分による支出の場合に使用)

事務所(使用)状況報告書に記載のとおり

(接分率の根拠)80  % 4,967  円

(その他 )

事務所 12月 分インターネット使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 3-外27 堺 ドリームビル 201号室 宛名山口典子
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置 請求書:(西日本rttu南分〕
590■ o946
塀市塀区熊野可東3丁 2=27

堺ドリ‐ムビル 201号
山口 典子 様

1,1:IEII111lB]・ IIIII111ュ II・ IBIBIBI「 III111,11lII卜
,IIWil・

IE`BIII]11

024122101044447470

NTT をと利用し

【NTTファイ|ナンスからのお知らせ】■■■―■■■

適格請求替語青事業書名| NTTファイナン

④歳
И逮爵

〒10B_∝ lフ5嶽 君膀彗区潜南 1-2-フ 0
韓 ※

華  〔B

―
□

__と回

-0
峯  〔れ

―
ぐ

=奉
一一o
F峯 0

-0∫
―

t:,

圭 君 → |

華 wl
l華 り

ヨ〓
==妄

i

脚ⅧⅢ‖剛阻‖相隠‖Ⅲ
一難

帯尋垂卦一義一一卦一鞘≡一一尋　一蜘

W由でのお問い合わせ先

発行年月日

発行会社

お問合せ先

【運付先】

〒536
■0025
1と用コード

1005011)

ださい。

2024年 12月 17目 7差行

差出 :NTTフ ァイナンス (株 )

東京都港区港南1-2-70
0800-3336と 心50(無料)

ます。 ( 1/ 5ドージ)

鵬li2111瓶報議≒鴇1.90JЫ ttЩ810   2414-O'1'1

■■_■
=|■ 十■■■,一 一―

鼻鼻築撃曇要嚢
額(税込)

ス株式奮什J慧督雷耳;:尋長と二
4!

に引てはF紫甕基鵜   
〈

482日
6,209日

※各社のこ利用料金・こ利用期間の詳細

*** NTTフ ァイナンスからのお知らせ ***

量磐最雷愚面琶露ぞ尻と峯異阜F森璽呂綴亮碁手垂ε貧ぞ患籍島猛丘各曇患1違脅こ藍嚢し毒邁子ま事:

***NTT西 日本からのお知らせ***
フレッツ光の割弓Iサービス (光 もつともつと割、Web光 もっともつと割、ど―んと割、ど―んと学割、光はじめ割)は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます。

｀
自動延伸をご希望されない場合はNTT西日本へご連絡が必要です。

割引適用期間中 (自動廷伸後を含む)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。
なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。
詳しくはNTT西日本フレッツ公式サイト [http://flets― w.cOn/Wari/]で こ確認ください。
*NTT西 日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTファイナンスヘ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切り取を、当社増定のコンビ三エンスストア、金融俊間、ゆうちょ銀行・

''使

局、「ドコモショップヘ払い込みをお破いいたしますこ
Cut off theゞ tβ い

=1,wぃ
れど ,S● 1、ャhせ向pDンing the cヽ こ4常■こiし ヽ

=oiC。
「ヽ

`■
Oanrd℃ (狛v部(ntOす

^マ
に,D5nsic〕 」!lnHitψ 朗じれ,ュ 0つす Orice′ ●もってoniO I“ ■

お1支 ュ 1期 限

り,F―PATEl■報鳥鯖 !

請 求 年 月

(Ψ 9トリ甲9「 liSSu守

5951,■.5
19

111



:目EE―
| ( Z/ 5ページ

'

2024年 12月 ご請求分
請 求 年 月

MONTH OF ISSUE
00-5895-4595お客様 と請 求番 号

BLとING NUMBER

番請求内訳 (お客様番号

税区分
TAX

算

一＃

Δ口
含

射

　

昇

肇

猛

算

と，
一　
　
　
　
▲呵
　
本白
　
；Π
　
ュ“

告  算

算

内

ｏＦ AK簾誌N細 解繋冦捷も縦ξFス写
翅球若が

〕
請  求 等

10月 講求分の延滞利患です。

‡ 契約香号

甲鞘 ∵|
受行手数料 .

lr事■til・i:iti l

「 ■ li―  、|二 i

rぷドi鷺ギ「 .

建薄サIIl患

合算表示め料金合計X10%消難鱗壷ま番罐沖」
―
t

―

“

韓ド・IIII.

フレタツ |ムケ文―Ⅲ I単 掌利粛再|

光嶺↓1部

iひ,I,電
'H争

.(導卒‖〉

. .r      iヽ ■|■|   ―  キ

ミ璃 |、議絆饂】】

11月  1日 ～ 11月 こO自

2025年 IO月 12CJ25年 12月

外の解約は解約金がかかります

11月  1日ん 11月 CO日 電話番号

lま 072-225-1562
とl厚  1日 ～11月 30ロ
11月  二日～ 11月 30日

11二 1自～11月 専Oロ

11月  1日 ～ 11月 90日  1

のご講案となります。

本請求苔事の発行にかかわる各種受月に

なります。

本請求をコンピニエンスストア・各種盆

融機要でお支払ⅢⅢただ

です。

内訳金額 (円 )

AMOUNT(YEN)

150

0,

:器―イ4'
3

891

13

500.

482

5,3051

葛′700
■620

内訳 項 目 金額 (円 )

CHARG[M蜘 脚N BY C灯 [60評 〕制

◇NTT歯日
.本
と利用分

5′ 305

◇NTT西日本分 (小計∫

5ァ 30,

◇NTTン ■イナ

904

◇合計

2096

5893-

手森と魏【1継瀧鎮駕長こ継議徳
1畿ですも―をお、一段社芭法人電気通信事業者

つと`て‡奉*

す

(
tlナ iビスト!に 加え、電話リレーサービス料として1番号あたり1. と―円 (税込)力 i含 まれています。
:じ鮒リレーサービス料については一般社団法人電気通侵事業者協会のホームベージをと確認下さい。

httpsi//www ica.Or. jp/telephonerelay_service_sup

25らユニパーサルサービス料他には、202 まで,ユニノく―

Ortフイ奇aノ/

Ⅲl12

00 10 18704 00 」



様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子  様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名    山口 典子

領 収 証

堺ドリーム Ol号室 1

として金額正に領収致しました。

内訳

税準 税抜金紙  消費税機

100/。   ¥70,000 ¥7,000

8%

2024年 12月 27日

株式会社ヒューマンドリーム

大阪市中央区安土町2丁 目3番 13号

TEL:06-6210-3169件9

登豫番号:Tm20001 131698

使 途 項 目 事務 。事務所舞

整 理 番 号

収書等貼付 ,襴
! (複数枚の貼付は、不可)領

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(按分率の根拠)
80 % 61,600 円

事務所 r使用)状況報告書に記載のとおり

(その他 )

事務所家賃  1
事務所所在地

月分 (共益費・水道代含む)

堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室
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T590-0946

奈踊塵坦喜η馬滉議T束
3-2-27

山口 典子 様

発行 日 2024年 12月 17日

爛タイセイシュアーサービス

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通 1丁 目4-20

タイセイビル8階
TEL : 06-692ユ ー8111

77,000

御請求書

まヽすょ

Ⅲ申じ主げます。
敬具

―ムビル
~~~

山本 典子 様

【ご請求内訳】

【検針結果】

0円 ‐ 77,000円 0円 77,000

家賃 1月 次(2025年二月分) 65,000円 0ュう09
釜r靱 |―

71,500円

共益費 月次(2025年二月分) 5,000円 500

ケ

合計 70,000円 7,000用

検針内容 ,前 回検針日 今回検針口 前回検1贈 今I直l検針値 1今回住用量
.

今回料金
水道 2024年 10月 12日 2024年 12月 16日 10 191- 0 0円

始場

日

フリガナ

名義人  1爛ヒューマンドリーム
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様式第 11号 (第 6条関係)

一誕

領 収 書 等 貼 付 用 紙

様

会派の名称 ,議員氏名 山口 典子

0■ 3337

金額 Y

ペ

一
―

，

r々〕 襲 チ
なとr●‐Iサ1年

1・ 1,月 C rl日

消費税額等    /f %
現  金

小切手

手形

ぎirfr T―・

但し  'とユγキトコ守デ
'デ上記の金額正に領収しました

芽庁ば〔!し て 一／

ⅢⅢ■i二 ―ヽtir

子

収  入 ぬ|ァ ト
〒542‐0012

紙印 大阪市中央区谷町7‐1‐44TANCE谷町ビ,

TEL 06Ⅲ 6764・ 5987 FAX 06‐6764=5988

登録春号 T7120 0

使 途 項 目 広報 。広聴費

整 理 番 号

領収書等貼付欄 (複数枚の貼付は、不苛)

核 分 率 (按分による支出の場合に使用)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

80 %  26,400 円  (按分率の根拠)

(そ の他 )

ブログ更新作業代 (12月 分)
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PAGE      l

伝票No.oooo6950

山日典子 様

2024年 12月 分ブログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

二課イノ洋し19,p断 秘独観1_… _

i~【謝Υ光19,9%準費拠額l_十 ~… ~

売上日2024年 12月 25日

〒542-0012大阪市中央区谷町7-1-44

TANCE谷 町 ビル 3階 ア トム株式

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6764-5988

振込先 :三井住友/富 田林支店/当 座 02

ゆうちょ銀行 日座記号番号 :00930-4-2

担当 :

登録番号 T7120001100838

t‐

30,000!

3,000i

?

3

4

う

6

′

|

10

30,000 3,000

笠.

ザ

,3,9001
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様式第 11号 (第 6条関係)

証

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

013338

距7
υ∂ユ争年/月 デ∂日

襲 手 本滝   消費千党額等   rθ   96

広報 。広聴費彼 途 項 目

領収 書等貼付枷 (複数枚の貼付は、不可)

金 額

収  入

但し  O

3_3′ 伊θ∂下

上記の金額正に領収しました

現 金

小切手

|ノ |

心アトム株式会

ンtて 手形

〒542‐ 0012

大阪市中央区谷町7-1-44 TANCE谷 町ビル3F

TEL 06‐ 6764‐5987 FAX

登鎌春号 T71200

!安 分 率 (核分による支出の場合に使用 )

30 %  26, 400   円  (核分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事11)含 を,た め

(そ の他)

ブログ更新作業代(1月 分)
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||ドギ捧ミ:■
売上 口2025年 01月 25日

PAGE

勇軍No.00007087

山日典子 様

542-0012大阪市中央区谷町7-1-44
TANC谷 町ビル 3階

ア トム株式会社 本社
TEL 06-6764-5987 FAX

ゆうちょ銀行 日座記号番号 :

担当 :

登録番号 T712000H00838

2025年 1月 分プログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します。

【課税10,0%税抜額〕

〔課税10,0%消費税額】

評ミ10.0,`

30,000       30,000

30,000

3,000

警- 30,090i1   3,000:i1   3と ,000
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 事務・事務所費

牛′整 理 番 号

領収書等貼付編 (複数枚の貼付は、不可)

領 収 証

山本 典子  様

として金額正に領収致しました。

内訳 ―

税率  税抜金額  消要不党鎮 2025年二月31日

10%  ¥70,000 ¥7,000 株式会社ヒューマンド

8% 大阪市中央区安土町2

TEL:06-6210-316999

登録番号:Tl120001131698

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 % 61,600 円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとお り

(按分率の根拠 )

(そ の他 )

事務所家賃  2月 分 (共益費・水道代含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 32-27 堺 ドリームビル 201号室
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T590,0946
大阪府堺市堺区熊野町東 3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

りそな

力)ヒユーマンドリーム

発行 日 2025年 01月 17日

いタイセイシュアーサービス

T534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル 8階

TEL : 06-6921-8111

の こ

容 |ま

まヽす下にご

々

よヽの足

御請求書

まヽす。

申ヽし上げます。
敬具

00201機 .―ムごメン

曲‡ i典子i織 !

0円77,000 ,000円0円

65,0001月次1家賃
5,500_円月次 (2025年2月 分) 5,000円 500円共益費

|

70,000円 7,000 円 77,000円

船場

爛ヒューマンドリーム
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

使 途 項 目

整 理 番 号

領 l                    j傑                       書

山 口 典 子 ラ
Ii言 )章ヽ「

.

¥377,300-
但 シ 山口典子市政報告 A3 2折 り

上 記金額正 に領収致 しま しフた

令和 7年 1月 31日

雲堰ミす1丸 |

1

〒590‐ 0957堺 市堺区

TEL(072)223
FAX(072)223

ア里・ 録番号 T61

金額 343,300税率
10%

34,330

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80  %   301, 840  円  (按分率の根拠)

掲載記事について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他 )

市政報告地域版 2025年 1月
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御―見―積 警

山口典子 様

¥ 3フアュ300-

令和7年 1月 10日

有限会社
〒690‐0957 堺市

TEL(072)
FAX(072)223 78番

下記の通り御見報もり申し上げます

名口
ｍ

一量
・

数 単  価 ・霞
一

金

折２３Ａと
口

ロ
ＩＸ

キ
千政市子典日山 20,000枚 | 31

，
４ 3

・０

t!

f

〈
口 計 :4- 3 3

消   費   税 4 3 0

総 合 計 金 額 31 7 3 0 0



お客様 コードNo

山 口 典 子 様

毎度ありがとうどざぃます。下言この通り作,請求申し上げます。

圭
日

7年  1月 31日 締切 分 (30)

墓埋
一
‐

一

■
求と雨

No.  1~ 1

〒5900957堺市堺
TEL(072)
FAX(072) 番

三菱UF」銀行 堺支店 普通

紀 陽 銀 イ子 堺支店

:有限会社ミナカタ印届」

登録番号 T6120102006596
※

金 額 御 買 上 額日IJ

0

御請求額 御 入 金

0 0 ¥377,300

山口典子市政報告 A3 2折 り

消費税等10°/。

〔合    計】

123

377.300

343,300

34,300

今回御 求額



山
と

口 典 子 様

納 品 書

7年 1月 28日

担 当デ

¬F言己

鄭 ミナ1カ1夕印刷

No,

〒590-0957堺 市堺区中之町西2丁2番 3号

TEL(072)223-6386番
FAX(072)223-7278番

くだ 。ヽ

枚山口 りA32 20,000

名番 ・ 品 単 位数  量 綸   考

摘 要

'
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うい卜_● |。

単
ｉ
」

たと当

まもなく は及 ばな い と国 も

言つていました|が、そんな甘いものではありません

でした。新米が出回つても国産米は値上|がりしており、不足していま魂

誰かがどこかで買い占めをしているのか?もともとコメが足りないの

か?年明け早 、々コメだけではなく、あらゆる物価が高盛している中、政府

からの臨時交付金の使い道について、エネルギーの費用や医療介護現場

などにもしつかりと手当てするよう、足りなければ堺市独自の支援策を

実施するよう、市長に直接緊急要望書を手交しました。

議鷺篤撒競淋舗燎篇
―

ガス、慢 ■ン代など
SOSも届じ`ていま硯

エ

ー

ー
lⅢ

―
猟

"坤・ … … ―

備

■中■H■

―

,|二

南酸報告
《2925年 壌甥活動特集号》

|
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一
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ｉ
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ｌ
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慧

割融醒贈痕歩0紳語を1大1頓 i―亀l〆
―
Ъ報 も

-  1ヽ
卸 ユ

|

ド

◆
◆

４
■

・
，

″
‘
“

DVや麟婚本日談、幕困りごと相談は圏々対応しています!
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2025年

地域の自治会活動や学校圏との連携を !

小学校の校長先生からのこ相談

倖 １

オ

一尋一で℃ i

峰

軒

‐` - 1111111111111111111111111111, 堺市内|の21

天丼1■断:熱材をつけ

即、堺市教育委員会に伝え、さらに文教委員会で質問しました I

置 と

市政報告会も行つています!

ボランティアで消費者団体や生団連の活動もしています!
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鱚広い活動と市民の皆さまの声をもとに

政策を立案し、実現しています !

＼t諄 |

|1甘 1!

房 _氏

鷲

tE二tここ たンリ

闘

4〕
it l I`_ヽ 士

も
簸

と
―

め圏 するピ クツ 種のオを撲卒目
+4ril

ヽ ,てb t ます霰の を撲相 盟連園 女本 子

,

れ妙

地ナ載活動特集号

とくに女性や障がい者、子ども、高齢者の人権問題、健康、医療、

教育、安全、安心なまちづくりのために !

1傘 |

日本の国技である相諜。大相捜は男性のみですが世界

では84ヶ国で女子相撲が行われています。

スポーツとしての相饗をオリンピツクの種目にする

ため、男女共同参画の競技として確立する必要が|

あります。顧間としてがんばつています!    ―

本会密i常任委員会、特別委員会など毎回真剣に市民の皆さまの声を政策につなげています
「

巖
障がい者団体との活動から、障がい者政策を長年に渡つて

共同で作つてきました !!

もちもん議会でとま……



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 働

領収書等貼付韓 (複数枚の貼付は、不可)

電話料金等払込受領証

西日本 c‐利用分

0800‐ 3335550

口252.04

入 と
't

80  %  4,928  円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠 )

核 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(そ の他 )

事務所  1月 分インターネ ッ ト使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 32-27 堺 ドリームビル 201号室 宛名山口典子
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Li 1露蔀奮11(菌日李と利用分〕

590-0946
堺市堺区熊野町東3丁〔2-27

堺 ドリームビル 201号
山口 典子 様      ｀

Iiト トIll::l〕
::IIIlillllli:I・

lilil・ Ilill:iI:I〕
:卜・IllilhIBEIilhil

9:1韓
"フ

イナンス幾〔郵揮区向萄調I

一

※

〓〓〓円

ェ==VI―

―
聞

菫彎空 側

一
笑

NTTフ アイナンス株式会社

一
X

===>
―――ロ

ー

ロ

H里宝側
―ヨ蜜賢|=〓〓:

お 事 事 ヤ→

華 寸

里H=0
〔ユ__寸

―一― El

i_― ロ

ーーー□

再=言
J

I轟P
十 

一

t)

一 ※

Webでのお間い合わせ先

〒10B‐ 00フ5東京都港区港南 1-2-7

1聟亀島争最|≧こ子ミfTう ;,阜 9安偏株)

東京都港区港南 1-2-70.驚.080° ~'33,5501無料

|マ!39B―  大阪市城東区森之宮ユー6

課 ‐1馳ti21げ品朝詣幌品100=~. 6100000010     25010310

離
‖‖旧‖脚酬脚M樹脚‖‖

025012101041475808 23719

スをと利用いただきまして誠に がとうとざいます。日頃、NTTフ アイナン

下記の料金を請求させてしヽただきますので、内容を十分 え、お支払 いをお願いします。( 1/ 5 ペ

お 支 払 期 限

(DUE DATE)

年 1月 51日 (金

479円
6,161円

2025

【NTTフアイナンスからのお知らせ】

れ  ;

***

適格請求書発行事業者名 :NTTフ アイナンス株式会社 (登録番号 :T8010401005011)
10%対象請求額 (税込) 5,270円  うち消費税等

非対象等請求額 891円  ご請求額合計

※ 各社のご利用料金・ご利用メ凋間の詳細

NTTフ アイナンスからのお知らせ

については、「ご請求内訳」をご確認ください。

***

奇数月のご請求額が8,OOO円 未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ月まとめてご謂求しております。※複数回線まとめてのこ語

求や、糾金回収代行サービスをと利用の場合等は、毎月ご請求しております。

***NTT西 日本からのお知らせ **半

フレッツ光の割引サービス (光 もっともっと割、Web光 もつともっと割、ど―んと害J、 ど―んと学割、光はじめ割)は割引契約

期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をと希望されない場合はNTT西 日本へご連絡が必要です。

割弓1適用期間中 (自 動延伸後を含む)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。

なお、
1害

J引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。     |
詳しくはNTT西 日本フレッツ公式サイト [http://flets― W,COm/Wari/]で ご確認ください。

*NTT西日本語求額のうち、料金回収代行分はNTTフ アイナンスヘ請求事務を委託しています。

出MM品紺需監e嵩純編品盈千と猛認憩綸e電ぜ繊耀詣e焔尾鬼歳野算ila記蹄tu紆轟孟融推F分詮捕詮亀諄
お願いいたします。

請 求 年 月

(MONTH OF ISSUE)

巧

号

お
~

お

客

軽
日温 頑託

馨
∫
番

.rrt,く Tr】MFR Nt,MBER)

161円６

一Ｉ
Ｉ．^
一

2025年  1月 ご請求分T丁
=|■

la彗■■こ141彗 |II― i
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1とB機:騨餡常謝 nH協嬢岬 HB科阿四崩 il“ ,澪

'輝

疇蒻奪麟臣船距 EB駄脚IHl麟 ,H隆 2/ 5ページ)

お客様 ご請求番号
81LLING NUMBER 00-5893-4595 請 求 年 月

|

2025年  1月 ご請求分MONTH OF ISSUE

■酪求内訳 (お 客様番号

‐ ◇NTT西日本ご利用分

5′ 270

◇NTT西日本分 |」 計ヽ)

5′ 27.0:

◇NTTフ ァイ

891

◇合計

内 訳 項 目 金 額 (円 )

CHARG[8R〔 AKDOl!`VN 8Y CAT〔 60RY〈 ytlttl

内 訳 金 額 '(円
)

AMOUNT(YEN)
請 求 内 訳 等 詳 細 〔

は
た

訳
し

内
行

本
発

サ

で

各

の
ヽ
も

―ビス提供事業者が
す。 〕DETAILS OF CHARGE BREAKDOllVN

税区分
TAX

算
・　
△
ロ

算

△
ロ

一
算

算

算

算

算

算

一寄
【

891

471'

1癖ia79

12月  1日 ～ 12月 3ユ 日

2025年 10月 ;～ 2026年 12月 以

外の解約は解約金がかかります

12月  1日 ～12月 31日 電話番号

は072-225-1562
12月  1日 ～ 12月 31日    

―

12月  1日 ～ 12月 31日
12月  1日～ 12月 31日

12月  1日 ～ 12月 31日  1番号分

のご謂求となります。

本語求書等のテι行にかかわる各種費用に

なります。        | ‐

本語求をコンピユエンスス トア ,各種金

契約番号単

合 計

発行手数料

収率内手数料

含算表示の料金合計X10%

ユニパーサルサービス料他

∵́
'ン

 差暮4エト M 隼利用料
雄 じ鵜

嘉独 輸 義 齢

!.(■
1幹

》

OCNttwi t hフ レッツ利用料等

NttTと 去イ画康代′何)|さホi角赤1

1嘉本翻ll

融機関でお支払いいただく

です。

ひかり電話対応機器使用料

ポイスワープ使用料

ひかり電話 (茄帯
=漸

等への通話料)

ス料に加え、電話リレーサービス料として 1番号あたり1.1円 (税込)力 f含 まれています。

レーサービス料については一般社回法人電気通信事業者協会のホームページをこ確認下さい。

https1//w"w, tca.or, 」p/te19phonerelay__service_sup

02―ヽサルサービス料他には、 ら2 25年 3月利用料分までtユニ′

ort/ a
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:‐

様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の 山口 典子

整 理 番 号

領 収書等 貼 付 (複数枚の貼付は、不可)

領 1報1証
堺北花日店

T[L072‐ 246・5566

21126年 02月 05日 (氷 )19Л寺35分    ギ96b

V980

Y1600
平980

早1,600

平1,8110

80055 V1800

3点 ′
l「ヽ| 平4,380

合計 ¥4,818
(内消費税
(10%対象 V4,818 消費税

平438)
平438)

現金               平4,818

一解
一

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

。ChatGPTパーフェク トガイ ド

・今すぐ使えるかんたんいちばんやさしい ChatcPT超入門

術「A ChatCPTめじ のて 用活超 」|ま 生成

の他 )
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様式第 11号 (第 6条関係)

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

:
使 途 項 目 広報 。広聴費

| ∫之整 理 番 号

領収書等貼付1絹 !(複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80  %   300, 760 円  (按分率の根拠)

掲報記事について、一部攻務活動以外の記事も含むため

(そ の他 )

政策資料作成舞 2025年 2月 2種

歯 車 善
山 口 典 子

¥387,200-
|,■■中T‐Ⅲ…Ⅲ…■■■甲出中日出出出山出L占占占中‐中,中嶺由爾朧田由日出B出由占…甲‐h中喩市硼購

"●
hこととヽ

但 シ 冊子 南海 トラフ巨大地震と防災庁について
冊子 食品ロスをめぐる事情

上 記金額 正 に領収致 しま した

令和 7年 2月 28日

墓埋
‐

‐

一

〒590-0957堺 市堺区
TEL(072)22
FAX(072)22

登録番号

352′000

35,200

T6120

133



御 見 積 書
令和7年 2月 10日

山口典子 様

下記の通り御見積もり申し上げます

¥387′200-

有限会社
〒590‐0957 堺市

TEL(072)
FAX(072)223-7278番

名口
ｍ 数  量 単

一
価 観金

てしつ一ｔ

・

庁災防と雄地大巨フラ
卜

．

海南子冊 500冊 ．７ 6 0 0‐ 0

冊子 食品ロスをめぐる事情 500冊 1 6 01

一
〇 0

▲
口 計 !3

５

・

2 0 υ
―

消   ・羹1   税 i3 5 2 0- υ

総 合 計 金 ―盤 2 10 0



納 書 No.

7年 2月 25日

察籍ミす
.珈

|'ir「癖J
ヤ590・0,S7堺市堺区中之鷲西2丁2番3号

TEL(072)223工 6986番
FAX〔 072)223-7273番

榎 学 :.__ _― .と _…
…

Ⅲ !三 二 !三二二 二 と‐!ギ|… IⅢ

下記の題り納品数しましたのでC酉収ください1・

由
Щ
一

山 口 典 子 様

トラフ巨大地艇と防災庁について

品ロスをめぐると
l子情

単 位 姉   考

:ギ

II

135



圭
日求輩

湘お客様コードNo.日|||||

山 口 典 子 様

毎度ありがとうどざいます。下記の通り御請求申し上げます。

7/2/25

7年  2月 28日 締切分 (30)

鄭 ミす
〒590,0957

TEL(072
FAX(072

No.  1-1

９

」

９

一

穏
三菱UF」銀行

紀 陽 銀 行 上昇支店 普通

有限会社ミナカタ印刷
登録番号T6120102006596
※明細欄は税別金額です。

冊子 南海トラフ巨大地震と防災庁について
冊子 食品ロスをめぐる事情

消費税等10%

【合    計】

０

０

０

０

５

５

176.000
176,000

35,200

387,200

前回御請求嶺
―

0

御

0

繰 越 金 額

0

|

毒

機i脅 |エ
ー嫌

―

1盛 ¥387.200 1

回御請求密貫
本

1

:

`

|



政策資料

と ついてi―

諄

t

騨 ▲
・ `

れたヽ工I― 柄Jを譲

一

一
一
．・
ォ
一
Ｊ

一一・一
お

．

一
・．一”
　

一

・
■
・

一「一

出典 :自民党・防災体制抜本的強化本部
名古屋大学名誉教授&あいち・なごや強靭化共創センター長 福和伸夫

景韓繋ゴ
市蕃甲団

山登
―
典―芋



■ェ,iれ工 ___土 ―,これ議!iti正エエli工巻―上を:定選―Iユニ整建 !と馘1標1卓●工il l● lⅢ… |

南
・
海トラ

ー
フ1地1震と麗―史

―-011転
換―

宝永地震 持一一一

伊勢韓宮の式年遷宮、藤原京遷都、大宝律令

廉舗難嬢監|         &国風文1ヒ

地震、疫病、洪水、1飢盤、天変が続き源平の時代ヘ

地震、疫病が続き南北朝合―ヘ

関東地震、富士山噴火な麟続発の中、戦国時代ヘ

天正&伊予:艶 「伏見地震づ安土桃山から江戸ヘ

元禄関東地震、宝永富士噴火など元禄文化の終焉
―
安政江戸地震、安政暴風雨、安政コロリから幕末ヘ

関東地震以後の地震の続発と開戦Ё敗戦
―

東日本大震災、新型コ歯ナ、
そして南海慌汐地震&首都直下地震、富士山?

蘭 海

i―
     爾

""●

,~

一 ― … 日 ラス)

内閣府

歴史で学ばない災害史、過去は地震後に遅しく復興



1342本能寺の変

1583大阪築城

大
―
阪

元禄関東地震
340人

1大―都尊碑形―
威|

1584イJ鞘癬鋏辞櫛戦
lSI零6天工地震

珂ヽ田 め、江戸転封

iS92文禄の役
生二96慶長伊予・

!豊後I快見地震
lS9,慶長の役
1398秀吉逝去

■S06関ケ原の戦い
1603江戸開府

160S慶長地震

古屋築城

ー

ー

1日日日日日日BIBBBttBIBttHE I

生

単

東京| 単

名古屋 |

大正関東地震
7万人

昭和東南海地震k 120人

三大都市の形成と地勢、地震被害i主要企業の立地



1923-』4恨―馬地1震か―堪ぅ19.0笠暮
1923関東大震災
1925北但馬地震 ・
1926+勝岳噴火
1927北丹後地震
1930北伊豆地震
と931西埼誕地震

1932
地震
宣ヨ戸モ主層乳 1936

1937

治安維持法

金融恐慌

満州事変
五ユー五事件
国際連盟脱退
二・_ハ事件
日中戦争
国家総動員法
太平洋戦争
ミッドウェイ海戦

1933
1934

昭和三陸

1938阪神史
―
水害
…          1941

19尋3鳥取地震    1942
1944東南海地震
194S三河地震&枕崎台風

・ 1946南海地震
1947カスリーン台風
1948福井地震

1959伊勢湾台風

原爆 &敗戦

憲法制定
1950朝鮮戦争
1951 SF露撃不日本え約
1961災害対策基本法

大正⇒災禍⇒戦争⇒南トラ⇒敗戦⇒台風⇒災対法



野反1神か|ら争0年
ヒ率 (5千 以上の自治体、住宅土地統計調査より)

！ｆ
　
〓 17.00%

15,70う/。

15,80う/D

13.50%

21.2げ/。

19.4磁

■1,30%
9,70%

10.00%

7.90%

■2.10%

11.10%

66,30%
69_40%
7■。30%
72.00%

69.40%

71.60%

68。80%
72.10%
73.10%

74.10%

72.40%

73.60%

80。20%
82.10%

82.40%

83.00%

83.20%

83.70%歩

耐震化阜 (1日 耐震の耐震改停を考慮):総数

“

H! ～5(lヽ

コ 50X～ 60ヽ

コHoO%～ 701

J7鶴 ～ 80常      
―

園 8鶴～9銚

90%～

′

右

'IItti

ザ

5年

,

時点の目標:2020年に95%
旧耐震建物の隠れ耐震を :

戸建住宅約3割 、共同住宅約7割と仮定

16.10%
21.30%

16.30%

18.50%

20。 30%
19。 10%
lS.60%

8,10%
■2.20%

9_90%

9.70%

12.90%

虫60%
7.30%

7.30%

9.50%
7.60%

73.70%
72.40%

74,00%

74.20%

71,SO%

74.30%
76。10%

75.30%

76.10%
7S。 90%

35.40%
85.40%

85.40°/c

85.60%

85.80%

85.90%

86,30%

17.3財
■9.8財
16。 700/。

9.30%
生2.20%
9,30%

73.70%
72.70%

75.■0%

76.10%
75.20%

76.60%

76.70%
75.50%

76,00%

76。90%
76.80%

76.50%

78.60%

79.10%

79.40%
78,30%

84.60%
84.80%

84.90%

87.00%

87.00%
87.00%

24.5%

20。 ■%
32.1%

■9。9%
28.0%

35.1%
26.2%

22.7%

19.2%

19,7%

22.4%

■9.3%

27.5%=

■2.2%｀

24,6%

31.0%
22.9%

15.2%

15.7%

17.7%

38.1%

45.2%

42,7%

50。 6%
48.9%

49。2%
48.8%

49.7%

53.4%

54.2%

45.0%

48.6%

47.7%

52.6%

53.1%

52.1%

53.8%

53.8%

55.2%

55.7%

62.8%

64.8%

65.3%

67.9%

68。2%
68.4%

68.5%

68.6%

69。3%
69.7%

lS.20%

16.30%
14.90%

12.30%
16。70%
生ユ.80%

9。30%
12.40%
9.80%

10。90%

5.00%
5.90%
4,30%
3.80%

4.60%
3.20%

2.60%

80。 ■0%
80.50%

8■.10%
83.20%

81.80%
83.30%

82.80%

8■.80%

85.50%

83.90%
84.80%

86.30%

85.10%
84.20%

90.BO%

91.60%
91.70%
91,90%

92.40%
93.00%

93.80%

|=

約90%
総戸政    約5,570ヵ′■
耐風住あり れ5,000ヵβ

南海卜
・
ラフ地震被災自治体での耐震化の遅れ



長―庫県蔦
1部

ロ

1982年以降のRC建物

3F   4F   5F   6F   7F  8,9,10
(538)  (593) (394)  (177)  (138)   (231)

数

建築基準濃
第一条 この法律は、建築物
の敷地、構造、設備及び用途
に関する最低の基準を定めて、

国民の生命、健康及び財産の

保1謹を図り、もつて公共の福
祉の増進に資することを目的

Fとする。
(1度の地震で命を守る よ)

回
И
Ｚ
構
昌
Ｈ

破
破
壊

中
大
倒

ヽ

鳥取
―
県西部地震

熊本地震
ト

Ⅲ子|"■h転う6古

0-     奪351

i建物の平均
(巣:らかい地.盤

1的な加速度―応―答に対し耐1震設計
,高い建物は揺れやすし`■:本都市)

ヽ

可向 )含と用(継続使壁式1構造I

日
日 がある建物の耐震性、大地震動では損傷許容



庁
.舎
被愛.(熊本1地1震)と緊急輸送速1路

がない
解   、、

八代市 人吉市 宇土市
―
益城町 大津町 水俣市

事串韓続できる庁舎の必要
1熟―藤構1造or壁式本毒造

7201 4110 4■8(%)

特定緊急輸送道路沿いの 震化状況 日新聞)

一
、
”
、

蓼
　

一

，

い
一

・・ ■■亀ri｀
｀‐   1

・   i tfi・ 挙とよl li
r…

…

ユとといか 
‐

〆

,2

5

下となるよう杖βlを行う。ただし、構造体の碧口p抑制に伴い、過度に耐力が増大す

ることのないように留甜 る。その結果、表 &1の ,l限度を経える場合は、建築非相

造競
―

備についても、そ― ′により障害が生しないよう留意する。

(2)― 時の層蘭査影れを盛 3する場合は、建築物の規.棋、振動性状毎に応して、①

から③までのいずれかによる。なお、耐震計算ルートと同一とする必要はない。

① 時対歴産、答解析

② 限界耐力計算                             t
③ 「令」第32条の2に規定する屈悶変形角より推定する方法

ア (3.1)式に示すエネルギーー定則により推定する方法

ら :大1-時における建築物の最大水平変形

先ド「令」第〔B条第3項に規定する標準せん断力係致 (10以上)

て,。 fi「令J第 98条第2項に規定する採導せん断力係数 (02以」

δ
= :f令 J第 32条の2に規定する建果物の地上部分に生じる水平方向

の層間変位    ・

D′

`:保
有水平耐力の余裕を考慮し、樗造特性係数を補正した係致

(51)ら二手輩す(D′
s+詢・先

コ,

1/100

鼈 造

表 5.1

脚 電応 して、表 5.1に示→帝l眼値,メ

構

設計基準の資料

3年改(

建

継続使用の難しさと緊急輯送道路(道路と建築の連携)
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基―礎被
―
壼
爾

輪島ステーションH濱 田屋ジャパン

レT ハイムーヽ

杭の耐震設計は2001年から義務化(中小地震動のみ)



能登1半島1地1露かも1年|

i石
川県190報 令和7年 2月 18日

粥
+鍵
豪♂姜 尋 轟即 撻壽ぽ

―耐
震
化生家率

輪島市 Ⅲ 101キ2  95 2192,306 3,94910,56719叶11,703 47ェ9  45 23.5

能
登
半
島
地
麟
の
被
災
地

珠洲市

その他

外鶴性
ショック
など

低体温症・

凍死

窒息・呼吸不全|

|

F

l

i

十`

|

97    60    47  1 753
230    307 6′ 461

1981年以前  1981～ 2000年

40fl l人

関連死

の内訳

直接死てl)内訳

5 592   71+6 51   52.8    51   20.6
珠 域 No.582

半壊 2′051  2′429   4′480

5,541  8,884  14,425

総合計 5′593  9,137※
:と専:与と:常:甘|:i:|
t巣

3 +α 240

叫

射

琳

恥

射

朗

続

鋳

一 14,730

木逢全体

1人

一・
一一”一

426練

(125的

も韓鶴
rilン ■ヽ

:

23'毎

(26.Sヽ)

398佐

(6S.S折 )

10Sl様

(21.鶴 )

11(盛

〈!て るヽ 1

地震

能登
`熊本

以上人 口

12.5万

73.1万

同 面 積

努 栗 縞  傘 韓

1,695 230+307 6′461

■′154  50+223 ,8′667

人口比で能登は熊本の10倍、南海トラ死者は更に3倍

。大強

・小敬・中弦

崩壊
上

X

1∞飾

80飾

60鼈n

9/と7現 1在 住家 ヨ蹴
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0   0 齢展地一Ｆと・登
一

東京2ュ区
人'国19亨9万人

面積 627km2

人口密度  73人/上れ子

製造品出荷額
▽
■,ta4億円|

161柄1人

と,6Selkm2
出荷額 2リヒ円

人口

面積
製造

南海トラフ地震前後の直下地震にも注意が必要



1:・ 機害軽減=
重要インフラと施

国1難1園避
―いた.ぬ柱―「,なぐJ

1震化十土地利用|十1通
―密
―
解消

設の強化、既存不適格建物の改修、機能維持する耐震基準
｀

+危険国避型の都市構造、木密解消、立地適正化    ・

十自律十分散い協調型の国土、デジタル活用の2地域居住、地方の魅力作り

2.災1害対応―=リソニス鰍 書い早期機握(韓BO)、 対応主体
―&優先度|

書.生活維持 =1関連軽―、TkB、 毎柱雇用&健康、保纂1曇療は福祉

4.強い産業―=早期回1復する産業構造、弱みを強みにする防
―
災産業

5‐ 急所探し =組織を超え「1鼻たくないもりを見て」ボートルネック探し
島国の急所は港湾 産業の急所は関係者の連携不足 LLの急所はLLの相互依存

6.総 力戦 =地域1間 (階1踏1帥|)十人ⅢI組織間十時間 を繋ぐ仕組み

7.積1分 量 =時IF口冤軸でい
!対
策い平滑化による対策1勤桑|の最大化

事前1対策による被害の引算ギ対応力の足し算例・耐震化工事で建設力Up

3.防 災心 =1国 1員 .工 産業界を本気にさせ、自動IH共1勁|れを督書

つなぐ場 =啓発1育成 「ブ|ロック拠点」

つ

9.

10B

総力&行動誘発&調整力⇒轍補施福   腕愛ジヤパン



産業界を本 せる
i 

―
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ロ
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醜 1鶏

電気 題錢霞難―ガス
発注

饉 鞘  ―水

・
r.呻

―

地元愛に基づく本音の議論う各社の自助対策促進
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産業(申部を.例に)

広範報部品エー場ド製品開発―力
,大量1安価なヨ勲―車部品|の

1防
―
災―用:轟へIの転i用:

・強震&瀑水:&液状t&地1盤1策1害⌒―の1辮策

■防
‐
災―教育&―入―材育成|⇒ .隣美1教

‐材
―&防災ツアー

。1被
害抑1止!=―危険団避&抵板:―力&過!密解消&教育

I

・ 緊1急対応■績書
―
情
ヽ
報|&1対応1資源I&散1助&1医療

・ 復IH復―興―=企
.画

&―建設工雇輝&健「産&事前復興

一
′

防災「bを持わたつ縛 俄カミュTズとシTズをマツチング



●

部 での地域1主1体の1官民1連携
産営学民の連携
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政策資料

自由民主党 堺市1議会
―
議員団

堺市議会議―員

出典:消費者庁
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● 食轟回スの発生要 大

重

資料 :巌林水産省及び環境省「令和4年度推計」
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※害」合の記載について、少数点以下を四捨五入により端数処理をしているため、
合計値が一致しなし崎鋒幼あります。

ゝ

食品卸売業

10万トン

1  20/0

直接

102万トン

22%

食品小売業除去
49万トン33万トン
10%

品製造

79も

117万 トン

25%

家庭系食品廃棄物等

(70フ万トン)
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食品廃棄物等
2,232万 トン

472万トンー
.

食品関連

事業者

〔参考〕産業廃棄物の総排出量は3億フ′592万トン (令和 3年度)、 一般廃棄物の総排出量は4′034万トン (令和4年度)

資料 :環境省「産業廃棄物の排出・処理状況について」、「一般廃棄物の排出及ひ処理状況等について」

153
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●食品囲スによる経済機失及び温室軸果カス争手F出釜鉾推計肇き鶏

|

|

I

これまで、食品ロス1ま数圭:の み推計の上公表していたところ、国民一人一人が食品ロス間盟をより身近なこととして実感していただくため、

2022年度食品ロス量推計値を善に経済損失及び温室効果ガス排出量を推計。

2022年度食品ロス量(472万 トン)を基に推計した結果、食品ロスによる経済損■の合計I翌理墜理|ヽ

i

食品ロスによる温室効果ガス排出離の合計は1,046万 t‐C02となった。

この推計値 を国民一人あたりДlに換葬すると経済損失は32,125円 /人/年江2、 温室効果ガス排出量は83kg_c02/人 /年】3となった。

宗底部門の用違別C02筆出■との比較

１
７

ェ

1醤用

冷房用

0  名000

エアコン悛ぷ 度を2'Cから23tに した

娼台の年目のCO璃激 腺 を
13,6と した噂の計年による.

電房周
^ “

ヽ

1t

6i岬

し
　

・亀

のを合計したものであり、食F  う爾送によう極済上のコ得」全て謝 に持査するものではない。



重蠣用

“

造脳捕目標 tS掛.OⅢ
.う

持続可能な開鉾目標 俗ustamaЫ e Devdopment GoaL:SDG0

・2015年 (平成27年)9月 に、国連の「持続可能な開発サミ

ット」で採択された2016年から2030年までの国際目標。

・貧因を撲減し、持続可能な世界を実現するために、1フのゴ
｀

―ル (目標)が設定されている。

★「鴬品翻|ス諄1減」に誨する日標

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する (つくる責任 つかう責任)

12.3

る b

(英語本文 )

12お By 2030′ hatte per captta gbb創 亀離 朧 詭 iat the rettt and consumerlevds
and reduco艶。d柏苗苗 aЮng DrOduction and suptty chains′ induding post― haⅣest iosses

3

,Fl護

1盟
つくる責任
つかう責任
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● 食品ロスの削減の推進に関する機律 令利元年5月 31日公布 (令和元年法律第19号 )

令和元年10月 1日施行

資源の無駄 (事業コス ト・家

計負担の増大)、 環境負荷の

増大等の問題も

基本的施素 (第■4条～葬19条)

①消費者、票業者等に対する教育・学習の振興、知識の普及・啓発等

※必要量に応した食品の販売「騨入、販売・癖入をした食品を無駄にし

ないための取組等、消費者と事業者との連携協力による食品ロスの

削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援

③食品ロスの削減に関し顕者な功績がある者に対する表彰

④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究

⑤食品ロスの削減についての先進的な取線等の情報の収条・提供

⑥フニドノミンク活動の支援、フードノヽンク活動のための食品の提供等に

伴つて生ずる責任の在り方に関する調査・検討          ・

。持続可能な開発のための2030アジェンダ (2015年9月 国

<食品ロスの問題>
`我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄

でも言及芸昌ヨ言H博 :ヽユ:著ユ|こ豪三)

基本方針等 (第 11条～第 13条 )

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針※を策定 (閣議決定)

。都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス肖I蒲鰺濤計画を策定

※令和2年 3月 31日 閣議決定

内閣府に、関係大臣及び有識者を1毒成員とし〔基本方針の案の作成等を行う

食品ロス削減推進会議を設置

(会長 :内閣府特命担当大臣 (消費者及び食品安全))

(第20条～第25条)

食品ロス削減月間 (第 9条)

食品ロスの削減に関する理島軍と関心を深めるため、食品ロス削減月間 (10

月)を設置

責務等 (第 3条～第 フ条 )

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進

(第 8条)                  .
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律等に基づく食品廃棄物の発生

I「制等に関する施策の実施に当たつては、この法律の趣旨・内容を踏まえ、

食品Elスの削減を適切に推進

食品ロスの削減の定義 (第 2

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組

。世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り

組むべき課瓢であることを明示

・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にとの課題に取り組み、社会全体として対応していく

よう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図つていくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品

として汚用するようにしていくことを明記

→ 多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

前文

※食品ロスl 載の推進に関する法律 (略称 食品ロス削減推進法 ) 4



HI摂
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20.30年度に―、203o鮮度雄燃 、家庭系食品ロス量、事業系食品回ス量いずれ
2022年度は目標を達成したものの、新型コ回ナウィルス感染症のシ響を受けてし
ある。また環境や社会問題の観点からも今後もさらに食品ロス削減に向けて取り組む必要がある。

ていく必要がで

■
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Ｉ

Ｉ

‥
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200

100

0

2000

候跡氷産省及つ畷境省 推計)(単位 万トン)

※端数処理により合計と内訳の計が一致しないことがあります。

612   600

522   523
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2012 2013 2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2030  年度
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2021
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24フ
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522

2020:
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20192018
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324
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330
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2000
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()内 の数字は、2000年度と比較した削減率
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商品化後の食品の回ス量は、タト食での食べ残しのうち持ち帰り得る食品も含め、直近5か年平均ベースで約58万 ト

ンと推計。

きるに、ま 食べることな達成のために

」用 必要くしてしを取組のの再不
口

口口

2030 減 目

現状の目標

614万 トン※

食品口〉(1

直接廃棄
96万トン

160/O

食べ残し

117万トン

190/O

外食産業

122万トン

200/O

食品小売業
65万トン

100/。

食品製造業

130万トン

210/O

ち、

⇒食べ残 し持ち帰りの推進

「 手つかず」 ン ※

⇒食品寄附の促進 ⇒食品寄附の促進

20万 トン

―
目標 |

2022年度推計の事業系
食品ロスは236万 トンと

半減目標を達成。

第2次食品ロス削減推進

基本方針では 6割滅に変

更予定。

―

―

Ｉ

Ｂ

Ｉ

“

卸

6
※1:未開封の食品が食べずに捨てられている ※2:野菜の皮を厚〈  過ぎるなど、食べられる部分が捨てられている ※3:令和5年3月

`  
寺点の試算値



2030年 度までに2000年度比で食品ロス量を半減 させる政府目標達成に向け、今回の ッヾケージに盛 り込まれた施策を中心に、 庁が地方 や関係民

間団体とも連携しながら来年度中に着実に実行し、来年度末に予定している「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」 (2020年 3月 31日 閣議決定)の見直しに反映

させる。

:

未
利
用
食
品
等
の
提
供

（食
品
寄
附
）
の
促
進

　

一

二
〇
三
〇
年
度
ま
で
の
半
減
目
標
の
達
成

改定基本的な方針に基づく苑気の展開

側係者による食品寄 ,付 活動の促進による食品寄附への社

会的信頼の向上 才.その上で、食品寄対実態把握 社会

橿社や食温 アクセス¢確保ク)観点からの食品寄附促進の

必要性、社会全体のヨンセンサヌ配 ,F比毒を踏まえ、食品

各附に伴って生ずる長事責任の在 り方
`‐

ついて最器受益

者の枝客致済にも配,と してま的措置を占 じる

寄附食品の管理・免通体制の高度イと、地域現場

の二一質との連扶 c取総の推進

2025～ 2029年度

展 開

ンを踏まえた施策のイ ドラ

る食Da吾 附

保育所,認定こ

肖u滅取組ベ

企業の″い出抑制の具体的取組の公表

食品のリユース促進

食品ロス状況把握とW減策促進

フー ドバンク団体等を介 した

食品提供円滑化の強化支援
(※ ,1紙参照)

食べ残しの持ち帰り促進

食品の提供に伴って生する法的責任
―

の在り方を含めた食品提供を促進
するための措置の具体化

基斡5年確歴著1最隷
練達成健向けた施策ゴ

報 f徳√魂雲露、轟離盛む蔵犠、環境省.こ ごも京豊庁Ⅲ謀泰省、

●食品爾ス量 Xヨ 鐵ナ編彰望年を除く直近5か年 (竿戒2'竿事命孝E元年度,平均614万 トン キ京庭柔 1230万 トン 事業離334万 トンⅢ

●施錢バッケージの主な白審とそり後の施策の最朧芳衛

7

159



: 
①良品寄附者 (事業者)、 ②フアシリテーター

行うサービスを提供する場合の者)、 ③フードバレク、④フーW〔ント
リー等、⑤こども食堂等、⑥資暉提供者 (触 1物流サービス等の提

供者)を想定。                 |

(需要のマツチングを

百鶴支援組織

フードバントリ

こども食堂等

食品製遺薬者等

O提 供元・提供先における合意事項 :

提供食品の情報 (保存方法、期限表示、アレザレゲン等)、 品質確保・管理、

1転売禁止卜事故時の対応等       .    1
‐O安 全面等の管理 :         !
憔爆戯贔重産華馨製睾、(必要な設備の設置等)、 受取・韓配送時の検品

(期限表示・破損等の確認等)、 施設の衛生管理 (清掃等).等   、

O提 供時の注意 :              .
衛生上の取組 (保冷剤の提供等 )、         管理等

O トレーサビリティ :

記録の作成・保存 (名称、数景、期F晨、アレルゲン、入出荷年月日、寄附者・

提供先の名称等)

O事故時の対応 :

と※

○ 財務管理・情報閣示 :

損金算入、実績報告等

食品ロスを削減するためには、未利用食品の有効渚用 (食品寄附)の促進が重要とされるところ、食品寄附に関わる各主体の1青報不足、

性等を高めるための枠組みの整備、フードバンク等の底上陶 必要'性な肺 れている。

令和 5年 12月 、関係省庁(こおいて「食品ロス削減目標達成に向けた施剰 慟ケージ」を取りまとめ、その中で、「一定の管理責任を果たすことができる食品

寄附関係者 (寄附者、仲介者 (フードバンク、フードパントリー等))を認
~足
する仕組みなどにより特定するための食品寄,I寸に関するガイドラインを官民で作

成し、食品寄附への社会的信頼を高める」とされた。

そこで、既に官民で策定されている既存の各種ガイドライン.:1手引き等 参々照しつ

すべき轟韓や留意事頌を示したガイトラインを、官民協静 rにおける議曲を通じ

つ、各主体が一定の管理責任を果たすことができるようにするために遵守

て作成。

信頼性・透明

・法令事項 :法令上名宛て人に一定の義務付けを している

法令を引用 した事項 (※ )

。必要事項 :食品寄附の信頼性向上等の観点から

ガイ ドラインとして必要 と考える事項

・推奨事項 :取り組も`ことが望ましい事項 ※
聾覆歎縣輿挙

(罐
‰繭斎朝寅醒講

食~皇等から
8※ 食品衛生法、食品表示法、個人



食品ロス肖」減のために1よ、まずは消費者牌 きることが重要であるが、食べ残し
てしまつたものの持ち帰りも1つの有効な方法。その際には、事業者が消費者に一

る意理の変化や行動変容を期待。

、本ガイトラインを参考Iヨ時
サ尋りをイ子う

一般食堂等、業として食事の調理・販売を行う者 (学校・病院等
を除く)が、特定の場所で蘊客に飲食させることを前提に食事の提供
をしたものの、顧客が当該場所では拿べきれずに当該場所以外の場
に持ち出す飲食物。

いて、その持ち帰り1足建を図ることが有効な方策。しかしながに

標を設目うヽ政府るとしロス量を半減させ
食「

ることでリそこで 民事上事業者がつよるき

にるととも

の低減を図クスの

べき事項を整理す
衛生面で

留意す

法律面

品衛生上又は食

中でも、レストラン・ホテル等のタト食産業における主たる食品ロスの原因で

SDGsにおいて食品ロス削減に関する国際目
定。令和 5年末には、当該目標の確実な達成

持ち帰りに伴う法的・衛生的な責任を高い八―ドルとして感じる!ら、食べ残しの持ち帰り1こついて1含意することについて
事業者沸目当数いることが報題

`

民事の観点から、飲食店等において、安心`安全な持ち帰りを推進す
べく、食べ残しの持ち帰りに関し、衛生面に関するT定の注意事項を――

嵐理防ること力埼効

円滑な持ち帰りの実施のため、事業者・消費者双方の合意の内容を

明確化するとともに、

'肖

費者におけるリスクの把握等や事業者における

法的リスク等の予見可含〕性を高めるために有効
→ガイドラインにおいて利用規約のひな型を例示

などを提示

餌 残しの持ち帰りを行う場合には、食中毒リスク等に対する十分な理解の上、

持ち脇 臨及び持ち帰つた後の食品の管理の重任は基本的とこう肖買者にあること

た十分に認識し、飲食店等からの事前説明事項を適切に遵守することが求められる。

i鶯綿趨峠体離誌 は、端機卵高いところに放置しないこと、速やかに喫食するこ
と、異臭等を感じ腸 合は喫食しないことなどを提示

食べ残し持ち帰リサービスを提供する飲食店等の取組を消費者行動により評価
していくことが求められる。

9



お書操のR任でお持ち帰りください。
容母への移し替えはご自服 おHilします。

1離Ⅲじ
―

n歳轟★

「

性と豊:― よ 七1■を.とキilil

螂 るだ羽嘱酬脇川こ
お召じ』  ) くだといc

攀a
・れ

単!し`二窪察筆蚤炭磐韻P

お持ち帰りの際の注意点

臨1聾
―食の耳プロジェタト

「

つぃては

こうら
てい

=

1. 食品ロス削減はSDGsにおいても国際目標が設定され、我が国にお |

いても課題となつています。美味しくお食事を召し上がって頂くため

には、お客様にまずその場で食べきつて頂くことが重要であるものの、

どうしても食べ切れなかつたものについては、御要望があれば持ち

帰つて頂くことが食品ロス騨舞″奮頚い方策といえます。そこで、当店

は食べ切れなかつた飲食物の持ち帰りの促進に取り組んでいます。

飲食中勿の持ち帰りにあたっては、一定の食中毒のリスクがあるので、

お客様におかれては当店が御説明する衛生上の遠慧頼 を十―
解いただき、お客様の自己資任のもとに行つていただきます。

選密事項:表面の注`意靱 を選守してください。   ・

お客様が飲食物をお持ち帰りされる場合には、お持ち帰りの際又はお

り後のお害機の行為に起因する食中督猟博翼約霧入による導紋
てヽ、提供店では責任を負いかねますのでご了承ください。

【目的1基本的考え方】

【確認事項】

利用規約

162
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

013349  !

♪́θジ子年ユ月2が 日証

金 額

観 歩 様    消費税観等   /θ  %

ゴ9′ υワθ T
現  金

小切手

但 し )∂与す身,日 グレク
い
フ争↑イヘ として 手形          r   .

●
““

い
“
中中山中………Ⅲ市中腕

中■単■ 
「

FT‐占占占■工れ",■
■■中中

=■
:

上記の金額正に領収しました

・
 |■

|■■r.|,■
I・

心アトム1株式会
〒542-0012     

‐
1収  入 |

1印 紙
| 大阪市中央区谷町7‐ 1‐44

TEL 06‐ 6764‐5987  FAX 06

登録春 T7

使 途 項 目 広報 。広聴費

整 理 番 号

領収書等貼付′l躙 (複数枚の貼付は、不可)

者

漸

蓼

80 %  26, 400   円  (按分率の根拠)

更新内容について、一部政務活 lりJ以外の記事も含むため

(そ の他 )

ブログ更新作業代 (2月 分 )
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山口典子 様

2025年 2月 分ブログ更新

※振込手数料は、お客様負担でお願い致します3

【課税10,0%税抜額】

【課税10,0%消費税額 I

売上 国2025年 02月 25日

542-0012大阪市申央区谷町 7-1-44
TANC谷 町ビル 3階

ア トム株式会社 本社

TEL 06-6764-5987 FAX

ゆうちょ銀行 日座記号番号

担当 :

登録番号 T7120001100838

1 30,000       30,000

30,000

3,000

PAGE      l

伝票No.00007238

課10.0%

;

,

I
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様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子  様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

領 収 証

内訳

税率

として金額正に領収致しました。

分賃料と

2025年3月 7日

株式会社ヒューマン

大阪市中央区安土町2

TEL:06-6210,3169仕り

登録番号:Tl120001131698

税抜金額  消費不党華 |

lo%  ¥70,000 ¥7,000

8%

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号

領収書等貼付纂 .(複数枚の貼付は、不可)

核 分 率 (按分による支出の場合に使用 )

80 % 61,600 円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠 )

(その他 )

事務所家賃  3月 分 (共益費・水道代含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町束 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室
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啓
素

拝
平

回
不

今
過

〒590-0946

大阪府堺市堺区熊野町東3-2-27

堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

発行 日 2025年 02月 15日

帥タイセイシュアーサービス

〒534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通l丁 目4-20

タイセイビル8階

TEL : 06-6921-3111

00201

71;

5,50n

70,000円 77,000

御請求書

います。

い申し上げます。
敬 具

堺ドリームビル

1曲本1典芋i― 様|

【ご請求内訳】

【検針結果】

2024年i12月 16口

りそな

普通

77,000円0円 77,000円 0円|

5,000

6,500

500

7,000 円

102025年02月 13日 10 0円

力)とユーマンドリーム

∵ ぶ
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様式第 11号 (第 6条関係 )

泳 ワ

金 額

♪οユす

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 i

様

山口 典子

_ Oiこ3SOI :

ぅθ,士年θ月
'/日費税瓶等   ど

' %
金

小切手

手形 i″

証

ィく とtて
し

,.■
▼す●‐ Iキ

■ 収  入

=
干印 紙t
■■■■■ⅢⅢⅢ●■■

ク∂―母フジ

上記の金額正に領叫しました

3∋ Iθ ∂∂一

―心ァト
〒542‐ 0012

大F反市中央区谷町7‐ 1‐ 44Vヽ NCE谷町ビデ

TEL 06‐ 6764‐5987 FAX06‐ 6764‐ 5988

養鎌春号 T7120001 I

使 途 項 目

整 理 番 号

領収書等貝占付繰|(複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80 %  26, 400   円  (按分率の根拠)

更新内容について、一部政務活動以外の記事も含むため

(そ の他)

ブログ更新作業代 (3´月分)
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請  求  書
PAGE      l

伝票NO,00007338

山口典子 様

売上 国2025年 03月 25日

542-0012大阪市中央区谷町 7-1-44
TANC谷 町ビル 3階

ア トム株式会社 本社

TEL 06-6764-5987 FAX 06-6

ゆうちょ銀行 日座記号番号 :

担当 ;

登録番号 T7120001100838

2025年―&月_究ブ東1雰更新

_【課税lQ.0%税族機l__
【熟韓iO._Ol`…消鋒機額】

a∝n叫 ―転1襲科α!%

‐  14-囃
乳 000上

|

t 
 ́ ‐

i

‐ 1
I

1

1・

2

5
|

|

1

:

′
!

′

3

4

6

7

8

9

を
“
要
滴
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様式第1}号 (第 6条関係)

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

事務・事務所費使 途 項 目

整 理 番 号 辞

NT ナ

(お 客様控 )

‐
請求年月

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

80  %  5,153 円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他 )

事務所  2月 分インターネ ッ ト使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室 宛名山口典子
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:競湘難曲 線線i.工!.1・■141'■F
590‐ 0.946.   :
堺市塀区熊野町東 3丁 2‐ 27.

場
1ド リームビル 201号

山口 典子 様

IBI・ HII:〕 卜 II11'illlill:1:hiti・ hilll中 l!'卜
:I卜 :II:IItl〕

II,iI

沼I];転臓
〒108‐ O075東京都港区港南 1-2-フ 0

2025年 .2月 17口 発行

差出 ,NTTフ アイナンス (株 )

東京都港区港南 l-2-70
0800と 333515.50(無 料)

大阪市城東区兼之宮1-6
…11l NLC森 の宮ビル6F
M200.21121004 10359 103107 00 J
61100,00 1 0          25020310J

1/ 5ページ)

Webでのお問い合わせ先

り

'発毎年月日―

羹録各機

彗闘―!ヽ

差命充B

イSiすは
■001オユ
任罵す■IF

※

ト

ロ

閂

口

引

※

一一一一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一十一冊‖‖Ⅲ‖Ⅲ削Ⅲ脚m脚

日頃、NTTフ ァイナン
下言この料金を請求させてし

02502210104埼 444154 10359

臨製号湊f民懸を下鳳整習留勃餐弟票報鯖臨までに裏面記就の場P~万でお支払し覧為願いします。(

請 求 年 月

(MONTH OF ISSUE)
(Ct∫島TOMER NU

むお 客 様

お  客  様 番  号
MBER)

(8に LING
請 求 番
NUM8ER)

2025年  2月 ご請求分

__五 _五 .牛
一

二
… …

…

エ エ !‐ と と と エ

デ■f・

適格請求書発行事業者名 :NTTフ アイナンス株式会社 (登録番号 :T8010401005011)
10°/。対象請求額 (税込)          5,551円  うち消費税等   .
非対象等請求額                 891円  ご請求額合計

※各社のご利用料金・ご利用期間の詳細については、 「ご請求内訳」をと確認ください。

504円
6,442円

*** NTTフ アイナンスからのお知らせ ***
奇数月のご請求額が8,000円 未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ 月まとめてこ謂求しております。※複数回線まとめてのご請

求や、料金回収代行サービスをビ利用の場合等は、毎月ご請求しております。

***NTT西 日本からのお知らせ ***
フレッツ光の割引サービス (光 もつともつと割、Web光 もつともつと害J、 ど―んと書J、 ど―んと学嘗J、 光はじめ害J)は 割引契約

期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をと希望されない場合はNTT西 日本へど連絡が必要です。

割引適用期間中 (自 動延伸後を含む)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。

なお、割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。

詳しくはNTT西 日本フレッツ公式サイト [httpi//flets― w、 cOm/Wari/]で ご確認ください。

*NTT西 日本語求額のうち、料金回収代行分はNTTフ ァイナンスヘ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切り取り、当社指定のコンピニエンスストア、金融機関、ゆうちよ銀行・郵便局、 ドコモショップヘ払い込みをお願いいたします。

cut ofイ the Jip be ow and use n when payin9 the(ho「 9es at One of our de節 9nated conven ence sto「es,a hnancialinsutudOn′ っpost oflce,a do(omo shop‐
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W‖

"Jtt ltWttW■
“

中麟 ■ Ⅲ 卵 麟西
"い

‖1鰊購 坤け埼り 嘩 韓 中 騨 お,1 Z/ うへ~ツ

'

お 客 様 ご請 求 番 号
BILLIN6 NUMBER 00-5893-4595 旨脅 求 年 月

MONTH OF ISSUE 2025年 2月 ご請求分

置節求 内駅 (お 客様番号

内 訳 項 目 金 額 (円 )

CHAR6E BR:AKDOⅢ N 8Y CAT[60RYⅣ [ltl

内訳金額 (円 )

AMOUNT(YEN)
請 求 内 訳 等 詳 細 〔琵審ひ楚も念ぞ手Fス提供事業者が〕DETAILS OF CHARG[ BREAKDOWN

税区分
TAX

||― ,す11●:||

5′ 700
1イ =こ

―

`2el

if´

.I  :■ ■

―
|:― rllll.IIIIIIIFr

5)551

◇NTT西日本分 (小計)

■■■■●I

・・11半 TI工 i―1密tlと
|と上士IJ病 |二ども必ζ革すと

!学∵,■ⅢⅢI,■■.イ浄|'縮■●Ittj:薔■■|

↑
'■

■
|ヤ

イ|||= 干■Ⅲ if■ |■十■
'IT 

・T'■■4■ f■ |●■  |  ■‐|,‐ ―|■ 1 ■

ビス料他

OCNttwi t hフ レッツ利用料等

■手|||||'|

フレッツ 光ネクズト

ワースポイ 1月  1日 ～ 1月 31日
|∵=■●:11れ■イ営

=■
F荘子と言 ´

1月  1日 ～ 1月 31
■
`■あ漱酌涌戦的強手rfF

番母分日

|||イ |■ イ

:● イ :|■ ‐ ■ ・ ・
|・ I IIII I― |´

本舶求書等の発行にかかわる各種費用に発行手数料

1111Ⅲ■1114'|・
―

|― ■

M 隼利用料

外の解約戯1解れ壺
"lahか

ります
T空 |―lfFそT育■▼占挙・ イ舞ざt輯|

は072■ 225-1562

コンピユエンスストア・各種金

1月  1日 ～ 1月 31日

* 契約番号

ユ■′く―サ

市生■■F十■:!IFi■ ■イ

■吉Tギ
|イ || ユ

==■
●オ争

`

合 算

非対

合

書

算

く―サルサービス料他には、2024年 4月 利用料分から2025年 3月

サービス料に加え、電話リレーサービス料として 1番母あたり1. 1円 (税込,力:合 まれています。

リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者協会のホームベージをご確認下さい。

httpsi//www, tca. or, jp/telephoneretay_servicё _sup

まで

ort

0307 J
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 `議員氏名 山口 典子

使 途 項 目

整 理 番 号

領収書等貼付綴 (複数枚の貼付は、不可)

電冒舌料金等払込受領証

西

02・ 5年  3月

受取人

NTTフ ァイナン

問合せ先 (無料)

0800-3385550

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80  %  5,238  円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他 )

事務所  3月 分インターネ ット使用料及び電話代

住所 堺市堺区熊野町東 3-227 堺 ドリームビル 201号室 宛名 山口典子
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1鷲求|■1響鵜森1靱用分

'.|せ

■●:='■41irll
L澤便盤内持劉I

轟※
聖E専 (El

E碩蓄 OЭ

°
Wi子1転ど極霊〕T
〒108‐ 0075東京都港区港南 1-2-70

舞番革,3日  2025年  3月 17日発行

お 督 会社 差出 INTTフ アイナンス (株 )

東京都港区港繭 l-2-70
駕爛′般 発・08100‐ 3,335550(無 料)

I承営売1

Tと IヽS  大阪市城来区森之宮1-6
‐01145 二11l NLC森の宮ビル6F
i角翻1主

'M20021121002233712318800J81 0000oO.10  .   2503$310J

5,90-0946
堺市堺区熊野町東 3丁 2-27

群
許
浄
Ｐ
♂
砒
Ｅ
Ｌ
亀
転
岳
ｒｒ
ど
ｆ
Ｅ
一

堺 ドリーム ビル 201号
山口 典子 様

I〕 I:I:III]:1・・:IIII:1'IIIIBItII!lI]IIIIII=I:IIII・ :II::!I:llil:1,こ 〕I
一

聞

一
側

一―― ※

23374025052101041480868

日頃、NTTフ ァイナンスをと利用いただき訳して誡にありがとうとざいます。

‖‖旧‖‖出ⅧⅢ‖‖Ⅲ鮒‖

Webでのお問し始わせ先

鰯
―

お 客 様 と 請 求 番 号
(BILLING NUM8ER)

お 客 様 番 号

`cusToMER NUMBER)

請 求 年 月

(MONTH OF ISSUE)

2025年  5月 ご請求分

下記の料金を請求させていただき 、内容を十分と確認のうえ、お支払い期限までに裏面言B載の場所でお支払しヽを料顔いします。 ( 1/ ページ

―
 | ■■■イ|・ :||イ /″

Ⅲ Ⅲ
… Ⅲビ ⅢⅢ

…
 

…
■

|・
●■

'~―

【NTTフ ァ イ ナ ン ス か ら の お 知 ら せ 】
,一 一 r■ ■ ■ ,■

― 工
… … … … …

一 ______エ ー エ ー …
工 _iェ 希 _‐ _工 _‐ ‐ …

適格請求書発行事業者名 :NTTフ ァイナンス株式会社 (登録番号 IT8010401005011)
10%対象請求額 (税込)          5,657円  うち消費税等            514円    ‐

)に対象等請求額                 891円  ご請求額合計          6,548円
※各社のこ利用料金 'こ利用期間の詳細については、「C請求内訳」をこ確認ください。

*** NTTフ ァイナンスからのお知らせ ***
奇数月のご請求額が 8】 OOO円 未満の場合は、翌月分の偶数月に2ヶ 月まとめてご謂求しております。※複数回線まとめてのこ請

求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月ご謂求しております。

***NTT西 日本からのお知らせ落**
フレッツ光の割引サービス (光 もっともつと割、Web光 もっともっと割、ど―んと割、ど―んと学割、光はじめ害J)は割引契約

期間満了時に契約が自動延伸されます。自動延伸をご希望されない場合はNTT西 日本へこ連絡が必要です。

割引適用期間中 (自 動延伸後を含む)に本割引サービスを解約された場合、解約金が発生する場合があります。

なお、剖引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません。

詳しくはNTT西 日本フレッツ公式サイト [http://flets― w,cOm/Wari/]で こ確認 ください。
*NTT西 日本請求額のうち、料金回収代行分はNTTフ ァイナンスヘ請求事務を委託しています。

↓下の部分を切り取り、当社指定のコンピニエンスストア、金工観 Fズl、 ゆうちよ銀行 '鄭使局、 ドコモショップヘ払い込みをお願いいたします。
Cut ofrthe s‖ p be Ow and use t when paytn9 the tl,ar9os at One of our oeSignated conven ence stores,a hnanci3 inSutudOn′ D post Orl(Oィ e dOcOmo shop

ⅢⅢ―
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I 2/ bペーング

お客様 と請求番号
BILLING NUMBER

oO-5895… 4595 請 求 年 月
MONTH OF iSSUE 2025年  5月 ご請求分

こ4欝求肉駅 (湾 ア喜様番号

税区分
TAX細

 (菟響躍も岳率丁Fス
提イ共事業者が〕訳 等請訳 金内

AMO
円 )内 訳 釈 目

CHttGt斑にく00WN

=|| ● ・∵■|||■ ―|11音 i三 i■ |■ギ■・ゞ̀||||,「■ⅢⅢⅢⅢⅢ,iオ |ヽギ
il十 1-|||.:|―

孟離角や
-1冷Ⅲ:Y..却叫‐―.稔T‐||

ュニパーサルサとビス料他
■|イエ■||||!!|=|す |||― ■■■|■・||■ユ●=■

|=||● I Ⅲ Ⅲil lll l

外 は解約金がかかります

は072-225-1562

2月  1日～ 12月 23日

,11ii首ド淋】湾をす百ド

|■●●●■キi響部I野晴■
番骨分日日2

力】カ|こ るらわ 各種費用に

と,,竜溝11お手構テ・ il lr.Iユ
'守

1 11 1

・ギTIド■
2月  1日～ 2月 28日

|“
:0ど

1部帝芦ギゴ|―す
=籍

|を鳥

合 揮

合 算

合 算

■i守 !ilⅢ
Ⅲ Ⅲ

=1守
粋 ⅢⅢ撃管

=入

′オ・Ψ ⅢⅢ警 警
章代14■午

'=守
:'ィ|■

―
■

光wilOC

各穣金

ツフ

本請求をコンピニエンスストア

■111

=■
| ■→

='|■
|'|

ONTT適 由本|れ痢分

_      5′ 657

||II′ 1■  |||||.IIIIIIIⅢ :―二|:il:

―■ ―
|― | |II.~ IIII■ ||■ :r=

◇NTT酉日本分 11ヽ計)

■ :|■■‐●す

―
●4Tブ|=歳

―
|― |II :|||

.■ |●
す||■‐・∵→|・ ||十 1

―,0

:― ■ |―
 '■ ‐■

4′

25年 3月利用料分まで、ユニ′

1日 (税込)力t含 まれています。

のホームページをご確認下さい。

Jp/telephOnerelay_serViCe_Su
rt

24 ら料分力】O2 42 年 利用月ピ は、ノIンドリト ス料他に

て りあたスビ と料 し 番骨え リ電話 レーサー|こ力Rス 料

信事業者協会はてヽ 電気通一般社団法人ピ 1こ つしレーサ ス料

httpS://WWw, tCa. Or

18 00
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様式第 ll号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

事務・事務所費使 途 項 目

整 理 番 号 ρ

電気料 求書 ) Θ （
裏
面
も
ご
覧
く
だ

さ
い
）

い

ご使用去F′所
丁2-27
1号

堺市堺区熊野町東3

排ドリームビル20

お支払いは便利な日座振警・クレジット支払いたご利用

だ さ い。当社ホ"ムページにて変更手統

4月

できよ

22日 まで ンピユ ンスス トアに

え )

7年 3月分
な

山本 典子  様

号

91, 8お害きま

番  骨

竜気利金内言Rl円
'

契種

31 69

ご使用量(kWh)

240円
15円

7.8

嘲 1 印

竜冨舌き号101Blot★ 旺 淳半金 セ ン タ ー

按 分 率 (核分による支出の場合に使用)

80  %  1,479  円

事務所(使用)状況報告書に記載のとおり

(按分率の根拠)

(そ の他 )

事務所  3月 分電気代

住所 堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドリームビル 201号室 宛名山口典子
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様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

観 学
―

書|

山 口 典 子

¥1,128,600-
但シ出日露零秩裁憲 賽: :雰子孫途葎遼建宮愁
上記金鎖正に領収致 しました       墓埋

令和 7年 3月 31日

,

1

1導ナ
〒590-0957堺 市堺区

TEL(072)
FAX(072)

223

登録番号 T61

広報・広聴費使 途 項 目

整 理 番 号

領収書等貼付纂 |(複数枚の貼付は、不可)

碗鋸 1,9?6,090

192′000

核 分 率 (按分による支出の場合に使用)

掲載記事について、一部政務活動以外の記事も含むため

962, 880 円  (核分率の根拠)80  %

(そ の他 )

市政報告 2025年春号、市政報告特別号

折込料、送料込み
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御 見 棲 書

下記の通り御見積もり申し上げます

¥1 128 600-

令和7年 3月 10日

有
―
限1白 1社

〒590‐0957 堺市堺区

TEL(072)
FAX(072)223-7278番

山口典子 様

名
ロ
日日 数  量 単  価 金 額

山口典子市政報告 A3 2折 り 25′ 000枚 31 8 9 0
一
〇

!0

折込代 送料含む A3 22′ 550枚
―

2 4 10

山口典子市政報告特別号 A3 2折り 25,000枚 31

．
８

一
〇

折込代 送料含む A3 22,550枚 2' 4 0.
lo

計〈
口 1 21 6 01 0

一
〇

一賞 税,肖 2 0

総 合 計 金 額 1 1 21 8 0 0



お客様コードNo

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通
')御

請求申し上げます。

請  求  書

7年  3月 31日 締切分  (30)

一
持

ー

|||||||||||||||IIII

No、   1~1

限
社

貞

至
〒590-0957

TEL(072
FAX(072

三菱UF」銀行

紀 陽 銀 行

有限会社ミナカタ印刷

登録番号T6120102006596
※明細欄は税別

¥1,128,60000

1.128,600

102,600

389,000
124,000

389,000
124,000

山口典子市政報告 A3 2折 り

折込代 送料含む

山口典子市政報告特別号 A3 2折 り

折込代 送料含む A3

消費税等10%

〔合    計】

今回御請求額



納 品 書

7年 3月 28日

No,

山 口 典 子 様 鄭 ミナカタ1印―刷
〒590‐ 0957堺市堺区中之町西2丁2番3号

TEL(072)223-6386番
FAX(072)223-7278番

担 当,

下言どの通り納品致しましたのでこ査収くだとしヽ11

山口典子市政報告 A3 2折
折込代 送料含む A3
山口典子市政報 男lJ=許 A3

・
２ ・折

A3

備   考数  量名番 ・ 品

摘 要
'
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2025年 (令和7年)春号

,年も3月 8日の国際 デーがミモザに

うやくこの日が彩られてやつてきました。

日本においてもポピュラーになつて知られる

ようになつてきたの|よ 夕盲しい.こ とです。皆様

お元気に過ごされていらつしゃいますでしようか。堺市議会は2月 の

下旬から本会議、予算委員会、常任委員会が行われました。

3月 11日 |よ東日本大震災から14年を迎え、議会中に午後2時46分

から犠牲となられた方々 へ謹んで黙とうを俸げまし■。議会中は会議

がない日でも、質問の打ち合わせや調査研究を行いますので、なにか

と時間に追われます。また、予算の討
―
腑などをまとめるのもなかなかの時間とエネルギーを要します。

さらに市民の皆様からの證相談や陳情もあり、対応しています。春はそこまで来ていますが、気温は

≡理ξ擬[f!避 饉 堀謎 議蜂 色ボ 訛 蛛 儲 兵 と2蒼 紀

昨年の春以降から取り組みを行い、堺市議団とじて、また自民党大阪府連や大阪府会の皆様とも

しつかりと取り組んできました。

この問題については、どのように取り組んだかについて特集号を別に発行いたします。ぜひこ覧いた

だきたいと思います。しかしながら本当はSACHleOのような機関が必要のない、性暴力がない安全
r

で健全な社会をつくりたいですね。本号の市政報寺は課題別にまとめさせていただいています。

生渚保護費は、人間として最低の生活を保障される権利です。昨年市民の

方から己相談しヽただいてしれた案件でしたよ20年 Wに三つ子を出藤し、その

うちのお二人が重度身陣者であり、しかも母親ひとりで育ててこられて

います。この方に本来手当てされるべき家族介護加算手当てが17年間分

ついていなしヽ、というこ相談でしたo当局 に確認するとたしかに加算分が

支払われておらず、5年分は支払われることにな9ま した。しかしなが5、

残りの12年分は生活保護費の問答集にもとづき、支払わないということでした。あらためて予算委員会

で確 認 しましたが、いまだに同じ返答です。この

問題 につしヽて国へ出向き厚生労働省と話 しました

が、やはり堺市と同じ問答集 にもとづいてとしヽう

返答でした。しかし、や Iよ り納得がいきませんので、

この問題については、立法府 である国会で見直す

必軍がわると考えます。

持

黎

生活保護費の末払い問題を追求 !

ミ!園へも妙へ歩
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全員喫食の中学校給食の開始に向けて

5年 (令和7年)春号

あれから29年、堺市O-15
全員喫食の中学校給食が6月 から始まります。また、

4月から小学校 1、 2年生の給食の無償化がスタートしま

す。これらは本市の事業として評価します。

しかし、堺市は29年 前の平成 8年 7月 にO‐ 157
堺市学董集団下痢症が発生し、児童7,892人 を含む

9,523人の方々が罹患され、3人の児童の尊い生命を

失しれ、さらに当時溶血性尿毒症症候群を発症した児童

が19年を経過した平成 27年にその後遺症を原因とし

て尊しヽ生命を失しヽました。現在の堺市教育委員会の

教職員2,400人 の教職員のうち、当時の事件を知つて

いる人は約80人しかしヽなしヽのです。中学校給食を実施

するにあたつて、どのように安全を確保するのか、この

未曽有の事件と失われた4人のことを忘れないため

に、今度どのよう|に

取り組むのか を、

の集し

.かなり深く質疑を

しました。「三度
―
と起 こさな しヽ」、

「三度と起こ して

はな ら な い 」
鉾

昨年の春ころから、性暴力救援センター大 阪 (

言つても人間が作る食事に

1000/。の保障はあり得ません。

あつてはならなしヽ食中毒では

あるけれども、アレルギー対応

も含めて、総食の作 り手だけで

はなく、教職員も児童も保護者も

みんなが注意を払つてしヽなければならないと考えます。

そのために |よ あの日のことを、欠lつてもらうことが、

事件の風化を防ぎ「三度と起こさなしヽJことにつなが

るものと思います。なお、衛生管理の責任を給食セン

ターに配置される管理栄養士さんだけに負わせるのは

いかがなものかと提言しました。責任体制はもつと

明確にしておく必要があり、万一食中毒が発生した

場合は、すぐに原因が確認できるシステムを構築して

おかなければなりません。細かいチエツク体制が必要

ですね。関教育長は、就任されて1年に満たないですが、

亡くなられた児童のご遺族の所に行かれてしヽます。私の

質問に対し、涙ながらにこ答弁くださつたその「思しヽ」

や姿勢こそが三度と事故を起こさなしヽための原点で

あると思しヽました。

性暴力救援センター大阪、S HICOの 存続と本市の協力体制について

ジェンダー平等 性暴力をなくすために

性暴カセンター 大阪・SAC脚lKO

■ 11

をB魯 しヽてSACHiCO)が阪南中央病院から撤退し、その

存続が危ぶまれているという報道がありました。V、 は

すぐにSACHiCOですっと支援員をしてしヽた矢[lり 合いの

Tさんに連絡をして話を聞き、現在の理事長や事務局長、

創設者の医師と大阪府庁でお会しヽし、所管の危機管理

監、治安対策課長と共に元大阪府議や現副
~~議

長と共に

今後につしれての話し合いをしました。そこから本格的に'

取り組みをはじめ、堺市
~議

会では、堺市の総合医療セン

ターがSACHICOの協力病院として、これまでも性暴

力被害者の治療や相談のフォローを行つてきてしヽまき

が、今後もしっかりと支援してしヽくことを確認しました。

さらに自民党大阪府連の政調会のこども教育部会で

SACHiCOの理事長などから、大阪の性暴力被害者の

実情とSACHiCOの 活動につしれて研修会を行いました。

その後、一部の各地方議会がSACHiCOの存続を求める

意見書を提案または賛同してくださいました。大阪府

会で自民、公明、維新が質問を行い、存続の方向に向か

しヽました。私たちは何度もSACHICOの幹部の方々と
.   181

共に大阪府の危機管理宮や健康医療部の皆様と話し

合しヽ、これまでの国と府と合わせて約2千万円の補助

事 1業 が、移転費、工事費も含めて約1億円の委託事業

と決定されました。これまでの病院拠点型は、理想的

で|よ ありますが、一病院が担つてしヽくには、実際、経営面

や医師や相談員の運営から見ても今回のように持続

不可能になることは明確でした。そうしヽう意味では、

これまで13年間、阪南中央病院様も医師や相談員、

事務局の方々も随分とご尽力を頂しヽてきたことに感謝

しかありません。

性暴力被害者の救援にかかわる方々|よ 、医療従事者

や相談員の資格の上に、専門的な知識やスキルが必要

です。その研修も重要で、担しヽ手をたくさんの機関と

支援員でタッグを組んでしヽくことが大切です。その上

で私たちは会派で、国へ赴き、厚生労働省や内閣府の

方々と今後の性暴力被害のワンストップセンターの課題

につしヽて意見交換をし、呪時点で必要な課題解決を意見

書にまとめました。

*SACHiCOの取り組みは「特別号」でこ説明しています。



2025年 (令和7年)春号

敗戦後80年

来年度予算について、しつかりと質疑をしました !

教 育
学校の先生が不足している !

どう解決しますか?

ここ数年毎年、学校の先生の不足問題について議会で

質問してきましたが、全国的な課題であることもあいまつ

てか、堺市教育委員会においても、完全に教職員の人数を

十分にするには追い付いてしヽません。そもそも教職員の

不足はいつころから認識を持つているのか尋ねると、令和

元年度からということでした。その原因は、「先生」という

職業になりたいという人が減少していること。その理由

は、労働時間の長さ、仕事盛の多さ、それに見合う給料が

ない、モンスターペアレンツや指導力不足問題などです。

市教委としても随分四苦八苦されているようですが、かつ

てあつた、教師夢塾のシステムをなくしたりしたことも

原因の一つではなしヽかと、私は考えています。また教員の

募集の方法についても、もう少しきちんとラ算をつけて、、

少なくとも他市のパンフレットに見劣りしなしヽものにする

必要もあると思います。しかし抜本的に日本は労働の担い手

が不足しており、その上に先生という策睛らしい職業の価値

本当の平和叡書を学ほう!

子どもも大人も

今年は戦後80年 の節日の年ですが、世界ではウクライ

ナをはじめ、イスラエルと八マスの戦争などがいまだ終結

していません。日本の平和教育は、第二次世界大戦での

広島、長崎の原爆投下や沖縄の本土戦、あるい|よ 都市への

大空生更など、「戦争被害」を学ぷことが中心です。世界の

他国の平和教育を見ると、同じ敗戦国であるドイツなど

では、ナテスが何をしたか、なぜナチスが国民から支持され

たのか、ナチスを選んだ国民の糞任を踏まえながら、三度

とあのような政治体制にならないための平和教育を行つて

います。ドイツで学んでいる児童、生徒は平和教育を誰か

ら学ぷかと間われれば、1位は先生、その次|よ 戦多体験者、

その次は祖父母と答えており、ナテスの過ちを学ぷのは

未来の自分たちが生きる社会が平和であるためであり、

子どもたちはその学びを誇りとしています。

ただし、今回の質問で、私が申し上げたのは、実は世界

の平不〔l教育の中で、ドイツですら、戦時下の女性や子ども

に対する性暴力の事実を教えていなしヽことです。日本に

おし¬ても戦争被害の中で武力以外の性暴力と殺戟行為

の実際はあまり賃lらされてしヽないことです。だからこそ、

平時の性換力対策が重要であるということ。要は性教育

を包損したジェンダー平等教育は、平和社会の形成のため

に必要であるということを提奮しました。

|

H

|

|

!

|

|

:}

が低くなつてしまつていることが、大きな

課題だと思います。

こんな状況の中でも、頑張つてくださつ

ている先生方に感謝し、ともにこの苦境

を打開しなしヽと、子どもたちにしつかりと

した教育ができなくなつてしましヽます。

にくいインクラ

機回しにならないように 1

来年度当初予算 と同時に公表された財政収支見通

しにおいて十よ、4月 からの小学校給食の無―
償化や6月

からの中学校給食の開始などの経義:が 踏まえられて

いますが、大規模事業の具体化に伴う新清掃工場整備

や中央図書館の建替えなどが含まれていません。これ

までの堺市当局の説明では、「持続可能な財政運営」

に向けた取組」の中で、八―ド事業数の総H管理を行しヽ、

現在で|よ 投資的経費が 1°/oま で抑制されてしヽます。従来

なら投資的経費の割合|よ約11°/。から120/。でしたが、これ

ほど低くなると、道路や橋梁、上下水道、学校施設等

のインフラの老朽化対策が後回しにされると考えら

れます。しヽわゆる市民に|よ 見えにくいところの経費を

抑えてしまつており、これ |よ 問題であると考えます。

今年の1月 28日 に |よ 埼玉県八潮市で、造路の陥没事故

が起こり、mまだにあの トラック運転手の方は救出され

ていません。この

ような事 故 を 起

こさ な い ため に

は、インフラ施設の

維持 。更新 |よ 本市

においても適切に

行うべきだと指摘

しました。

2月 28日  埼玉県八

が 、 向けて

I

:

:|

:

I

オ

:

モ

( シ イ

効力のある施策を実現するために|よ 、もつと市民とともにしつかりと取り組む必要があると考えます。

,手・ 女性活躍推進のために
″ 驚 疇   曹 :r・

IttR  I ▼
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瞼
斎場の駐車場にスーパーなどの誘致
堺市駅周辺の渋滞は大丈夫?

(令和フ年)

堺市駅前公共用地活性化事業について、もともと斎場の駐車場であつた

場所の活性化のためにスーパーを誘致し、サイクルセンターゃ子どもの広場

を設置するとのことで、すでに工事が始まっていま
iす

。私は地元でよく

買しヽ物をするスーパーがすでにベルマージユに入つて長年頑張つてくだ

さつているなかで、なぜ同業種のスーパーをわざわざ安しヽ賃料で誘致する

必要があるのか疑間ですし、何よりこのあたりの道,各の渋滞が心配になり

ました。今でも時間帯によつては大和高田線から西に向かつて右折する
草線が渋滞してしヽます。

堺市はそうでなくても堺束の高島屋さんが来年には撤退し、そのあとにもスーパーが入る予定と聞いて
・

しヽます。活性化を図るのはありがたいのですが、交通渋滞にならなしヽよう、開業までに少し経路を考える

必要があることを提案しました。

"10fn

IBI

地
元
自
治
会
様
や

事
業
者
様
と
協
力
し

実
現
で
き
ま
し
た
Ｉ

予弐

いる方は

公鰯 1こ 時計をと

勝V
離婚ヰロ談 !

友連申請お願いします。

餌1山口典子]器露議|翻

麹目典子事務 P~蒼
襟 蕪

Facebookも
ご覧ください !



堺区

癖
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の  り

■皆様こん年●粋.

なつていましたが、

Cente「 Osaka が危giまれていました。もと 、性

JE罪 や性暴力の被害者を支援 ンストップセンターですき全国で初めて、大阪松原市

0法人SACHiCOの皆様が長年にわたり證尽力くだ

した。今の医療制度では一病院の拠点型では持続不

にある阪南中央病院で2013年 に開設されました。病院

さいましたが、特に病院経営の観点から継続が困難にな

可能であることはやむを得ないところでした。これまでのい尽力には感謝しかありません。しかし、現状は性暴力や

性犯罪の被害は後を絶たす、SACHICOの存続は必要不可欠です。               .
今回大阪府は、自らの賣務として、これまでの補助事業ではなく、委託事業としてセンタ■方式でSACHiCOの 運営

を継続することを決定しました。センターは大阪府立こころの総合健康センター内に設置されます。しかし移転と内

部の工事が必要なため、今年の秋ごろまでは、阪南中央病院で相談支援業務を行い、被害者の診療は「はるクリ

エック」で行われる手定です。今後はこれまでの協力病院と、さらに治療ができる医師や病院、またクリエックなど

を増やし、相談支援員の方々と連携して、より柔軟な対応を可能にする方向性で考えられていま丸 医師も産婦人科

医だけではなく、外科、泌尿器科、小児科、内科、Ⅲ宵神科など幅広い診療科目の医師が携わることが必要ですし、

SANE(セイン)などの資格を持つ看護師や、またこれまでの相談支援員の方々も増やしていく必要がありま硯

今回のSACHICOの存続に関しては、党派を超えて、また官民の垣根を越えて様々な人の協力のおかげで実現

されましたが、少なくとも堺市議会議員として山口典了が取り組んできたことを中心にまとめてみました。

SACttiCO
つてなに?

性果力をなくすことはわたしのライフワークの一つだからです。 ェ々
○

(Sexual Assう ult CriSiS

若 い頃 か らSACHICOの スタッフの方々とは、一緒 に活動 してきました I

山□典子のライフワークの一つは性暴力をなくして、安全安心で、健全な社会を作

ることです。ですからこれまでも女性団体活動などで、大阪の女性グルエプと協力

して女性専用車両の設置や、ポルノコミックなどの女性 (男性も)やこどもの性を

商品化した雑誌などの調査を行い、問題提起をしてきました。また塀市が団連

UN Womenが 提唱する「女性や女児、すべての市民に暴力のない安全安心なま

ちづくり」、セ=フ |′ テイ・プログラムの導入も行い、その成果として全国のコンピ

ニエンス・ストアから性を商品化している雑誌は一旦販売されなくなりました。

(し かし、最近また背少年健全育成条例に抵触しなもヽぎりぎりのレベルで復活して

しヽます。)こ 4花 までの活動の中で、SACHICOのメンパーとして活動しているウィ

メンズセンター大阪のTさ んたうと共 に運動に取り組んできました。今回の

SACHICOの 存統の危機と間いて放つておけなしヽのは当然のことでした。そうで

なくても性暴力の被害者の多くは、泣き1箋入りをせざるを得ない状況にあります。

SACHICOがなくなれば、すべての被害者が置き去りにされ、人生の立て直しが

できなくなつてしまいま
tミ手

から仲間と共に立ち上がりました。

■B力や性犯平の報害茸々
=岬

する

4,のワンネトツプ■Y夕■です身
襟書に遭つ■

=書
は,で

=る

だけ7♀

時簡‐以内にSAcHIcOに 連絡し、

SAcHlCOまたは協力病院等で診康

を受1することが先決です。そこでは、

ます語を1聞いて寺らえますし、診察

と治療、望まない妊娠を防くこと、

特騨染荘―?襟奪容行つ子と、ま1性
犯ヨHの場合の証拠物の採取などを行

います。また支援相談員が寄り添しヽ

ますので、被害届を出す場合はをこ

に警察が来てくれる場合や、相談員

が向行して行くこともできますっ

なぜ iCOの存続のためとこ動くの牌

市政報告
《2025年特房弊辞
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局長を― え―研
―
修会有毎い言

した。多|くの地方議員が1参力Dして

くださtlました。
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されました。

大阪府の吉村知事はしヽすれも前1向きな
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2025年

いが必要―とし再うこと

SACHiC.0の管続決車!:

め
―
約.11億円

の 大 限 府 の責務 と

しての 委託事.業 と

なりました。

晦塞量?甲| して

堺
―
市の私たちの会派で、内.闘 府と厚労省の

実務担当者と意見交換会を行いました。

このつなぎは、公明策の前参議院議員の山本

かなえ先生のこ尽力を得ました?

、ここ

への意見書を

しました。ま で|はなく、

大阪府下のとlB方議会にも本■1本し■。

||?■

`

B
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性暴力被害者への支援の流れ
<性犯罪等の性暴力被害者>

被害直後ではなく

被害直後の場合 こころのケアを希望し
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友達申請お願いします。

検索!:

山園輿子票務所

FaceboOkも
ご覧ください !



様式第 11号 (第 6条関係 )

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称 。議員氏名 山口 典子

領  収  :善―
令和 7年 3月 31日

山 口 典 子

6,000-
但 シ

上記 雲経
‐
‐

一

T590-0957

TEL(
FAX(

072)223
072)22

登録番号

使 途 項 目 広報 。広聴費

整 理 番 号 渉θ

領収書等貼付欄|(複数枚の貼付は、不可)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

80  %   668, 800 円  (按分率の根拠)

掲載記事について、一部政務活動以外の記事も含むため

(その他)

政策資料作成費 2025年 3月 分 4種

”
い■

一

れ
専
Ｆ

〓
置

ド

フ60′000

76,000

188



御 見 積.警

山口典子 様

下記の通り御見績もり申し上げます

¥836 00-

冊子 いざという時のシェルター (避難施設)について

冊子 性暴力救援センター0大阪SACHICOは なぜ今必要なのか?

有
.限

1会社|

〒590‐0957 堺市堺 区中

TEL(072)22
FAX(072)22

令和7年3月 20日

3

3 278

口
団 名 数  ll量 単  価

冊子 選択肢のある社会の実現をめざして 500冊 1

-7 ・
６ 0 01 0

500冊 1 !8 2 0. 101 0

600冊 12 12
16 01

・０ 0

卜防止対策の強化につし冊子 び職場におけるハラスメン て 500冊 1
７

・

16 10 ;0! 0

▲
ロ 計

．７
0 .0

消   喜1   税 0 0

総 合 計 金 鎮
一
３

．
0 10

備 考

189



軸 轟 書:

7年 3月 28日

No`

山 口 典 子 純

について

′

冊予

二
”

，

190



お客様コードNo

山 口 典 子 様

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

7/3/28

請  求  書

7年  3月  31日  締切分  (30)
NO二 _上 ユ_

〒590‐0957

TEL(072)
FAX(072)

霊
●  ※

三菱UF」銀行 堺支店 普通
紀 陽 銀 イ子 堺支店 普通
有限会社ミナカタ印刷
登録番号 T61

‐  |

冊子 選択肢のある社会の実現をめざして
■ド冷 いざという時のシェルター(避難施設)について
冊子 性暴力教授センタい状阪SACmCOは な響秘要なのか?

冊子 女性服奴なる機進段は蜂におけるハラスメント防止対常の瑚とに引<

消費税等100/。

【合    計】

― 前回御請求頼

0

|

!

多

1静雪入 金 額
―

0 ¥836,000

■ヽ―

836,000

76.000

176,000
182,000

226,000

176,000

守鵞機驚掌報

Ⅲ

ゞ



一

政策資料

自由民主党 堺

出典:一般社団法人日本経済団体連合会 192

票  山口1典―「子
―



はしめに

*ダイパーシテイ (多様性)、 エクイティ (公平性)、 インクルージョン (包摂性)(DEI)は 、

イノベーションの源泉であり、社会・経済のサステナフリレな成長に欠かせない要素であるとともに、

先行き不透明な時代を迎えるなかで、企業のレジリエンスを高めるうえでも必要不可欠。

*経 団連では、DEIの 推進を通したイノベーシヨンを喚起するとともに、企業の事業変革を促 し、企

業価値の向上に繋げるべく、各社の取 り組みを加速する活動を展開。

*一方、各社の取り組みだけでは解決できない、女性活躍を阻琴する社会制度の課題も。その下つとし

て、見直しが求められているのが、婚姻時に夫婦いずれかの姓を選択しなければならない「夫婦同氏

制度」 (民法第750条)。          =

* DEIの 本質に照らし、時代とともに変化し多様化していく価値観や考え方、社会実態に合わせて、

一人ひとりの「選択肢」を増やす観点から同制度を改め、希望すれば、不自由なく、自らの姓を選択

することができる制度を早期に実現すべく、政府に提言。

・＋ ■ 一尊　】
1

DEI
で

企業価値を

向上
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夫婦の雄を取り巻ぐ社会環境

現行詰IJ厚 (夫婦同氏制―康)の実態

* 妻の姓、大の姓のいずれを選ぶことも可能だが、9S10/oの夫婦において妻が改姓。

* アイデンティティの喪失や自己の存在を証することができないことによる日常生渚

益といつた、改姓による負担が女性に偏つている。 ‐     !

~・

家族のあり方の多様化 司法の動き

職業生活上の不便 不利

|,,「  ■.Ⅲ

―
,苺 工 h諄Ⅲ l.二蝶 Ii■ ミー

ぃ■
～

｀説 ilい |ヽ 点融 i:よ ―
・

一

▲ふ Ⅲ薄Ⅲ燕五玉ふェ乱ふ ―ⅢⅢ I番卜i嶺 1言梅 |ぶれ帝

…

″ f藝 li,・歳ぬ _11れ ,tiな轟 r ijiェ 1,.転 て、 1摩ti― ■

家族をめ ぐる環境が大き く変化するとともに、

家族のあ り方も多様化。

本 人口の者[市部集中    * 少子化

* 核家族化        * 国際結婚の増加

* 晩婚化         * 離婚の増加

*現 行の夫婦同氏制度をめぐり、様々なアプローチで訴訟が提起。

*2015年・2021年に最高裁大法廷は、同制度について憲法に違

,反していないと判断。いずれも、選択的夫婦別姓制度に合翌陛

がないとまで判断したものではなく、「国会で酷ぜられ、判断

されるべき事柄にほかならない」とした。また、これらの判

決・決定には複数名の裁判官から反対意見が示された。

2

“ !ォ →■



り拡大―と曝零

旧姓の通称使用の拡大

*官民の職場では、改姓によるキヤリアの分断等を避けるため、職場における旧姓の通称使用を推進。

*公的証書や各種国家資格等での旧姓併記が可能となつたほか、経済界においても通称使用は定着。

旧姓の通称使用の限界
*

* ビジネスの現場でも

め 、

*通称使用は日本独自の制度であることから、海外では理解されづらく、宰ちダブルネームとして不正を疑

われ、説明に時間を要するなどのトラブルが起こることも。

契約・手続きを行う際の |

トラブル

●Ⅲ ⅢⅢ

キャリアを積むうえでの
不利益巨不都合

海外に渡航する際の
トラブジレ

女性に偏つた
プライバシーの侵害
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経団連 企業におけ 員の雑 (爵)の取扱しヽに関する
～企業において「通称Jを認める とができない/していない制度について～

―
予約や出退勤簿の名簿等、様々なシチユエァションで通称使用Iま認めること

はしめ、宿泊
ができない、

従業員の通称使用 の険社会保ヽもてヽしおにるしてを認め

あるいは認めていない。

1出 税や社会保険の手続き書類の姓

菫出張時の航空券や宿泊予約時の姓

!ェ 出退勤簿の姓

|と 人事部門が管理する社員名簿の姓

脇内線番号表の姓

1躙 メールア ドレスの一部に姓を入れる場合の姓 9社

―

“

 露唇等に対し)負格者であることを示す標識 (宅建讐動

L契約書や登記など公的な書類上の姓

S社

直その他

企業における社員の姓(氏)の取扱いに関する調査結果
調査期間:2024年5月 9日 (木 )～ 5月 23日 (木 )

回答件数:377件

E

400

4

112ネ土

346ネ土

115キ土

72社

120社

245社

「
0 50 100 150 200 250 300 350



経団運 ■女I隆エグぜクティブリ,豊 (踊)の取難いに理する調鷲串り
～「旧姓の通称使用」が可能な場合の不便さ・不利益等に対する考え方～

何かしら不便さ・不都合、不利益が生

じると思わない(16名 )

女性エグゼクティプの姓(氏 )の取扱いに関する調査結果

調査期間:2024年5月 9日 (木)～ 5月 23日 (木 )

回答件数:139名 5

「旧姓の通称使用」が可能な場合でも、880/oが、

ると回答。

さ・不都合、不利益が生しら

何かしも率優き 。率都合、不利益が生

じると憲移(123名 )

12%

議感銘

■■■■■■騒)れ ,ェ〕■.IIt」 メr
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通称使用の胡1大による不利
―
益 |―不都合

* 旧夕生の通称使用は、法律上の姓ではなく、あくまで補足的な位置づけであり、日哉場や日常生活でその使用が認められ

る保証はない。        :
* 旧姓の「併記」や「付記」は単独記載ではないため、国が関わる部分で旧盤が換露できるケースは少ない。
* 「通称で」ある時点で生来の姓が変わってしまったというアイデンティティの襄失感を解消することはできず、本質

的な問題は解消されない。            :              ウ

* 仮に、旧姓の通称使用が法的に担保されたとすると、「戸籍姓」と「旧姓」の2つの姓が併存することになる。新た

な混乱を招き、特|=海外でl靱岸されない。加えて、「通称」である以上、すべての場画で「通称」を単独使用でき

ることにはなり得ず、ダブルネームや使い分けに伴う弊害を解消することはできない。仮にすべての場面で「通称」

を単独使用できる (戸籍姓の出番がない)のであれば、戸籍姓の存在意義がなくなり、むしろ戸籍制度の崩壊に繁が

るのではないかという懸念も。             ―

通称使用の現状について
―

=Ⅲ

・
!｀ Bと ｀̀■ 9■ ■ぃOi,祠 li.,中 Ⅲ,● |● ●●●|● とこぅ●

`●
tiⅢ ⅢⅢ■Ⅲ ⅢⅢI■ ■うIBぃ う申i● .Ⅲ Ⅲ■■●●●けヽ li■ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ`・||=ⅢⅢiil■

|十1工■Ⅲエユ■―■■■工■Ⅲ工■i
'■

中け
''|'P'●

■●■●

'■

●■■■ⅢⅢ e■ ■●甲
「 =|口

い
'“

■■口
"9,●

●●BB

旧姓「併記」が認められている主な需u度

*住民票 。マイナンパーカード *ノくスポート (旅券)

*運転免許証         *不 動産登記

戸籍姓が求められている主な制度

*年全            *納 税 ―           *各 種手当

*介護保険          *選 挙
'鮨

爺者について1瑚  *各種給付金

=r日
Ⅲ

`ir=i『
.3■ 主七どと手●

=.七
`ヽ

こ」●L●
=Li'日

●●

`は
,日′,日 ■ilと とと.at iと とし与:Iと

`口

riⅢ D_ ●●とB働 Ⅲ
Ⅲ

と占ia日 ■ⅢBJ七 帝 ●
申

g■
■

「

Ⅲ ,ビ ロJ・ ●E七 ●Btt EE D B日 Ⅲ Ⅲ■BI田 ●J〕 B● ェ●H口 Ⅲ B"と と●ととD〔 ■HL∴ =中 ●とB∴ことB.Dユ
=二 `

*商業・法人登記

*特許庁関係手続

|=子 H iB
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政府へり1要望

* 政府には、通称使用による課題を解消し、夫・妻各々が、希望すれば、生まれ持つた姓を戸籍上の姓として名乗れる

制度の早期実現を求めたい。

* 民法第750条を改正し、婚姻時に夫婦同姓・別姓のいずれをも選択できる選択的夫婦別氏制度の導入を内容とする

■996年の送制審鷲農の答申は、現在においても、社会の実情を踏まえた極めて妥当な内容。

* 他方、通称模帰を法制イとする案など、女1生の活躍を阻審しているビジネス上の課題を解決し、自らが選択する姓を名

乗れるようにする柔も提案されている。

* 国民の意識■社会の環境も変容しており、制度の見直しの機運が高まつている。「国会で1論ぜられ、判断されるベ

き」事柄との最高裁判所の判決が出されてから8年が経過している。政府が一刻も早く改正法案を提出し、国会にお

いて建設的な識畿が行われることを期待。

7199
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選択的夫―婦別雌が導入|きれた際の声1機記載例

法制審議会の答申に基づくと、別姓夫婦、同姓夫婦いずれについても同一の戸籍に在籍するものとしている。

法制審議会の答申に基づいた、別姓夫婦の戸籍記載例

=目
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【田
=口
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法制響議会の答申!案に1轟づく子の姓の取り録い

*法 制審議会の答申基づき1996年に法務省が作成した「民法の一部を改正する法律案要綱」で

は、子の姓は婚姻時に、夫または妻の姓を称する氏として定めることとなつており、兄弟姉妹

で姓は統一される。

民法の一部を改正する法律棄襲綿 (法欝歯)     .
T11・ IⅢ・ IⅢⅢヽ十日Ⅲ,10● ●IⅢ

 Ⅲ■,ⅢⅢⅢⅢⅢll■ r=Ⅲ ⅢⅢB● ●1守
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i夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときには、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子

|が称する氏として定めなけれtぎならないものとする。

1        ■
IⅢ Ⅲ IⅢ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ ■ Ⅲ Ⅲ・ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ ,t甲■■ Ⅲ Ⅲ

'・
中 ■ ■ ,Ⅲ Ⅲ

・
Ⅲ

ⅢHi■ L●
=お

ロロ中 i● 工 ti.■ .Bげ B● BB3● BB■
P。

とBtLO● BrⅢ
Ⅲ・

H・
■ ,日 ●●

“ r',お
。と山いと

“ “
BL“ ЪB口 ●●oと 山口Lr●

“
wけ H日 ●●B“

“
●ロ

”
】
●
ｄも

．
，
Ｆ”
，
．．
一■
・，
，
Ｌ
“

9
201

―
                                                                                                 

―



「選択i巖0ある社会」
―
を目1指 して

一人ひと

IDIEI110本質Itti        !

よiリイノベTデイ猟 T選無繊」ねく与えられ、́

1歳吉落建澤無で1吉:る と。
,

生

不自由なく自らの姓を選択できる制度の実現は、

我が国が様々な価イ直観や多様性を包摂 し、

誰にとつても明るい未来である

「選択識い密尋盤 ヽ||:―

――留蝉1響Ⅲていくヨ暴世

帥 ―総エラ
.営
■抄七

10



(参考) H雑鮮諾止.ょるプ|サイ八シ■ol韓示

* 旧姓の通称使用や公的書類への旧姓併記は、夕雷姻・離婚の事実や配偶者の姓名といつたプライパシー情報を絶えず不必要に

開示するものであり、当事者の不利益に緊がつていると            ―

* 現在、法人登記簿の役員欄|や清算人欄において、旧姓を併記することができるようになつたが、誰でも閲章磁
~与
が可能な法

人登記簿や、法人のホームページ及び株主全員に送付される株圭総会の招集通知等によつて、個人の婚姻の事実及び配偶者

の姓までが公開されることがあり、プライノ〈シーの侵害であるとの声も寄せられている。

(例)戸籍上の姓名の開示について (株主総金の招集通知例)

■`|十■■■|■■■十■|||■■=・中` .■
|―|■ i・■中→

!‐ⅢⅢ,1考!|11.中 !“イ
'■

!!,■ TP,マ ■Pr!,平 二P,甲 11=,,P・中 il,1.4''“ 子■T,争Pr=1争■―,■ 十 1中

=ll,■
||― Ⅲ IⅢI十1:■ ||IⅢⅢⅢ IⅢⅢⅢⅢⅢ IⅢ Ⅲ I■―

Ⅲ 十 ■IⅢⅢ

①戸籍姓で仕事をしている場合 (通常時)

(株式会社資生堂 第■24回定時株主総会招集通知より抜粋 )

_れ 導ヽ‐、■ヽ_ヽⅢⅢ猟■,ォ .ド 干浄―鉢オ:ゝ ェ■lt,ヽ
'一 |  すれ IⅢ Ⅲl _■ ,マ ヽ '|ャ

姓弗荘ネ    1乱藝:軽 孝
К・Щ°

:学生蟹測螺1与
株 主 各 位

淵 銑脇 薪 就 翻 観 詔 駐 瑞 認を講 越離 亀新触
琴
|ト
ー

ギ

守
斡

②代表取締役欄に、仕事上使用している旧輩を括弧書きで併記
(サイボウズ株式会社 第2フ回定晴株主総会招集通知より抜粋)

③取締役候補者の名簿に注釈で戸籍姓を記載
(株式会社ア/じき計算44期定時株主総会招集通知より抜粋)

(注)ユ .各取結役tミ補者と当社との間には、特別の利害関係はありませんし

2.阿部真寿実の戸籍上の氏名は、岡田真寿美ですし '

第124回 定時株主痣会押単
=通

知

B正チ3-ド  4フア6
2024年 3月 13日

(■子掟快鶴置の開始82024年 3月 8B〕

棄凍ヨ中央区日本電
=了

自 フと ,号

サ イ ボ ウ ズ 株 式 会 社

第27固定時株主総会招葉彗篭監
醐

!!■ ■1■ ,■ ,I,  ィ
ーー  ■ .

娯解轟機I・ .iれ重:

聘  平謡′ユお,Iのこ― を購り摩くお礼中し上げ
=す

。
さて、当社第2ア回窪馬擁主健会を下記のとおり開催いたしますので、どを則申し上げます。

馨箪爺ヨ性,籍盤霧郷睦護鞠言

を 申 itと き ど ■i.IB.与 。■ し 色 ● とこ ■ ■ |1常 |=Ⅲ Ⅲ七 と Ba`i工 i」 I∫

=口 `|,iB日

:ら trt■ とぉ Ⅲ .II.ョ ロ ロ ● tB.Br●
=‐

IJ●

`●

I.ai● ID● BB■ ぃ BDHO日 BⅢ BB口 Btt g a● BLE● HB,よ う o・
“

日 J●七 idBLH=HHロ ロ Lぃ 出 BH口 ● B● ● BE`● と ● DaBn● 口 ●

=こ =争
● IIと こ iと こti日 と 口 ●

―

:|● liど LI′

0株

=001年
8)i  当社入社

た014年 8チユ  当社絶合む理室長

コよ6年 6月   当社軟行役良

加】7年 6月   当社駁悔役

をO18年 6月   当社常務取常役

知世年6月   当社事務取縛役
Ⅲ   ■在に三る

〔夏在当社耳滸取篤役権合管理室長)

重要な兼職の状況

・氏誼達建築設計 (上海)有隈公司 !と事

何郎 真寿美

(1鮪3年 3月 21日 生)
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(参考)企業上場時の率都合 ■不利益 |

会社が上場する際に通称名を使用する場合ミ以下のような手続きや条件が必要となる。

①公的書類への通称名の登録 :住民票や印鑢証明書などの公的書類に通称名が記載されている込要がある。

②上場申請時の書類対応 :上場申請では、多数の公式書類 (有価証券新規上場申請書、宣誓書など)を提出する必要があり、

これらの書類で使用される名前が公的書類とイ致していることが求められる。         '
③東京証券取引所への確認i通称名の使用について、東京証券取引所や主幹事証券会社との事前確認が必要。

特に、書査担当者とのヒアリングや質問対応の中で、通称名のイ屯用理由や背景を説明する可能性

がある。  .
④その他留意点 :通称名が住民票等に登録されていない場合は、戸籍名で手続きを進める必要がある。

有価証券報告書の作成要領より (抜粋)

P'中 tl■ PI'■ ●Ⅲ■11'† !中 学●●●
=|■

■!年ⅢⅢⅢ→,!や ■●|“ 争|:1与!'■■■
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,中 ■・・・・・

●
■,■ ,=■

'!'PtBい 'F,P',「
FPr,rr,P!'T'''P'P''■ 1い '甲

甲,:● ,■ 甲とを●
:日

奉と,3● ●●t'FHビ
`じ

●Bと

li[開示布令]企業内容等の開示に関する内閣府令 (昭不日48年大蔵省令第5号 )

いい甲||● |||■
―い●■■|■

'|IⅢ

IⅢ ⅢP二■,■ ⅢⅢ甲,■―,|lrl● ■,・

(氏名の記載)   .
第2条の10この府令の規定により作成することとされている書鶏止記載する氏名については、旧氏 (住民基本台帳法施行令  :
(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する1巳氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。 (令禾回元年

11月 5日 より)

(氏名と)は                                  ・

氏名 (しめい)は、人名を構成する氏と名である。 現在、一般に「姓」や「名字 (苗字)Jと呼ばれているものの法律上にお

ける表現が「氏」である (ただし、歴史的にはそれぞれ意味を異にしている)。 現行の戸籍法では戸籍には戸籍内の各人につ

|いて氏名を記載することとされている (戸籍法第13条第1号 )

:吟以上を併せて解釈すると、有価証券報告書に記載の氏名は、戸籍 (

こで記載することができる。
=よ

手Jtと ヽ こt,● ビロ
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こ登録したものに住民票等に併記された旧姓をカッコ書き
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(参考)旅券 (パス′ず、■卜)

*令和 3年 4月 1日以降の申請について、旧姓併記の要件が緩和され、・戸籍謄本、旧姓が記載された住

民票の写し又はマイナンノく―カードのいずれかを提出することにより、旧姓の併記が可能。

*他方、旧姓は括弧書きでの併記で記載され、あくまで補足的な位置づけであり、 根本的な解決にはな

らない。

*加えて、国際ジレ=ル (ICAO文善)には規定されていない日本独自の制度であるため、 ICチップ及び

MRZには記録されておらず、査証及び航空券を旧姓で取得することは困難。

*ビジネスネーム (担姓)と戸籍姓が異なることが、却つてトラブルの原因となったとの報告も。

パスポートのICチップについて (外務省HPより抜粋)i     _

す
1嗚嘉蒲晶隼巣箋勢柔整罷等務宅1-整歌讐ぎ怒黎 経 学泰1樹

―
妻讐iど離 進尻宅t碇釘(税床驚

…
1

:な措置であるため、ICチップ及びMRZ(Machihe Readable Zone)に は記録されません。このため、旅 :

:券面に記載されていたとしても、査証及び航空券を右呼称で取得することは困難と考ぇられますので、  :
1御注意ください。                                       :
Ⅲ…渡航先国での入国審査では、旅券のICチップ及びMRZに記録されている氏名、査証 (ビザ)(米国の i
llESTA等を含む)に記載された氏名、航空券に記載された氏名が照合され得ます:そのような場面等で渡 :

卦には、旅券の所持人御自身から旅券に併記された  i
都道府県の旅券申請窓口及び在外公館で配付して `:

斗を御活用ください。               こ
●IBI山 HB● ●i:∫ ●:ご .BL● L山 ●

"と
wH日 IDBD“ 七日ri`DE口 と B‥ ●●ェ●:缶 B口

=Ⅲ
E日 ｀ 子lit.iBL● ●●● :..`Ⅲ .・ F
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(参考)国際繕増に|よる姓の取紛―銀い

*外国人と結婚した日本人は、日本人同士との結婚とは逆に、原則的には未婦別姓。

*手続きを踏も`ことで、夫婦同姓を選択することができる。或いは、家庭裁判所に申し立て、認め

られることで、複合姓にすることも可能。

1984年の戸籍法の改正 (第107条 2項)に伴い、
裁判所の許可を得ないで、外国人である配偶者

ことによって、家庭
に 。すること ロ

一
住

日本人側が改姓する場合

婚姻にようて姓を変更できる国の場合
その国の手続きに従って姓を変更することが可能。
その際、日本人の戸籍に記載したい場合は〔戸籍の記載事項を変更する手続きを市区町村役場で行う必
要がある。                1

国籍国の法律によって判断されるべき姓は夫婦それぞれ (

とされているため、
こ関する問題と考えられているため、当事者の

きない国の場合婚姻によって姓

ただし、「通称名」を登録することは可能。

外国人側が改姓する場合

14



(参考)離増後lの虫生.(増疑続称制制巌)

1976年、離婚後の婚氏続称制度ができ、「結婚時の姓を離婚後も名乗り続けること」が可能に。

離婚後に母が子を引き取うて単独鋳緯者になるケ■スが増え、現状 8割を超えている。それに伴い.

離婚後も母子が同し姓でいたいという要求が増えていうたことが背景。

婚氏続称届を提出後に旧姓に変更したい場合は、「家庭裁半J所の許可」が必要。

=民
法767条  (離婚と氏)                   ・

1頂 婚虫因によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2,項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定める
ところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。

207 嘔5‐
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いぜという時の

4ルター怠野釉鱗船手i'いて

■学―
't,!|■

;

自由民主党 堺市議会議員団

堺市藩会議員

山ロ ー典子出典 :内閣宮房副長宮補(事態対処・危機管理担当)付
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令和7年3月 27日 (木)17:30

2,線加警モ子史う
議長  内簡危機管理監
副議長

 胃冨g冨尉蘇 薦ぎ       垂対処・危機
―管

構成員  内閣官房内閣審議官(内閣
―
官房副長官補(事態対処 危ヽ韓管

内閣官房国土強靭化推進室次長 ヽ

内閣府政策統括官(防災担当)   1 .
内閣府地方創生推進事務局審議官
消防庁次長
文部科学省大臣官房文教施設企画B防災部長

雷至褒竃客実整暫壽甦轟暑理亀義芸      
整官

国土交通省都市局長
国土交通省鉄道局長
防衛省地方協力局長

理担当)付)兼 災害対処 B救援総括官
理担当)付 )

と蕉とな盤題|                   .
(1)特定臨時避難施設の整備について
(2)緊急T時避難施設の指定促進等(地下施設のす層の確保及び地下利用促進を含む)について
(3)緊急一時避難施設の充実も含めた在り方の検討について
(4)政府における国民保護関連部署の機能強化について         ｀

鵡 .‐

 ――

    i   
´

‐会議開催は非公表
i会議資料と議事概要は後日、内閣官房ホームページTこ掲載して公表
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防衛省提出資料 特定臨時選難施設の塾鋪について

iR7年 3月 、市は特定臨時避難施設
(内閣官房が設計支援)の実施設計
業務の契約を締結
IR7年度は工事を予定

。体育館の整備については、民生安
定助成事業

D特定臨時避難施設の整備の助成
を防衛省が実施し、その補助率は
9/10とするR7年度予算案を計上

宮古島市
日新たに整備する体育館の地下建章

田公園の整備については、民生安定
助成事業

日特定臨時避難施設の整備の助成
を防衛省が実施し、その補助率は
9/10とするR7年度予算案を計上

石垣市

・新たに整備する防災公園の地下

||11lli!i!!!!!!!litir:!!!t!Ili:i::1!li111!:iiitili甘 !甘i:'IttlilIII!!!!:!!!ど !!1:::

活用

BR6年 9月 、町は特定臨時避難施設
(内閣官房が設計支援)を含む複合
庁舎の基本設計業務の契約を締結
R7年 3月 、基本設計業務完了

(内 閣官房が設計支援)の基本設
計業務の契約を締結
BR7年度は実施設計及び工事を予
定

現況写真

定臨時避難施設BR亨年3月 、市は特

定
DR7年度は実施設計を予

与那国町

・新たに整備する与那国町複合庁舎
の

B複合庁舎の整備については、民生
安定助成事業

B特定臨時避難施設の整備の助成を
防衛省が実施し、その補助率は
9/10とするR7年度予算案を計上

進捗

参
考
イ
メ
ー
ジ

想定

施設

補助

制度



消防庁提出資料 幸寺鍵臨露l寺選難施設翰盤艤1こつい電

令和7年度、基本設計に着手し、内閣官房に

よる特定臨時避難施設の支援開始予定。以
降、整備に向けた取組み。     1

令和7年度、基本設計に着手し、内閣官房に
よる特定臨時避難施設の支援開始予定。以
降、整備に向けた取組み。

整備予定地

1分庁舎の整備については、活用可能事業

を検討中
・ 特定臨時避難施設の整備については、補

助制度を検討中

i当該施設の整備については、活用可能事

業を検討中
甲特定臨時避難施設の整備については、補

助制度を検討中

竹富町 多良間村

地載触難新たに整備する西表島分庁舎の の地―下絶設(驚途業1新たに整備する施設

予
定

参
考
イ
メ
ー
ジ

補
助
制
度

想
定
施
設



国土交通省
スポーツ庁・経済産業省 提出資料 地下利用促進の取組について

◆都市構造再編集中支援事業

【事業主体】
,地方公共団体、民間事業者等
【用途(補助対象経費)】                , 必

■駐車場、自転車駐車場、地域防災施設、人工地盤等 (地下施設として整備する場合

を含む)

【補助率】
・50%(都市機能誘導区域内等)、 45%(居住誘導区域内)

【その他 (要件等)】

―立地適正化計画に基づき、都市機能誘導区域等又は居住誘導区域内で実施される

事業であること   |
・都市再生整備計画に位置づけられた事業であること1等       イ

◆スタジアム|アリーナ改革ガイドブック<第3版>
l・ スタジアム |アリーナ改革ガイドブックの改訂を進め、令和7年度初めに第3版を公表
|する予定であり、その中で、防災や安全の観点での地下空間活用の可能性について

新たに記載を行う。

スポーツ庁|

経済産業省



地下施設の実態調査まとめ
内閣官房副長官補 (事態対処・危機管理担当)

消防庁 提出資料

.<調
査概要>

緊急一時避難施設の指定促進及び地下利用促進の検討のための基礎資料として、未だ緊急一時避難

施設に指定されていない地下施設について、主な類型ごとに施設数や面積の現況を自治体が把握でき

る限り全て調査した。

<調査自治体>
全ての都道府県及び政令指定都市=1,741市区町村

<調査手法>
調査対象施設の類型i種類は、下記の観点で選定

｀

1地下の代表的な施設として、指定に向けて施設管理者の協力が得られてきた経緯があるもの
→地下駅舎、地下街、地下道、地下駐車場等         ―

1上記以外の施設のうち、   :       ,                 ・

>全国に所在する数が多く、今後の地下利用促進に向けて重点的な取組対象となる可能性があり、
>既に同じ種類の施設が緊急一時避難施設に指定された実績があり、
>人が立ち入ることが想定しうるものであり、                        、

>未指定の段階においてもその面積の把握等について施設管理者から相当の協力が得られるもの
→小・中学校、高等学校、大学、体育施設、庁舎、ホテル・旅館等宿泊施設、大規模商業施設

※調査に当たっては、各施設の施設管理者を総括する関係団体等には国交省コ文科省1厚労省 .経産

省から、また国の庁舎を管理する各省及び各地方支分部局には消防庁守内閣官房及び各省から、

それぞれ調査への協力を依頼する通知を発出              ・ ‐

52T3



2,382,560

1,266,337

(b)の地下面積 (浦 )

(c)

718

1 9

32

438

可能なうち面積把握

施設数(b)

5431

338

772

157

回答を得た
:未

指定施設数(ム )

⑤その他の地下施設

計

②地下街

③地下道

④地下駐車場等

O緊急一時避難施設に指定されていない面積が大きいのは単控螂勲蜂は麟鱗鞠唖烈哩割塑晦葦導攀輩報―

O類型⑤「その他の地下施設」価積が半」明している718施設)を施設の種類ごとに見ると、未指定の面積が大きいの

lよⅢ公共施設で1よ丘庁巷とこ次いて「僚奮施設 1.ぉ 1疑聞施設篭llま F大1規模商業施設」、1次みヽで1聯サテレー1旅館等宿‐

1廿言」 tiとこと:ユ!Iと二                                                 

‐
                                                                                                                         ―

                                                                                                                                                 !

4,910,083

257,608

左記(d)の地下面積 (謂 ) (e)

780,163

1_027

3_926

.590

の施設

R6.4.1時点で指定済の

648,084

703,346 .

11410,453

1,020■

20,259 1

37,744

地下面積 (∬ )

299

1691

7711

民間施設

未指定施設数

1

12

31

.地下面積 (浦 )

1,926

63,049

972,1071

191,2481

:‐ 702,419 !

10,406

3,059

419

19

49

-326

6

公共施設

未指定施設数  :

8

計

ホテル・旅館等宿泊施設

大規模商業施設

小・中学校

高等学校

大学

体育施設

―
庁舎

.214上



緊急一時避難施設の‐実態調査まをめ
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
内閣府(防災担当)、 消防庁 提出資料

<調査概要>
緊急一時避難施設の充実も含めた在り方を検討するための基礎資料として、現時点で緊急一時避難施
設に指定済みの施設について、(1)施設の構造等(地下のみ)、 及び(2)備蓄及び設備 (地上 B地下双
.方 )の現況を抽出調査し、全国的な傾向を把握した。

<調査自治体>:
ぶ人口規模の大きい団体(東京23区、政令指定都市、県庁所在市)

'R3～ 8年度の国民保講共同訓練(国重点司‖練)の実施県(全国6ブロックごとに1県を抽出)の市町村

=計228市区町村(対象自治体内の人口は、計5,523万人(令和2年国調人口))

<調査手法>
調査 (1)施設の構造等に関する調査 (地下のみ )ⅢⅢ・堅ろうさの現況1傾向を把握        |
。調査項目:(Al地階の天丼のコンクリート厚、(B)非常時に脱出するための出入日、(C)爆風等への対策が課題となる開口
上    部の状況
!調査施設:調1査 自治体に所在する緊急一時避難施設 (地下)の中から、地下5類型 (地下

'駅
舎、地下街、地下道、地下

駐車場等、その他の地下施設)から、原則一つずつ (当該自治体に存在しない類型は回答なしで可)

。有効口1答数(N):項 1日 (A)は 176施設、(B)は138施設、(C)は 277施設               ・

`     .    [参 考]R6年 4月 時点の全ての地下施設としての緊急一時避難施設は3,926施設

調査 (2)備蓄及び設備に関する調査 (地上1地下双方 )|‐滞在機能の現況 !傾向を把握
こ調査項目:(D)主食類((E)飲料水、(F)非常用発電機等、(G)携帯トイレ、(H)設置型トイレ、(I)冷房機器、(」)簡易

ベンド
1調査施設 :調査 自治体において緊急一時避難施設に指定されており、かつ、

‐
災害対策握璧本法上の指定避難所又は指

‐定緊急避難場所に指定されている施設
・有効回答数 :14,609施設

[参考]R6年4月 時点の全ての緊急一時避難施設は58,589施設



緊急一時避難施設の実態調査まとめ
[単位 もヽのは施設数]

(1)地下施設の構造等に関する調査

(A)地階の天丼のコンクリート厚について、平均は46cmであり、30cm以上の施設は61%(N=176)

(B)地階から外部に直接出入りできる地上への出入口が2カ所以上ある施設は73%(N=138)

(C)開 田部として、「シャッター等がない出入口」がある施設は45%、「シヤッタT等がない窓」がある施設

は17%(N=277)               … ・
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うちシャッター等がない窓がある

うちシヤッター等がない出入国がある(※ゆ

うち開口部として窓がある

うち開口部として出入 がある

均 (cm)

の割合以上 (

(N=277に)開田部の状況

(コンクリート)厚 (N=176)フス井 の天の階地)A(

(B)出入 口(N=138)(※
1)

(※ 1)地下駅舎、単下街、地下道は、通常かつ少なくとも2ヵ所以上の出入日があると想定されるため、調査対象外。

なお、出入口については、建物の地上1階を通 入 目が対象。 8
※2)開 日部として出入目があるがシャッター等がなし ご的がつている等で一定の緩衝物がある。

らずに地階から外部に直接出入りすることができる出
1ヽ26施設のうち35施設で撤0地下に入つた先がLttIt(
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緊急工時避難施設の実態調査まとめ

(2)備蓄及び設備に関する調査
(D)主食類、(E)飲料水、(F)非常用発電機等、(G)携帯トイレ、(H)設置型トイレは一定の施設が、(D
冷房機器、(」 )簡易ベッドは少数の施設が、それぞれ備えている。

調査対象のうち該当あり(※ 3)

の施設数 (割合)(N引 4,609)

8,366 (570/0)

7,319 (50%)

8,959  (61%)

6,423 (44%)

7,325 (50%)

2,271 (16%)

(D)主食類 (※→

(E)飲料水

(F)非常用発電機等

(G)携帯トイレ

(H)設置型トイレ(※ 5)

(I)冷房機器 (※ 6)

(」 )簡易ベッド(※ 7)

○ ブト常用発電機等を有する8,959施設に
おける対応可能な日数 (※ 8)は次のとおり。

外部供給
2自 分以上

9。ィ
`

1日分程度

6%

1自 分未満

270/。

日数は回

440/o

衝 ド 7年 1月 公表の 災

))を参照し、また非常用発電機等は令和7年 1月 公表の内閣府調査 (「指定避難所の防災
付け事務連絡)を参考とすることとして、それぞれ市区町村から回答を得た。施設によって

(「

は、特定の調査項目について回答を得られない場合もあり、その場合は「該当なし」と整理。
(※4)主食類とは、主食類 (米・パン等)、 精米、アルファ化米、菓子パン、惣菜パン、即席麺、乾パン、おにぎり、パックご飯、缶詰 (主食 )、 アレルギー対応食品。    |

,

I (※ 5)

(※6)

(※ 7)

(※ 8)非常用発電機等の対応可能な日数は、通常想定される収容人数や運営方法に基づいて予想される消費量 (例えば停電時等において平時の業務の維持のため

設置型トイレとは、簡易トイレ、仮設トイレー組立トイレ(便槽型)、 マンホールトイレ。
冷房機器とは、エアコン、扇風機、スポットクーラー。     i
簡易ベシドとは、簡易ベジド、段ボールベンド。

の消費量)を想定して、何 日分の施設運営が可能か、各施設の判断に基づく回答をとりまとめた。
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(ン■ルタれ!)・に関する:―武1由工虫―撃

【調査概要】
■内閣官房及び関係府省において、国民イ呆謹用のシ手ルター整備の実施を把握している主な国及

びG7各国を対象として2024年度に調査6

i訪問調査等を実施したスウエーデン、フィンランド、スイス、シンガポール、韓国の情報等を基にと

りまとめ。                    ! (      ｀

Ⅲ書面調査を実施したG7各国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ)では、いずれ

もシェルター整備に関する中央政府の現行の制度は確認されていない。

令和71年3月
|

内閣官房副長富
―
補(事態対処・逮機管理担当)付

r
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r― Ⅲ ⅢIギⅢⅢⅢⅢ評挙IⅢ
ⅢⅢⅢ ii■ .

Oスウェーデン                   林

<制度>D1944年制定の市民防衛法に基づきt過去に、集合住宅及び公共施設等に対するシェルター
の設置を義務付け。当時は、設置の増こう経費に対して政府の補助があつた。

・ 2002年 以降はシェルターの新規設置の義務は廃止され、2006年制定の1シェルタ■濃に基
づき、建物建替え時のシェルター設置は義務付け。

・現在は、フィルター等の更新への補助を政府が実施。税制上の優遇措置なし。
<現状>ヽ 人口約1,055万 人に対して約700万人分のシェルターがある (人 ロカバー率は、約66%)。

■シエルターの種類は、①Normtt Shetterと②Spedat Defense Shetterが あり、①は施設管理
者 の 責 任 と費 用 負 担 で 設 置 (主に集合住宅のはか、学校、医療1福祉施設等の地上又は地下)、 ② は 全 国 に

80ヶ所ある大規模シェルターであり、政府が設置。
<主な仕様>・ 堅ろうな躯体・扉、非常口、換気装置(NBC攻撃への防護機能)等。

避 難ス ス は 0 7 5
2

m 想定滞在期間イま3 日程度p食料は持参。表示あり。ヘ

【アパート】
ユ地下に階段で降 りた先にシェルター

換気装署L    Ⅲ非常口

【学校】
・シェルター内部

【福祉施設】
・ フィルター (交換用)

【増下駐車場】
・シエルター内部

防爆扉

・設備・備蓄等の保

■ トイレ容器

■地上シェルター
の防護のため窓

■離ぷ静、
って建設 し、

あ り

むヨン

電

〔ONorn¬ at Shelter〕 韓速 〔むSpecial Defense Sheiter〕



○フィンランド                (
<制度>・ 1958年制定の新・市民防衛法に基づき、住宅等の所有者のシエルター設置義務付け、公

共シェルターの設置開始。1959年から換気装置を有するシエルターの設置開始。現在、

2011年制定のレースキユー法に基づき、二定の集合住宅、民間施設、公共施設の所有者が

新築時に地下又は地上にシェルターの設置義務がある。

甲シェルター設置に対する政府の補助制度:税制上の優遇措置なし。

<現状>1人口約560万人に対して約480万人分のシェルターがある(人ロカノミー峯は約86%)。

を大部分は施設の所有者が設置するシェルタTであり、シエルターが少ない地域では、自治

体が2011年まで補完的に公共シェルターを地下に設置。

< 主 な仕様 > 堅 ろつな躯 体 屏 気密 室 非 常 口 換
′_一

風 装置 ( N B C攻 撃 ヘ の 防整
R又機 育ヒ) 等 0 避 難 ス

ヽ

2
m 想 間イま 日程度 料等 Iま持参 表 ありハミ ス イま0 6 0 7 5 /人。 3 0 不 0

【集合住宅のシェルター】

換気装置】

【公共シェブレタ下】
・平時 はスポァツ施設

の例
・堅固な岩盤が分布。

それを掘削、補強 し、

シェルターを整備

【有事に使用する3段ベッド】

・銅製 の防爆

扉を設置 し、

爆風等か ら

防御

・平時は倉庫の例
・有事に3日 以内にシェ

ルターとして使用で

きるよう準備

・外気の有害物質 |

を フ ィル ター

で除去 し換気
。停電時は手動

・バケツ型の簡易
トイレを備蓄
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<制度>‐ 1963年から奮1民1防衛鷹調|する.趣郭1農ゃ技術指針等に基づき、設置開始。

「 過去に、各人に1人分のシェルターの提供のため、一定の集合住宅、民間施設や公共施設
(病院等)の建設時に、シェルターの設置を義務付け。現在は設置の義務付けなし。

・設置義務付けしていた時期も、政府の補助制度・税制上の優遇措置なし。

<現状>・ 人口約900万人に対して約900万人分のシ■ルターがある(人ロカバー率は約100り。
i現在、施設の新築時、所有者はシェルター設置又は拠出金支払いを選択っ_自 治体は拠出
金を財源として必要に応じて公共シェルターを設置。

<主な仕様>1堅ろうな躯体・扉、
こと。避難スポーネは 間 |ま数 時 から数 日。食料等は持参。表示なし。

気密室、非常口、換気装置(NBC攻撃への防護機能)等。地下である
0

【施設構成】

:ス イス連邦市

。堅ろうな躯体 。

扉 、 気 密 室 、
非 常 口、 換 気

装置等で構成

ブサイト

◆外気の有害物質を

フィルターで除去
し換気

・停電時は手動

・平時は倉庫の例 :

・有事 に5日 以 内 |

にシェルターと
―

して使用できる
!

よう準備

・バケツ型の簡易
トイレを備蓄

【公共シェルター】

【非常口】

。平時から備蓄
された有事に

使用する3段
ベッド

・写真の部屋が

複数配置

梯 子 によ り

タト吉Бに丈邑じ
る非常回

トイレ

13



Oシンガポール

<制度>・ 1983年に地下鉄(公営)の新設駅へのシエルター設置に着手。1994年に新築の公営住宅

の各住戸へのシ手ル穿―の設置開始。1997年制定の1常1畏勝衛|シ嵐ルター法に基づき、民

間を含む全ての新築住宅へのシェルター設置を義務付け。
手民間住宅のシエルター設置に対する政府の補助制度1税制上の優通措置なし。

<現状>・ 人口約564万人のほぼ全員をカバーすることを目指している(現在の人ロカバー率は非公表)。

いシェルターの大部分は住宅(菌民の8割は公営住宅に居住)。 設置場所は各住戸内又は各階共用

部分。使用者は住人のみ。
Ⅲ一部の地下鉄駅、公民館等には政府事業として公共シェルターを設置。設置場所は地上

又は地下。運用は義務兵役を終えた国民(予備役)が担当。

<主な仕様>・ 堅ろうな躯体・扉、開閉可能な通気口。階層シェルターには避難はしごあり。避難ス

ペィスは、施設の種類に応じて0.4～0.6だ/人。想定滞在期F日日は数時間。基本的に公費で

の備蓄なし。表示あり。なお、地下鉄駅シェルターには非常用発電機、化学除染室等あり。

〔
住
宅
シ
ェ
ル
タ
ー
〕

【各階】

階段室への

設置も可

【地下鉄駅】

,

〔
公

共

シ

ェ
ル
タ

ー

〕
　
　
　
防
爆
扉
は
平
時
は
壁
内
に
格
納

【公 民館 娯 楽 室】 【公営住宅1階共用部分】

【地下駐車場】t必要時は防爆扉で封欝雌
|

【通気回】
ボル ト式の

蓋があり、
必要時は
手動で開閉 |t

・
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・
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<制度>,「公共用住民待避施設」は、1960年代以降I千島1騰鱒基本巌等に基づき指定開始。1970年 に

建築法にて一定規模以上の建築物は地下設置の義務付け。2000年 に地下設置義務は廃
止。政府の補助制度Ⅲ税制上の優遇措置なし。            !

ar政府支援住民待避施設」は、2010年に延坪島砲撃事件を契機に整備を開始。自治体が政府
の補助を受けて新設して整備。

<現状>!「公共用住民待避施設」は風元存地下施設 (住宅、民間施設等)を 自治体が指定。人口約5,175万 人
に対して約1億7,150万人分のシェルターがある(人 ロカバー率は、約331%)ε

,「 政府支援住民待避施設」は自治体により新たに整備され244箇所存在 l人 ロルミー率は、公表無し)。

<主な仕様>|「公共用住民待避施設」は堅ろうな躯体、2か所以上の出入日、地下であること。避難スペ‐
スは0.825露 /人。想定滞在期間は数時間程度。一部地域を除き公費での備蓄なし。表示あり。

い「政府支援住民待避施設」は堅ろうな躯体・扉、発電機、換気装置 (7首所おこ化学兵器対応)等。避難ス
ペースは1.43ポ/人。想定滞在期間|ま 1～ 2日 程度。公費備蓄は■～2日分の水・食料等。表示あり。

〔公共用住民待避施設]

【住宅(マンション)の地下】
平時は地下駐車場として利用

〔政府支援住民待避施設〕

【避難スペース】
平時は公民館として利用

【地下鉄駅】 【防爆扉】 【換気装置】

ｉ“

　

〓
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(東京都と連携)

○
む)のシミュレーシヨン

費用及び工期の試算
ン (NBC対応を含

と解決策の検討、
な改修パター

面の課題抽出

i既存施設の様々

,技術面及び運用

内需官

③本調査で明らかと

現

　

の

の
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施設の面積は約 2倍になる。

未指定施設で面積が大きいも?tよ、類型別では

〕
―

ル

緊急一時避難施設の実態調査の主な内容

現時点で緊急一時避難施設に指定済みの施設について、施設の構造 (地下|の み)等の現況を抽出
〕

調査し、全国的な傾向を把 (調査自治体は228市区町村)

3i

―
t

天丼のスラブ厚、地上への脱出用の出入甲、み

び開口部の爆風等への 目すると、

外国の実態調

1国1民保諄用の

査
シェルター整備の実施 を把握 して い る主 な国 俄 問及び書面都査)及びG7各国 僧面調査)

を対象としてR6年度 t 調査。 ※R7年度もⅢ外国調査 (ア メリカを含む)を実施予定

シ ェル
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ターの整備■‐確保を推進。

OG7各国 (アメリカ、イギリス、フランス、 ドイツ、イタリアiカ ナダ)では、シ.エ
ルタr整備に関する中央政府
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堺方式の性纂力被害対応のフロー図

たさてヽ 00清勲|どしてき1建齋々 i

のためにSACHiCOが これまでに果たしてきた役割、

そして存続の危機に瀕したSACHICOのこれからに

ついての政策資料を作成しました。そして、今なぜ

SACHICOが必要なのか、皆さんと考える参考資料

です。ぜひこ活用ください。そして共に誰もが性暴カ

性暴力被害者への支援の流れ
<性犯罪等の性暴力被害者>

被害直後てほとく

被害直後の場合
カウンセリン打こよるこころのケアを希望し
て と

一定の烹援が終了し、長覇的

なカウンセリングが必要窮爆合

ｈ
ｌ

ｌ

ジ

(SACHICOに よる支援う

弁護士相談今の同行

産婦人科診療
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ほ関する調査」より

「不同意性交等をされた被書体験」

女性8J10/0 男性 0ロ フ°/o

被害者のうち、

20歳代  40B70/0
18歳・ 19歳ヽ22El°/0.

中学卒業年 1フ歳 17.90/O
中学生のとき 6.40/0
小学生のとき 15B00/0

小学校入学前  7.90/0

加害者との関係は

交際相手と元交際相手 16B40/O   f
職場・アルノくイ ト先の関係者 1030°/6

配偶者 8860/0
18歳未満の時期の被害のフ.10/0は、保護者からの被害

2
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1 被害直後からの総合的 ,継続的支援

24時間体制の本ットラインと支援員の常駐による心理的サポート

24時間対応可能な産婦人科救懲医療体制と継続的医療

からだ・ こころ ,暮らしの安全・安心を取り戻すために

警察・弁護士・精神科医師・カウンセラー・民間支援団体などへの連携

2 当事者が「自分で選ぶ」を大切にした支援

被書からの回復と性暴力のない社会の実現のための活動3

!
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SAC‐‖ICOぬ1変遷|と1国 1内|の1勤:き

―

SACHICO      ‐

2010年  設立
2013年  NPO

全国連絡会発足

2015年 大阪府内

協力病院ネッ トワーク

2017年 補助金交付

2023年9月
拠点病院より

診療協力滅少
2024年3月

拠点病院より

診療協力終了
2025年3月 に退去通告

2025年4月～

補助→委託

病院拠点型
→連携型 (診療機能

あり)

内閣府と関係省庁の動き             1善 察・検察
2012年 SACHICOをモデルに性犯罪・性暴力被害者 2005年 犯罪被害者等基本法

のためのワシス トップ支援センター設立の     ´

手引きを作成       ェ     ,
2015年 内閣府モデル事業開始

性暴力被害者支援ネットワーク       2017年  刑法改正

|   '証拠物採取・管理マニュアルを         強制性交等・謙等」わいせつ
大阪府危機管理室とSACHICOとで作成     非親告罪化

2018年 全都道府県にワンス トップ支援センター設立  性別を問わない
2020年 性犯罪・性暴力対策の強化の方針       性交同意年齢 13歳 i

拠点病院の充実強調                !
関係府省決定               2022年  AV出演被害防止・救済法

2022年 女性版骨太の方針2022    !         ―

性犯罪・性暴力対策としての生命の安全教育 2023年 :刑法改正・DV法改正
2023年 更なる強化の方針              不同意性交等・不同意わいせつ

「こども大綱」閣議決定          i 性交同意年齢 16歳
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 撮影

2024年「こどもまんなか実行計画2024」        面会
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024」    婚姻関係の有1無々問わない

性暴力救援センター・大阪SACHICO             女 性 支 援 法
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■r■押w郡 Ⅲ I■■

社会医療法人愛仁会 高槻病院 l r
ンター 阪南中

::
騨

鷲

泉大津市立病院

‐~環
 竜

医療法人 定生会

I

社会医療法人愛仁会 千船病院

府立急性期総合医療センター

大阪府済生会吹日病院

li― 負 重 亜 壼 萱

■聯 |||

吹日市

高槻市

松原市

〕界市

泉大津市

泉佐野市

泉佐野市

大阪市

大阪市

!蛸||

豊 能

三 島

南河内

堺 市

泉 )'1lI

大賑市 ■

υ

力救援セ ンター・大阪SACHiCO 62019/6/15
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ワンス トップ支援センターでの支援内容

・全身の
含む)

無 (外性器――!肛 Fヨ の変化を

アルコール B薬物使用の

証拠物採―取 |(腔内容物 ,

保存  i

有婦
血液 B尿など)と

・開1示へのねぎらい (はなしてくれてありがと,)
・被害であることの説明 (あなたのせいではない)

・ス トレス反応の対処 (暴力を受けたあとの正常な反応)
南1坤な治:療

・被害状況の確認
・安全の確保 (加害者との関係、被害の回,数 E期間、居場所の確保など)

・被害としての認知 (警察への申告や児童相郎i所への通告)

・生活困窮への援助

・ 権利 ための司法支援の提供

からだ
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:レイ.プ ニ強制ワイセッ被書者数 (a割|はレイプ)

阪南中央病院 2006年 4月 ん2023年 3月

300

254

250 i■ ―|・・=,・ |・ |■ |

200    :● | ∵千,|'■ ■i=― |■ ■■・ r■  ‐ i.■
188Ⅲ Ⅲ■i牛 ■

SACHICOF牙弓ヨ史
166   168

171

150 …′143 ‐
' 138  !イ・ …Ⅲマr

126
119

100

＝
一

78

50

7     5

0 ニロ ■{春 li_

2006  2007

11      9

IH.__「_.
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  201'  2018  2019  2020  2021  2022
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13年間の初診3601人の年代別割合 (2010年4月 ん2023年 3月 SACHICO)

5%4-75人
2%6盆サ入

未1競痒|か59%を占めモいる

■～9歳

HI生0+竜

■20代

■30代

i401時
|

E SO代以.上
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‖生  ―と11逮||

同意のない 。対等でない 。強要された性的行為はすべて1生暴力

1

２

　

３

　

４

不同意性交等 (腟性交 。国腔性交・肛門性交)'
不同意わいせつなどの性暴力  (他人からの被害)

子どもへの性的虐待 (家族からの被害)

DVと しての1生暴力 (パートナエからの被害)

その他 (性的搾取・不特定多数・避妊のない性交など)

髪警宗写」と黙言喜屎宅F天催留騒
―
客轄ZF崖擦尚金零去るしての尊厳

どな空
ロ

被像画
↓

一

‐

ゝ
一空
爾

被いなの触接体身５
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■00 SACHiCOで診
・
た性暴力被害者数の年次推移

406

396

350 … Ⅲ総数3722人 ,(2010年 4月 営2.0塾年3月I)

多様な性暴力被害者が利用してきた 339 7
300

,

I

245
254

250

200 ■́88  _ 卜_小  … 鰤

166 168

150
11431

138‐   .,I.「 , 】．　
　
　
　

．　
　
５４

1
111 108

100  +ヽ7恵「
94

45

オ　

　

　

５

50

14

0

2010    2011     2012    2013     2014    2015    2016  . 2017    2018    2019     2020     2021     2022    2023

:れH他人からの性被害 iJ性 虐待 HDV 瀬 1不特定多数他 |■■合計
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【性別 。年齢】

被害者の年齢 2022年度(406例 )

～6歳

患鴇

被害者の年齢 2023年度 診療あり(121例 )

60代以上

被書者の年齢 2023年度 診療なし(113例 )

60代以上 ～6歳

3%
50+〔

～6歳

50代 0°/。

2%は
既

50代

2%

7%
40代

11°/。

男性 とその他  |

4
|

1

2 よ1

1
IP

女性

401

118

112

―ユ01ユユ年度

2023年度 1診療あり

2o2部封葦 1鶏翔繭観談
―b
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ロ【被害から初 電話までの時間】

彼害から初回電話までの時間 2022年度

. 不明 6%

被害から初回電話までの時間 2023年度 診療あり

1年以上 ―不明2%
～1年 3%

月

～lヶ月

16% ―,28寺F翻

～5日間 8%

被害から初 の時間 2023年度 1診療なし
―職 闘4%

～5日間 2%

～lヶ月

22%
1年以上

32%

～1年

4%
～6ヶ月 29%

58%

1年以上

～1年

2% ～72時間
.45%

～6ヶ 月

11%

～lヶ 月

199む

8

23(60/0)

2

不 明

4
(30/。)％

２

１０

「
１

く

1年～～ 1年

|

)
0/O

53

|

０

・

１

・

8

(20/。 )

12
(10°/o)

～ 6カ月

(10°/。 )

4278
(19°/。 )

6日～ 1

か月

6 .

(60/o)

200
(490/o)

～ 5日

―
ユ0泉ユ韓

―

1謝あ|り

1診療なし

-2023年度

120212寮報驚

日間 4%
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全 く知らない人

7%

【加害者との関係】
加害者との関係

不明 3%

2022寄章支

れ善着とい由燃 2023年度.薄報ぁり

金(れ工■|― 人ヽ| 不明 1% 家族(義父、勝 、母0パートナー)

9%

配偶者 または交際

相手 または元彼

8°/。

初見だが事前に会話有

33°/。

家族(義父、兄弟、母のパートナー)

.    18%

配偶者または交際

相手または元彼

9%

初見だが事前に会話有

390/。

70/O

初見だが事前に

会話有

10%

顔見知 り

45%

顔見知 り

35°/。

加害者との関係

全 く知 らない人

202ョ年度 診療なし

不明 4%顔見知 り

30%

家族 :実父、継父、母のパー トナー、兄弟

配偶者または交際相手 :現在または過去
顔見知り :知人・友人・先輩 。同僚・上司、
コーチや講師、教師など

初見だが事前に会話あり :SNSなどを通して知り合いだつた

家族(義父、兄弟、母のパートナー)

29%

配偶者 または交際相手

または元彼

5%
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玉結果 他機関への紹介I

弁護士紹

シェルター等紹介

精神科紹介

カウンセリング紹介

なし ―

352(870/。 )

100 (830/。 )

79 (700/。 )

あ り

54 (130/。 )

21(170/。 )

34 (300/。 )

2023年度  影蒻隷あり

2023年度  髯鵜騨なし

な し

390 (960/0)

119 (980/o)

102(900/o)

あ り
.16 (40/。

)・

12(20/。 )

11(10° /o)

20乏o年庁又1辮撃|

?o23年序 1紳し

な し

403 (99咳j)

121(1000/。 )

106(940/。 )

あ り

3(1%)

0

フ (60/0)

2023年度 鬱森あり

2023年度 1線なし
|

な し

395(9フ 0/o)

119 (980/0)

113(1000/o)i―

あ り

11 (30/0)

2(20/0)

0

2o23寄章霊 韓鶉憩あり

12623年度 il鷺璃

"な

じ― |
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大阪府下協力病院受診者数

SACHICO来所者数

児童 の

琴 )|―

94 (780/0)

26(220/o)

120

2023年度

72(840/。 )

14(160/o)

86

13(760/o)

4 (24%)

17

肇察同伴あり

警察同伴なし

合計

12023年度

60 (500/。 ) 3.(60/。 )

61(500/。 ) 50 (940/o)

121 53

113
1106

128 (320/。 )

258(680/。 )

406

警察同伴あり

―警察同伴なし

合計

相「設のみ

0

2

:21

1

87

3

児車相1譲所
→SACHICO

→児童相議所

SACHICO
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202.4年度(～ 12月 ) i業所者1数
。電言舌本国談  260フ件

非通矢日201、 魚群雪疑鶉舌244、 ノム`ラ殺震襲舌62、  #8891 32フ (130/o)

' AV8 男性相談 11フ (4B40/0)

,来所 相 談  来所仙 489件 (sACHIC0275件、分室214件)

実人数 159人 移療あり (分室)52人 診療なし107人

SACHICO来所件数2フ5件 うち夜間休日66件 (240/。)_関係機関来所件数31件

カウンセリング紹介3人 弁護士紹介43人 (270/o)、
｀
その他 (シェ)レター等)3人

その他

9(170/。 )

9(80/。 )

AV

0

0

DV

1(20/。 ).

9(80/。 )、

性的虐待

-11(10%)

不同意わいせつ

4(80/。 )

31(290/。 )

不同意性交等

13(250/o)

46(430/。 )

診療あり

診療なし

牌
阻
颯

フ0代以上

0

1

60代

0

1

40代
!|う

0代

0 卜0
6(60/。)11

!30代

2(40/。 )

23(220/。 )

20代

3(60/0)

24(220/O)

10代未満 110代

卦郵鐸澤頚選!慧

12(9。/。 ) 130(360/。 )

診療あり

診療なし
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診療拠点の確保

大阪府こころの健康

総合センター内で診療

機能あり

対応する人材の確保

医師・ 支援員の人

件費増額

診療 1支援費用を公

費負担に

協力病院での診療

補助も拡大

~    4

女性自立支援施設
ンター

教育委員会

犯罪被害者等早期援助団体

児童相談所

公的な診療・証拠保存・司法支援・,い理支援 i生活支援のネット
セ ン

どを含む多職種チーム)

生活支援Ⅲ保育園・幼稚目・学校・職場

(医師・看護師 `助産師 !

産婦 ど
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横害斑1鋪営する
I IIII,|キ

'illtiiIliili:iliili:ill!|イ

IIII

|lifililiiiil!||!llllllllllllilli:キ litlil:il:,itl―

―X
痛みを悼む

暴力ではなくて

文寸言舌でつながる

社会

個人

・物
一

◆を生きる

性暴力被害者への対応と,ワンストップ支援センターの位置づけ
生活困窮

人権擁鷲1司法支援

感染症治療

妊娠中絶あるいは妊娠継続・出産
・ PT D

1 包括的性教育

遷―を
1裁

む

,観睡教育
―

慮配ｒ
」

ヽ
Ｂ

ュ

早期発見

ワンス トップ

支援センター
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女性活躍つ要なる推進及|げ1職場における
Aラスメント防

―
止対策の1強1化11つ いて

自由民主党 堺市議会議員園

堺市議会議員

基典 :厚生労働雀冦用環境 。均等局雇用機会均等課
曲園 巽

・
子



「性1活i躍推1進関―係

0
厚生労働省
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数'l笠 ●磯業鍵活に赫ける活躍の推進 :こ 関亨轟法律 (平成27年濃簿籍64号〕の機要

○

似)状況把握、

。取組の実施時期  ・計画期間

●)女性の職業選択に資するよう、童目⊇隠題題理陸盈園盤盈魁疑
!

・常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主は、

①職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち

②職業生活に関する機会の提供に関す
③職業生活と家庭生活との
を公表

・常用労働者101人以上300人以下の一般事業主は、
「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び

する雇用環境の整備に関する実績」の

O国 等は、

を実施。

地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施 (努力義務)

○ 地方公共団体は、推進計画 (区域内の女性活躍の推進に係る計画)を策定、公表 (努力義務 )

(⇒ 璃鵡締賞1生の活躍に関
(1)～ (3)の対象は、

①常用労爵者■0■人以上の一識事業主 及び
(常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務)

②全ての特定事業主
〔 〕

，競一観

轟轟森

一 採用者に占める女性の割合
。管理職等に占める女性の割合     ―ェ

ー 男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
― 男女別の再雇用又は中途採用の実績
・男女の賃金の差異         等 .

・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
。男女別の育児休業取得率
。有給休暇取得率 等

(一般事業主 (民間企業等)に関する部分は厚生労働省が、特定事業主 (国・地方公共団体)に関する部分は内閣府 (内閣宮房、総務省と共管)力断 首)

3※ 特定事業主について1詣謗日5年 4月 1日施行



女 'l生 の 年齢 階級露ll就 業 撃 と筆齢 贈織霧ll匡 鶏雇蠅監監率 《平威徳筆と令細 5年のと監較)

(°お)

100,0

■ ■‐ ir●   す。i■ |イ ●.′ .iti i_._れ 壮■
“

ぃヽ ● 五‐vi_嵐エ ミ柱 ii岳 IⅢ Ⅲヽ    オ..  ●.  i  ・ I 
…     ||、 ゃ ェ 1..′  ■ i   ! Ⅲ Ⅲ ,ヽ 予  、

=

○ 女性の年齢階級別就業率は、令不日5年ではカープが浅 くな り、台形に近づいている。

① 女性の年齢階級別正規雇用比率は令和 5年では子育て世代である30代以降に低下 し、

るが、平成 15年 と比較すると上昇 している。

「L字」カープを描いてい

平成15年 :次世代育成支援劇節韓錯勝制定

→ 行動計画の策定・届出義務創設等

平成16年 :育児・介躊
―

費正

→ 子の看護休暇制度の義務化等

平成18年 :男女雇用機会均等法改正

→ 間接差別の禁止、セク八ラ防止措置義務の創設等

平成20年 :次世士瞭 威支援対策推進法改正

→ 行動計画の策定義務対象の拡大等          
‐

平成21年 :育児 e介鸞株凛法改正

→ 3歳未満の子を養育する労帥者について短時間勤務制度の ―

単独措置義務化等                 _
平成26年 :次世代育成支援対策推進法改正

→ 法律の期限延長、プラチナくるみん認定創設等|

平成27年 :女性活躍推進法制定

→ 行動計画の策定 。届出義務創設等

平成28年 :育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法改正

→ 介閣体業 r倉霊体暇取得の柔軟化

妊娠 1出産等に関するノ(ラスメント、育児休業等に関する

ノヽラスメント防止措置義務の創設等

令和元年 :女性活躍推進法等改正

→ 行動計画策定義務対象の拡大、パワ八ラ防止措置義務の倉1

設等

令和 3年 :育児 ■舟議億熱法誨Tド
→ 産後パノく育休あ蒼1義等             4

90.0

80.0

70.0

60,0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0,0

15～1920～2425～ 2930～3435～3940～4445～ 4950～5455～ 5960ん 6465歳以
歳 歳 歳 .歳 _歳 歳 歳 歳 歳 歳

‐
上

(資料出所)総務省『労働力調査」 (平成 15年、令和 5年)を用いて
厚生労働曽藤用環境・均等局作成
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令和5年 正規雇用比率 (女性 )

令和5年 就業率 (女性)

平成15年 就業率

平成15年 正規雇用比率



勇数観賃簿慮う幾異 とその簑園

男女間賃金差異は長期的には縮小傾向にある。

男女間賃金差異 (※ )の推移
(※)男性労働茜の所定内給与額を1(0と したときの、女性労働者の所定内給与額の値

◆
'80.0

75.0

70.0

65,0

60.0

50.0
平成

2 4  6  8  10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2  4 5
(年 )

1「一般労働者」は、常用労働者の うち、 「短時 F日島労働者」以外の者 をいう。
2「短時間労働者」は、常用労働者の うち、 1日 の所定内労働時間が一般の労働者よ りも短い又は 1日 の所定労働時

間が一般の労働者と同 じでも 1週の所定労働 日数が一般の労働者よ りも少ない労働者をいう。平成16年 まで「パー

トタイム労働者」の名称そ 調査 していたが、定義は同 じである。

3「三社員 正磯員ヽ」 とは、事業所で正社員、正職員 とする者をいう。

4平成30年調査から、常用労働者の定義が変更 されている。 (変 更前 !1か月を超える期間を定めて屋われて

いる者、変更後 :1か月以上の期間を定めて雇われている考 )

5平成30年 以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス美」のうち「バー、キャバ レー、すイ トクラブ」を

除外 してしヽる。
6令和 2年 から、賃金格追基本統計調査にて、推計方法 (復元倍率)が変更されている。

7平成18年～令和元年分については、デー タの一部に,遇及推計値を用 いている。

あり、次いで動続年数の違いと

_紅 ふ ふ 工 遍 エ ー    .,,,、 i・ i韓 li`||..,禅 ぶ転 I歳点 歳   1 群―

“

≠

=i歳
ヽ ■ .、 .― r i .| |

55,0

男女間賃金差異の要因(単純分析)(令和5年 )

男女間差異の
縮小の程度

②―①

9フ

3.7

2.4

2,3

0,7

0,0

‐1.6

男女間賃金圭異

男女間格差
(調整獲)②

84.5

73_5

77_2

77_1

75,5

74.8

73.2

男女間格差 |
(調整前 (原数 i

値))①

ア4.8

役職―

勤続年数
Ⅲ

学歴

労働時間

年齢

企業規模

産業

(注)1「調整前 (原数値)」は男性1001こ 対する、実蹂の女性υ〉賃金水準
2「胡豊後」は女性の各要因の労働者構成が島性と同じと仮定した場合の賃金水準

―
一般労働者  |

△ ―一般労1動者のうち正社員・正職員
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資料出所 :厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成
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露数闇賃金逹異の国際と越較

0 国際的に見ると依然男女間賃金差異は大きい。
て |ユ __ri― _― ‐ iェ ヽ|…

…
マ ti l( 歳 と 、 ↑ゝ、

“
_ __れ

'率
と Ⅲ i, _、  _    、ェ ■ _ri,ぃ it.ふ

=Ⅲ…

ェ … ■ ″rr、 とと _― 工 Ⅲ
=―

―_本 11■ t il,・ _.ヽ ト ニ ,II=it ― . i,■  ェ

`.～

!ヽ 五 |_ム ふ イ_工 ‐  ,■ _土 ……
|ふ |=▲工 ,_五 工 .メ F、 こ ,二 _Ⅲ _■ ___o. ,i五 |__t  il  ll

(%)  1   男女間賃金差異の国際比較   ,
40.0

30,0

20.0

10.0

0:0
スウェー

デン

(2021)

フランス

(2021)

ドイッ

(2021)

イギリス

(2021)

カナダ

(2021)

アメリカ

(2021)

日本

(2021)

韓国

(2021)

注)男女の中位所得の差を男性中位所得で除した数籠ヽ:原則、フルタイム労働者の週あたり総収入が対象。

(資料出所)(独 )労働政策研究B研修機構「データブック国際労働比較2024」

31.1

…

！■

16.9

一世
7.3
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管理露畿等1こ農める女fl銭割禽

○ 管理職等に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。

P■,■._工 i上.itti■ ●すユⅢ (1)′ iれh主工 、■ I五■litti亀ュ 乞ネ うエ セ‖ ドュ
`ヾ `出

Ⅲふェ 永ЖⅢ、と

'…
Ⅲ 五 !_● 1.,..生 l゙iよ

`生
ⅢⅢ  l'r it,■ .瓶i、 i,.i―世

―
...Ⅲ  ll,■ i li(_ii.ヾ ～デー予.ァ 、フ __、 単_工 上 _永  ― _ |

く,6)

30.0

25_0

200

15,0

10.0

5.0

0.0

役職別管理職等に占める女性割合の推移 (企業規模 100人以上 ) 管理的職業従事者に占める女性割合の国際比較
('6)

50.0

45.0

40.0

35,0

30.0

25,0

20.0

41.7  41.0

40.3   39.9  3フ .2

字e。 9  2フ .9

14.6

←◆

1510 1

10.01

5.0

0.0

602 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930ぅ毛2 3 4 5
昭和平成                                  命和   (年 )

(資料出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 (令和 5年)を用いて厚生労働省尼用環境・均等局作成

注 1)平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。

(変 更前 :1か月を超える期間を定めて庭われている者、変更後 :1か 月以上の期間を定めて雇

われている者)

注 2)平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス実」のうち「バー、キヤバレー、ナイト

クラブ」を除外している。
注 3)令和 2年から、推計方法が変更されている。

注4)平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及催計値を用いている。

準を下'が =ダ
ドが孝声〆 ざ ざ 荘

(資料出所)(独 )労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2024」

いずれも2022年値  
｀

注 1)日本の分類基準 (日 本操準職業分類)と その他の国の分類基準 (ISC併 08)が異なるので、単純比較は
~難

し
いことに留意が必要。

2)こ こでいう「管理職」は、管理的職柔従事者 (会社役員や企業の課長相当職以上や管理的公務員等)をいう。

3)割合は、管理的職業従事者のうち女性の占める割合。              ・

251
7
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動続等歎

○ 女性一般労働者の平均勤続年数は延びているが、男性よりいまだ短い (令和 5年の平均勤続年数は男性13.8年

に対して女性 9。9年 )。
‐・■ギ● :  ・マ与|― 、とフ■_峠■ti ll`一   ・1 ._.. ィ__● .エト|,|れ ェ!i工 ●(―

,iざ  ▽■ ,|_i ll■  …■●|li`,注          |(  .  l i   t  ‐ t__ィ マ k

勤続年数階級別一般労働者構成比の推移 一般労働者の平均勤続年数の推移

0監    1011   20%   30%   40,1   5011   60祐    701t   80%   90%  100%

昭和60年

女

平成25年
性

令和5年 .

昭和60年

男

性
―
平成25年

令和5年

14:

12

10

4

13.8

9.9

0% 20% 40% 60% 80X 100X
3

6

62 フ〔: 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415161718192021 222324252627 282930元 2 3 4 5

(資料出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 (令和 5生 )

注1)平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。
(変更前:1か月を超える期間を定めて雇われている者、変更後:1か月以上の翔間を定めて
冦われている者)

注2)平成30年 以前は、調査対象産業「宿泊案、飲食サービス業Jのうち「バー、キヤバレー、ナイトクラブ」を除外
している。

注3)令和2年から、推計方法が変更されている。                ｀

注4)平成18年～令和元年分については、データの一部に遡及推計値を用いている。

(年 )

8

〆

13.1

14.7

1317

―…男性  
“

市女性

27.2

27.2

1015

日15～ 19年 ロ口 1 4口3 -11ロ～9年5ロ
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女性活罐の状況鱈鞣轟各種鍾標の機移

① 女性沿躍推進法の主要部分が施行された平成28年 と直近の令利 5年における女性活躍の状況に係る各種指標を比

較すると、全体的に上向いていると言える。

平成28年 令和5年

(※ )男性労働者の所定内給与額を100としたときの、女性労働者の所定内絵与額の値

(資料出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
注 1)平成30年調査から、常用労働者の定義が変更されている。

(変更前 :1か月を超える期間を定めて雇われている者、変更後 :■ か月以上の期間を定めて雇われている者)

注 2)平成30年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「パー、キャパレー、ナイ トクラブ」を除外している。
注 3)令和 2年から、推計方法が変更されている。

蓮割荘離     |:違墓電置ゴ『    る。
.弱 3 9



簾 も次勇女美闇参圃基本計画の目標値の進捗状況

○ 第 5次男女共同参画基本計画の策定当時と令和 5年の、女性活躍の状況に係る各種指標を比較すると、一定の効

果が見られるが、その上昇ペースは緩やかである。

|.:■ tt(■ i卜
=Ⅲ

Ⅲ i.ェⅢⅢ‐ ■→とIЙ
`1出

甚!比こと.i雪 ぃ|うオ■,ヽ|_れ、エタlf“ェ■ ,ィ .ヽ=ユⅢⅢ■,,‐ れホ ′"■ i ‐一.  ́_ti_ ムネ‐ _…

等題電目標値を

達成する場合、

輪報s嫌時点で
割1違寧へき数値

頸目
露標饉
(翁澪観7年〕

繁窟当踏
《翁和熟筆)

轟新種
〔雪議驀蔭曇自岳)

部長相当職に占める女性の割
1120/o 8.5% 8.3% 10.60/o

課長相当職に占める女性の割

合※ 1

係長相当職に占める女性の割

180/o

300/o

11.5% 13.20/。 15。40/0

23.30/o 1216130/0

25歳から

“

歳までの女性の就

業率※ 2
820/0

21.3%

77.4% 80.8% 180!20/8

えるぼ の企業数※3   2,500社 1,209ネ土 2,534社 1′984社

※ 1

※ 2
※ 3

(資料出所)厚生労働省「賃金構造基本統計調査J

(資料出所)総務省「労働力調査 (基本集計)当該年平均」

厚生労働省雇用環境・均等局調べ  ・

254
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(参警〕盆業観模据u金義畿貿晟ぴ縫鍵警魏

① 300人以上規模の企業等数の総数に占める割合は0.50/o、 その従業者数の総数に占める割合は42.90/0。

0100～ 299人規模の企業等数の総数に占める害」合は1.20/O、 その従業者数の総数に占める割合は13.20/0。

総数 3′ 684′049 56′805′611

企業馨熱 (企業等) 企業攀錐 書聾禽 綻業簡期 歳計 (入 ) 彼業奮数幕豊u含

300人以上   19′320

100～299人  44′035_

0日 50/o

1.20/。

24′351r298ヽ

フ′501′878

42と90/0

13.20/。

0～99人     3′620′ 694 98.30/0 24′ 952′435 43Ⅲ90/O

注 1:全産業 (公務を除く)力政寸象。「企業等」は法人及引国人を含む。
注2:企業規模の別は、金壊序用雇用者規模 (国内及び海タトの常用1醜者の規模)による。

(出典)令和 3年経済センサス渚動調査

11



糞峻活罐機遼 法 1こ 轟づ く一般事諜 主行 動計画鑢 窟 F錢 繭熱④ 棗績

① 一般事業主行動計画策定の義務対象企業の届出率は98,40/o。

―i         融 憩 饉 即 雅 I写 .は裕 覺 4爆 .i_ti.iii▲ i… 工 Ⅲェ 凸i… i,■Ⅲi■ 熟ヽ

(社 )

80.000

行動計画策定届出企業実績

60.000

40.000

20,000

0

令和2年度 令和3年度    令和4年度

□義務企業 □努力義務企業

令和5年度

※義務企業 :R3年度までは301人以上企業、R4年度から101人以上企業

二1酪.

(資料出所)厚生労働省尾用環境・均等局調べ

５３

■

，

・

Ｓ

【

R3年度R2年度

8′432
6,935

43,STユー
21,771

16.930

8′876

16′ 875

256
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糞性活罐機進錢 に基づ く事攀由行 勃静饉翰伸威 頸 由

○ 事業主行動計画を作成した理由を見ると、「法律に定められているから」が高いものの、それに次いで「企業イ
メージの向上につながると考えたから」や「採用・育成 。登用等に珠悪があり、それを解消したかったから」が高

くなつており、特に30～99大規模の企業におぃて、これらの数値が上昇している。

図表 2-1-3企業規模別 行動計画作成理由の経年比較 (行動計画作成企業のみ)

～ワ,人

i

Q5-1付 していたため         
―

2女性の活離 進に関する一般事業
主行動計画の

―
企業イメーデの向  39.刊 X

と考えたから

4-般事業主行動計画の策定および
実施に関して、国や自治体による支

35.OX  38.5%  +3.6%   44.4X  45。 3X  +0.,X

11.9%  16.6X  +4,7路    26.0監   23.0%  -3.lX

14.5X  ll.OX   -3.Sゝ     8.3X   6.9路   -1.3X    2.6X   4.5%  +1.9X

1.4X   6.8佑     +5。 3X     6.5χ    う。4%   -1.1岳     5,0%    5.0%   -0.lX

FP] . =‐
‐
,生受

韓 行
動計画作

7学生が就職活動の際に参考にして
7.2X  13.6X

し 13.9%  +0_6%

2。 1

2.5X   +2.5X 1.8X  +1,8X 4.0%  +4.OX
■■■ⅢⅢⅢⅢ中 ……― ― ‐‐

・
‐

・・
●`

一

■■マ守■|■■■―― ―・■●‐H■■■■
“
ⅢⅢⅢ…Ⅲ…

と、_中_

13.OX  14.4X   +1.4X

'・

|":!!!FF!▼
lflイ!,,4イ ||,4HFI'Ⅲ ll● ||!|て !'Ⅲ

'デ

!,|■11111

2.3X   2.0% -0.3監 1.可 X   3.1%  Ⅲ2_OX

3.4X   l.8X  -1.5%    0.8%   1.0%  +0。 2X

し
成理由
(複数回
答)

10.取引
―

にアピニルできるか
ら(202葬調査)

11_国や自治体による公共調達加点
が あ

12_国の助請牟｀
申話のため (両立支

援等助成金(女性活霊加速化コー
ス))

:

1.OX   O.6%  -0.5X    O:9X   O_8X  -0。 1%

注 :項 目 8と 9は 2018年調査で「投資家 ,消費者にアピールするためJと してまとめてたずねているので、表中には

その結果を掲載。項目 10は 2018年調査ではたずねていない。

257
(資料出所)厚生労働省「女性活躍に関する調査」 (令利5年度)
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糞 l性雑.員 の麗躍への 評響や季応 え

○ 女性活躍推進法のための施策に取り組んだことにより、女性社員の活躍にどのような影響や手応えがあつたかを

見ると、半数程度は何らかの影癬や手応えがあつたと回答している。   .
.ヽ エヽ

ー

ー

・

ミⅢ Ⅲ Ⅲ ‐ 熊 ■ や オ
■

ぷ 工 嶺
■

_中 弊 媒 1本・、―部 ふ ‐ 1、 ヽ

・

ぶ―
…

・ |・
Ⅲ Ⅲ I■ ・卜 ■ |… … |■

―
|オ・ オ

●  ‐.'

何らかの影響や手応えがあつた

女性の応募が多くなつた
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     女性本人が昇造を希望するようになつた
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1事業の目的

一般鵠
子子特会

育休鯉雇 用

O

労働特会

労災

令 和 フ年 度 概 算 要 求 額  2.4億 円 (199億 円)※ ()内 は評 腹 当初予算額

事業主、特に中小企業を対象として、女性の活躍推進に関する自社の翠感を踏まえた取組内容のあり方、男女の賃金の差異の要因分析、

房堂遷泳鍵曇唇雷着F祭足F長種撮喜擢尾性あ範握裂奪薄塞属彊匡甍¢沢垣優柱伝塁塁建常羅丞洋g言写秀空与泳摩雪同妊盆払尾薬七百号、
アンコンシヤス 。パイアス緩和に関する啓発、および学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知・啓発事業に取り組む。
カロえて、女性活躍推進法の周知 。広報に取り組む。

ⅢⅢ
=▼

,■■■,■ !■■■■■マ■‐と
'…

ⅢⅢ■

都道府県労働局 委託事業 (民間企業等)〇女性活躍推進アドノくイザーによる、
個別企業の雇用管理状況に応したコンサルティングの実施

O女性活躍推進センターの運営

O女性活躍推進に係る周知 。広報
〇アンコンシャス・パイアス緩禾日に関する啓発     |
O学生等を対象としたキャリア形成支援等に関する周知 。啓発

・学校への出前講座
・コ和6年度事業において制作したガイドブックの継続配布
。SNS、 雑誌等の媒体を活用したキャリア形成支援に関する広報

コンサルティング件数 :1′255社
(令和5年度)
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実施 主体

夢業 美 福

ず

2事業の概要・スキーム、実施主体等

〇事業主や人事労務担当者等を対象とした女性活躍推進法の内容に関する説明会の開催
O迎避節酌簑騰速譲当菫墨登盛趨監J』ヱ鯉量』主主益題蟻菫機簑套董藍』盤襲項辱滅壁豊」韓逮赳晩磐監‐※拡充内容 15



様式第 11号 (第 6条関係 )

山本 典子  様

領 収 書 等 貼 付 用 紙

会派の名称・議員氏名 山口 典子

領 収 証

リーム

として金額正に領収致しました。

内訳

税率  税抜金額  消策税額

10%  ¥70,000 ¥7,000

8%

2025年 3月 31日

株式会社ヒューマンド

大阪市中央区安土町

TEL:06-6210-3169∩

登録番号:Tl120001131698

使 途 項 目 事務・事務所費

整 理 番 号 と/
領収書等貼付オll亀

.(複数枚の貼付は、不可)

ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｉ

　

・十
…
」
…
―
―
―
……
―
卜

，
―
甘
孝

，
１
１
　
　
・■
・】七
―
…

…
「　
ヶ　
イ
ウ
ラ
…
―
…
！
エ

80 % 61,600 円

事務所 (使用)状況報告書に記載のとおり

(技分率の根拠)

按 分 率 (按分による支出の場合に使用)

(その他)

事務所家賃 4月 分 (共益費|・ 水道代含む)

事務所所在地 堺市堺区熊野町東 3-2-27 堺 ドヅームビル 201号室
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―
「 590-0946

大阪府堺市堺区熊野町東 3-2-27
堺ドリームビル 00201

山口 典子 様

御請求書

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社管理物件をご利用頂き誠にありがとうございます。
今回の御請求内容は下記の通りとなつております。
過不足のないよう|こご入金下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

発行 日 2025年03月 14日

棚タイセイシュアーサービス

T534-0021

大阪府大阪市都島区都島本通1丁 目4-20

タイセイビル8階

TEL : 06-6921-3111

敬 具

堺ドリームビル 00201

山本 典子 様

0円 77,000 円 0円 77,000円

1家賃 : 月次(2925年4月 分) 65,000円 6,500円 71,500円

共益費 月次 (2025年4月 分) 5,000円 500 円 5,500円

70,000円 7,000 円 77,000円

りそな 船場

普通

力)とユーマンドリーム

脚ヒューマンドリーム
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